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第１章 研究の経緯と目的 

 
本研究は、宮代町の依頼に基づき、町の公共施設・インフラの在り方を検討するものである。 
我が国は、高度成長期から数十年の間に一斉に社会資本を整備した。そのスピードは人類史上

まれにみる速さであった。社会資本のおかげで我々は豊かに暮らすことが可能になっている。 
しかしながら、社会資本は固定資産であり耐用年数が過ぎればいずれは使えなくなる。社会資

本による恩恵を維持するためには、資産として更新しなければならない。民間企業が工場や倉庫

を建設したり、個人が住宅や自動車を取得する時も、常に将来使えなくなったらどうするかをあ

る程度考えながら行動している。だが、残念なことに、公共部門においては老朽化更新を念頭に

置いた運営は行われてきていない。頭で考えていなくても、老朽化は刻々と迫ってくる問題であ

り、いずれは多額の更新投資の必要性が生じる。その負担を、少子高齢化で減少する歳入と、福

祉等で増大する他の歳出費目との間で、まかなっていかなければならない。容易に解決できる問

題ではないことは明らかだ。 
 
図表 1-1 社会資本更新投資の概念図 

 
こうした問題意識に基づき、すでに、神奈川県藤沢市、千葉県習志野市、神奈川県秦野市など

では公共施設マネージメント白書を作成し、実態を把握するとともに、今後の公共施設のあり方

の検討に具体的に入っている。 
今回の研究は、これらに続くものだが、先行例にない以下のような特徴を有している。 
第１に、小規模自治体、かつ、町村部におけるはじめての例である。先行例は、いずれも人口

１０万人以上の規模であり、本研究は、全国に多数存在する小規模自治体の模範となるであろう。 
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第２に、公共施設だけでなくインフラについて詳細に調査したはじめての例である。更新投資

は公共施設、いわゆるハコモノだけに必要なものではない。道路、橋りょう、上水道、下水道の

インフラ、あるいは、医療機器などの機器・プラントも更新する必要がある。その数字を把握す

る意味は大きい。試算では、公共施設だけで約２４０億円、すべてを合計した約６５０億円もの

負担が生じるとされた。 
第３に、社会的な分析評価を行った点である。従来の公共施設マネージメント白書ではハード

面のみに着目して分析を行ってきた。今回は、定住人口、産業振興、子育て支援などソフト面に

も着目して社会分析を行った。結論としては、町の潜在的な魅力はあるものの広く知られるに至

っていないこと、一部の例外を除いて公共施設・インフラが町の魅力とはなっていないこと、し

たがって、公共施設・インフラの更新のありようによって町の魅力が損なわれるものではないこ

とが示された。 
第４に、以上を前提に、公共施設について統廃合を具体的に検討した点である。地域の関係者

にとっては統廃合はともすれば避けたい選択肢である。しかしながら、施設を現状のまま維持す

ることが財政上無理であるならば、代わりになる選択肢を提示しなければ無責任である。幸いに

して、本町は地域がコンパクトで、かつ、隣接市の施設とも近いので、公共施設を集約したとし

ても著しく利便性が低下するわけではない。また、そもそも、独立した施設がなければ公共サー

ビスを受けられない訳でもない。本報告書では、町内の複数の学校等を建て替える際に、多用途

に利用できる中核コミュニティ施設とし、そこにさまざまな機能を集約する方法を想定した。さ

らに、統廃合を行わずに現状を維持したケースに対して、中核コミュニティ施設への一定程度の

集約を行うＡ案、大胆に集約して更新投資負担を大幅に削減するＢ案を仮定して、それぞれの更

新投資負担額を試算した。その結果、必要な機能をある程度維持しつつ、更新投資負担を大幅に

削減できる可能性があることを明らかにした。もちろん、これらの案のうち、研究チームがいず

れかを推奨するものではない。財政負担と利便性のバランスをいかに取るかは、最終的には地域

自らが決断すべき問題であり、報告書はその検討材料を提示することが目的である。 
以上の通り、今回の研究は、町の将来はもちろん、社会資本老朽化問題に取り組む全国の自治

体や民間企業、ＮＰＯ、住民にとっても大きな示唆を与えうるものである。町長以下町役場関係

者の先見性に敬意を払うとともに情報提供の労に心から感謝するものである 
 

研究チームを代表して   東洋大学ＰＰＰ研究センター長  根本祐二
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第２章 公共施設・インフラの老朽化と更新投資額推計 

2-1 公共施設（建築物） 

2-1-1 基礎データについて 

第 2 章では、公共施設・インフラの老朽化の状況と今後の更新投資の金額を推計する。 
公共施設（建築物）については、宮代町より提供されたデータに基づいて検討を行っている。

建築年が不明施設などは、宮代町耐震改修計画や町の統計資料（宮代町ＨＰより入手）により適

宜追加した。また、文化財的施設（加藤家、斎藤家、縄文時代復元住居）など施設更新の必要の

ない施設も検討の対象外とした。 
 

2-1-2 耐用年数の設定 

施設の耐用年数は、税法上の法定耐用年数（以下耐用年数に関しては、特に断りのない限り同

様）にしたがって、以下のように設定している。 
  

構造 耐用年数 
鉄骨鉄筋又は鉄筋コンクリート造 ５０年 
鉄骨造 ３８年 
コンクリートブロック造 ３８年 
軽量鉄骨造 ２２年 
木造 ２２年 

※受領データで、鉄骨造となっていても、建物の名称や用途から肉薄の鉄骨と想定される施設についても耐用年

数２２年と設定した。 

 

2-1-3 施設更新のための整備単価の設定 

施設更新のための整備単価の設定に当たって、公共施設を以下の５つの用途に分類した。 
 ・庁舎・事務所      ・医療・福祉施設 
 ・教育施設        ・文化施設 
 ・その他 
この用途毎に「建築着工統計工事費予定額分析」から設定した整備費単価を用いて検討を行っ

た。用途分類と整備費単価の一覧を次ページに示す。 
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図表 2-1-1 施設の用途分類及び整備費単価の設定 

用途分類 宮代町の施設 
㎡単価
（千円） 

（「建築着工統計工事費
予定額分析」の用途分

類） 

庁舎・事務
所 

役場庁舎、出張所 町役場 295 市町村 SRC 造事務所1 

  
保健所、保健センタ
ー 

保健センター 266 市町村 RC 造事務所 

教育施設 中学校 
須賀中学校、百間中学校、前
原中学校 

209 市町村 RC 造学校の校舎

  小学校 
須賀小学校、東小学校、百間
小学校 

209 市町村 RC 造学校の校舎

    笠原小学校 ／
特殊構造につき長寿命
化対象 

  図書館 図書館 289
市町村 SRC造公務・文教
用建築物 

文化施設 
公民館、コミュニティ
センター 

川端公民館、百間公民館、和
戸公民館 

139 市町村 S 造その他 

    進修館 ／
特殊構造につき長寿命
化対象 

  
市民会館、公会堂、
勤労福祉会館 

―     

  体育館 武道場 総合運動公園ぐるる宮代 289
市町村 SRC造公務・文教
用建築物 

    
いきがい活動センターぱれっと
みやしろ 

142
市町村 S 造公務・文教用
建築物 

  プール 総合運動公園ぐるる宮代 245
市町村 RC 造公務・文教
用建築物 

  運動場 
はらっパーク宮代、町営グラウ
ンド 

245
市町村 RC 造公務・文教
用建築物 

  
レクリエーション施
設、保養所 

新しい村 153
市町村 W 造公務・文教用
建築物 

  
博物館、郷土資料
館、美術館、科学館 

郷土資料館 245
市町村 RC 造公務・文教
用建築物 

医療・福祉
施設 

高齢者福祉施設、障
害者福祉施設 

ふれ愛センター、陽だまりサロ
ン（笠原小内） 

293
市町村 RC 造病院・診療
所 

  病院 福祉医療センター六花 293
市町村 RC 造病院・診療
所 

  保育所 みやしろ保育園、国納保育園 209 市町村 RC 造学校の校舎

 福祉作業所 ひまわりの家 139 市町村 S 造その他 

その他 公共駐車場・駐輪場 
姫宮駅西口駐輪場、和戸駅駐
輪場 

139 市町村 S 造その他 

  給食センター 学校給食センター 139 市町村 S 造その他 

  清掃センター 
清掃センター（久喜宮代衛生組
合） 

283 市町村 RC 造その他 

  消防署 
宮代消防署（久喜地区消防組
合）、中島出張所 

266 市町村 RC 造事務所 

  斎場 
メモリアルトネ（広域利根斎場
組合） 

283 市町村 RC 造その他 

                                                  
1  材料としては木造であるが工法が特殊であるため他地域の同種の工事単価を参考に SRC 造並みとした。ただし、耐用年数も

SRC 造並みとする科学的根拠は、現状では得られていないため 22 年のままとしている。この期間を前提にすると、後述する通

り 50 年間には 2 回更新が必要となり更新投資負担が増大する。第三者による保全状況の確認などにより実質的な耐用年数の長

期化が確認された場合は、更新回数を減らす等の評価は可能であろう。 
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2-1-4 その他 

施設のうち一部事務組合で実施している施設については、下記に示すとおり、宮代町の負担分

を設定し数値を織り込んでいる。（人口基準日は平成 22 年 10 月 1 日） 
 
（１）久喜宮代衛生組合（ごみ処理） 

 宮代町の負担率は１／３として算定 
 

（２）広域利根斎場組合（斎場） 

建設に係る経費  定率割  3/100 宮代町分 3.0% 

         人口割 70/100   

  加須市 117,376 人 32.4% 

  久喜市 156,847 人 43.3% 

  幸手市 54,541 人 15.1% 

  宮代町 33,381 人 9.2% 

   362,145 人  

     

   宮代町負担割合 9.5% 

 
（３）久喜地区消防組合（消防） 

運営に係る経費  定率割  3/100 →久喜市と均等割 1.5% 

         人口割 97/100   

     

  久喜市 156,847 人 82.5% 

  宮代町 33,381 人 17.5% 

   190,228 人  

     

   宮代町負担割合 18.5% 
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2-1-5 公共施設（建築物）の更新投資額推計 

（１）公共施設（建築物）のストックの状況 

宮代町の 2010 年時点での公共施設の総延床面積は、108,090 ㎡となっている。用途的に最も

多いのは教育施設（40.7%）であり、中でも小中学校の面積が多くを占めている。 
公共施設の老朽化の状況としては、建築後 30 年経過（1980 年以前に建築年の施設）は、全体

の 34.7％（37,500 ㎡）となっている。 
また、公共施設（建築物）の延べ床面積は人口１人当たり 3.24 ㎡となっている。 
 
   図表 2-1-2 用途別の面積割合 

分類 主な施設 面積割合 

庁舎・事務所 町役場、保健センター 等 5.9% 

文化施設 公民館、進修館、新しい村、郷土資料館 等 21.5% 

教育施設 小中学校、図書館 等 40.7% 

医療・福祉施設 
ふれ愛センター、福祉医療センター六花, 

保育園等 
11.5% 

その他 
学校給食センター、清掃センター、宮代消

防署、メモリアルトネ 等 
20.4% 

図表 2-1-3 年次別公共施設（建築物）延床面積（グラフは将来の更新分を含む、以下同） 
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（２）更新投資額の試算 

耐用年数の到来毎に全く同規模の施設として更新すると仮定し、各年ごとの更新投資額を算定

した。 
なお、小中学校については、これまで増改築が行われ、それぞれの部分ごとに耐用年数の到来

時期が異なるが、主要な校舎の施設更新に合わせて学校内の全ての施設を更新することと仮定し

ている。 
更新投資額が最大の施設は学校を含む教育施設である。一部事務組合によって広域連携を行っ

ている消防、清掃センター、斎場は施設面積は大きいものの、負担割合分のみなので面積に比べ

て負担の度合は小さい。 
公共施設（建築物）の更新投資は 2011 年～2060 年までの 50 年間で約 240 億円の投資が必要

となり、人口１人当たり約 72 万円の負担となる。年平均の更新投資額は約 4.8 億円（人口１人当

たり約 1.4 万円）となる。 
   図表 2-1-4 用途別の面積割合 

分類 主な施設 投資金額割合 

庁舎・事務所 町役場、保健センター 等 12.7% 

文化施設 公民館、進修館、新しい村、郷土資料館 等 27.1% 

教育施設 小中学校、図書館 等 38.8% 

医療・福祉施設 
ふれ愛センター、福祉医療センター六花, 

保育園等 
13.9% 

その他 
学校給食センター、清掃センター、宮代消

防署、メモリアルトネ 等 
7.5% 

 

図表 2-1-5 公共施設更新投資額 
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2-2 上水道 

2-2-1 基礎データについて 

上水道については、配水管、浄水場、水源施設を対象とし、町より提供されたデータ 481 件に

基づいて検討を行っている。 
 

2-2-2 耐用年数の設定 

上水道施設の耐用年数は、整備時に設定された耐用年数をそのまま使用している。浄水場、水

源施設の機器類は 6 年～20 年の間で機器に応じて設定されている。また配水管は材質ごとに 25
年～45 年に設定されている。それぞれの耐用年数の概要を以下に示す。 

施設 耐用年数 
電池 6 年 
機器類 7 年～20 年 

浄水場、 
水源施設 

建物 22 年～60 年 
硬質塩化ビニール管 25 年 
ダクタイル鋳鉄管、塗覆装鋼管、

ステンレス鋼管、ポリエチレン

管、排泥弁 

40 年 
配水管 

鋼管（一部） 45 年 
 

2-2-3 施設更新のための整備単価の設定 

配水管の更新のための整備単価は、町から受領したデータ（管の種別、管径、整備距離、工事

金額）をもとに設定した。具体的には管径「75 ㎜から 200 ㎜」と「200 ㎜を超える」管について、

管の種別ごとに整備距離、建設工事費を集計し、平均値を出すことにより整備距離 1ｍあたりの

平均単価を設定する方法を採用した。 
単価設定は以下に示す。 

管種別 管径（75 ㎜～200 ㎜） 管径（201 ㎜～） 
硬質塩化ビニル管 
（耐用年数 25 年） 

整備距離：32,900ｍ 
建設工事費：1,182,000 千円 
整備単価：34 千円/ｍ 

- 

ダクタイル鋳鉄管 
（耐用年数 40 年） 

整備距離：113,137ｍ 
建設工事費：4,079,348 千円 
整備単価：36 千円/m 

整備距離：7,222.48ｍ 
建設工事費：403,372 千円 
整備単価：55 千円/m 

また、浄水場、水源等の施設は、過去の整備内容と工事費データをもとに、「流域別下水道整備

総合計画調査指針と解説」（流域別下水道整備総合計画制度設計会議編：平成 20 年 9 月）の下水

道事業費デフレーターにより 2003 年度の建設工事費に換算して得た工事費で耐用年数に応じて

更新することで整備費を算定している。 
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2-2-4 上水道の更新投資額推計 

 

（１）上水道施設のストックの状況 

2009 年時点での上水道の整備延長は、160,008m となっている。 
また、水源、浄水場は、1961 年以降、約 29.8 憶円が整備に費やされている。 
現在供用されている上水道の状況として、既に耐用年数を超えていて早期に対策が必要な施設

が、浄水場・水源で 8.6 億円、配水管で 2.0 億円、合計 10.6 億円に上っている。 
 

図表 2-2-1 年次別上水道整備延長距離 
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（２）更新投資額試算 

配水管及び水源・浄水場の施設を耐用年数の到来毎に更新すると仮定し、各年の更新投資費用

を算定した。 
浄水場・水源で約 52 億円、配水管で約 71 億円の投資が必要となり、人口１人当たり約 36.7

万円の負担となる。年平均の更新投資額は約 2.45 億円（人口１人当たり約 0.7 万円）となる。 
 
図表 2-2-2 上水道（配水管、浄水場・水源）更新投資額 
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2-3 下水道 

2-3-1 基礎データについて 

下水道については、公共下水道、農業集落排水、中継ポンプ場（2 か所）を対象とし、宮代町

より提供された下水道台帳データに基づいて検討を行っている。 
公共下水道の終末処理場については、埼玉県が流域下水道負担金により維持管理・更新を行っ

ており今回の検討からは除外した。 
 

2-3-2 耐用年数の設定 

管きょ及びポンプ施設の耐用年数は、それぞれ国庫補助金の減価償却期間に準じて、以下のよ

うに設定して検討を行っている。 
 

施設 耐用年数 
管きょ ５０年 
ポンプ施設（建物） ５０年 
ポンプ施設（機械設備・電気設備） １５年 
 

2-3-3 施設更新のための整備単価の設定 

（１）管きょ施設更新のための整備単価 

管きょ施設更新のための整備単価は、「流域別下水道整備総合計画調査指針と解説」（流域別下

水道整備総合計画制度設計会議編：平成 20 年 9 月）の平成 19 年度単価の費用関数を使用して設

定した。宮代町の下水道管きょは、管口径 250 ㎜以下の小口径管が全体の約 90％を占め、開削

工事が行えない市街地も限定的なことから、全て開削工事で行うことを前提として検討を行って

いる。また、撤去に伴う処分費用については今回考慮していない。 
管口径ごとの管きょの整備費単価の一覧を以下に示す。 

管口径 

（mm） 

ｍ単価 

（千円） 
 

管口径 

（mm） 

ｍ単価 

（千円） 

75.00 94.72 450.00 121.32

100.00 95.41 500.00 127.51

150.00 97.24 600.00 141.75

200.00 99.70 700.00 158.48

250.00 102.78 800.00 177.69

300.00 106.48 900.00 199.39

350.00 110.81 1,000.00 223.58

400.00 115.75 1,200.00 279.42
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（２）中継ポンプ施設更新のための整備単価 

中継ポンプ施設更新のための整備単価も同様に、「流域別下水道整備総合計画調査指針と解説」

（流域別下水道整備総合計画制度設計会議編：平成 20 年 9 月）の平成 19 年単価の費用関数を使

用して設定した。費用関数と計算結果を以下に示す。 

区分  費用関数 
宮代第 1 中継ポンプ場

Q1=9.50 ㎥ 

宮代第 2 中継ポンプ場

Q1=2.00 ㎥ 

全体工事 C=85.5Q1
0.60×（103.3/78.0） 437.1 171.6

土木・建築工事 C=39.5Q1
0.56×（103.3/78.0） 184.6 77.1

設備工事 C=46.7Q1
0.62×（103.3/78.0） 249.8 95.1

Q1：全体計画流量（時間最大）（㎥／分） 
C：建設費（百万円） 

 
2-3-4 下水道の更新投資推計 

（１）下水道施設のストックの状況 

宮代町の 2010 年時点での下水道の整備延長は、117,558m で内公共下水道が 107,143m、農業

集落排水 10,415m となっている。 
現在供用されている下水道は、1985 年以降に整備されたものが全体の 93.2％（109,568m）とな

っており、耐用年数を超えて使用されているものはない。 
図表 2-3-1 年次別下水道整備量 
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（２）更新投資額の試算 

管きょ及び中継ポンプ施設を耐用年数の到来毎に更新すると仮定し、各年ごとの更新投資額を

算定した。平成 17 年に整備した農業集落排水の処理場は、耐用年数を 50 年として 2055 年に同

額で更新するものとしている。 
2035 年から多くの下水道が耐用年数を迎え始めることとなり、2011 年～2060 年までの 50 年

間で約 135 億円の投資が必要となり、人口１人当たり約 40 万円の負担となる。年平均の更新投

資額は約 2.7 億円（人口１人当たり約 0.8 万円）となる。 
 
図表 2-3-2 下水道（管きょ、施設）更新投資額 
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2-4 橋梁 

2-4-1 基礎データについて 

宮代町より受領した橋梁のデータに基づいて検討をおこなった。橋の整備時期が不明な橋につ

いては、調査年を架橋された年として検討を行っている。 
 

2-4-2 耐用年数の設定 

使用材料 耐用年数 
PC 橋 ５０年 
RC 橋 ５０年 
鋼橋 １５年 
石橋 ５０年 
木橋 １５年 
 

2-4-3 施設更新のための単価の設定 

橋梁については、既存の資料から上部工の工事費単価を算定し、事例から上部工と下部工の割

合から下部工の工事費を算定し、最後に仮設費や諸経費として工事費の 70%と設定して整備費単

価を設定した。 
（１）上部工の工事費 

上部工の工事費は、下記の事例から 160 千円／㎡と設定した。 
図表 2-4-1   上部工の工事費 

橋 種 工事費（千円／㎡） 摘要 

単純鋼板桁 １１０－１３０ 摘要支間長 ２５ｍ－３７ｍ 

連続鋼板桁 １００－１２０ 摘要支間長 ２５ｍ－５０ｍ 

連続鋼板桁 １６０－２５０ 摘要支間長 ４４ｍ－６５ｍ 

PC プレテンションＴ桁 １６０ 摘要支間長 １８ｍ－２０ｍ 

PC プレテンションＴ桁 １８０－１９０ 摘要支間長 ２３ｍ－３４ｍ 

PC 斜材付π型ラーメン １６０－１８０ 摘要支間長 ４３ｍ－６７ｍ 

出所：道路橋計画設計資料（東北地方整備局）Ｈ１２ 
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（２）下部工の工事費 

 下部工の工事費は、下記の事例から上部工の工事費の４０％と設定する 
図表 2-4-2 下部部工の工事費 

 
上部工工事費 

（千円／ｍ） 

下部工工事費 

（千円／ｍ） 
下部工／上部工 橋 長 

事例１ 1,896 727 38.3% 320
事例２ 1,830 789 43.1% 360
事例３ 1,906 873 45.8% 400
事例４ 1,823 894 49.0% 330
事例５ 1,873 766 40.9% 315
事例６ 1,894 693 36.6% 320
事例７ 1,986 661 33.3% 315
事例８ 2,094 595 28.4% 300

平均 39.4%   

出所：エンジニアリング企業Ａ社比較検討資料 
 

（３）諸経費等 

上部工、下部工の工事費は直接工事費であるため、共通仮設費や諸経費等の費用を直接工事費

の７０％と設定する。 
 
（４）更新単価の設定 

  更新単価（千円／㎡） 

上部工工事費 160

下部工工事費 64

直接工事費計 224

諸経費等 156.8

合計 380.8

 
上記より、再架橋のための更新単価を 400 千円／㎡と設定する。 
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2-4-4 橋梁の更新投資額推計 

（１）橋梁施設のストックの状況 

橋梁施設についても、上水道、下水道同様に、耐用年数到来ごとに同量を更新するとして算出

した。 
図表 2-4-1 年次別橋梁整備面積 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2010 年時点での宮代町管理の橋梁の数は 96 橋、総道路部面積は、6,945 ㎡となっている。 
使用材料毎の内訳としては、PC 橋 17 本(3,655 ㎡:53%)、RC 橋 63 本(1,835 ㎡:26%)、鋼橋 7

本(1,305 ㎡:19%)、石橋 7 本(78 ㎡:1%)、木橋 2 本(72 ㎡:1%)。この内、48 本(1,128 ㎡:16%)は架

橋年が不明となっており、計算上は調査年である 1986 年に架橋されたと仮定した。特徴として

は、1 本(蓮谷橋、173 ㎡)を除く全ての橋が面積 50 ㎡未満の小型橋である。更新の周期としては、

50 年後の 2036 年辺りに金額的なピークを迎えると思われる。 
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（２）更新投資額の試算 

更新方法としては、橋梁の現在の使用材料の種類を問わず、耐用年数の到来毎に全く同規模の

PC 橋として再架橋すると仮定し、各年の更新投資額を算定した。 
施設の更新投資は 2011 年～2060 年までの 50 年間で約 28 億円の投資が必要となり、人口１人

当たり約 8.3 万円の負担となる。年平均の更新投資額は約 5600 万円（人口１人当たり約 1,600
円）となる。 

 
図表 2-4-1 橋梁更新投資額 
 

橋梁　更新費用
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2-5 道路 

2-5-1 基礎データについて 

道路については、宮代町より受領したデータ(道路台帳)に基づいて検討をおこなった。 
2-5-2 耐用年数の設定 

構造 耐用年数 
舗装道路及び舗装路面 １５年 
 

2-5-3 施設更新のための整備単価の設定 

道路については、施工方法を道路打換え工(舗装版のみ)と設定して、「土木工事積算標準単価(平
成 20 年度版)」に記載された施工単価（2,000 円／㎡）を参考に町の実績 1,973 円/㎡を用いた。 
 

2-5-4 道路の更新投資推計 

道路は整備年が不明であるため、総面積 1,259,083 ㎡を対象（現在の砂利道も更新時は舗装さ

れると仮定）に、実質的な耐用年数である 15 年で舗装更新すると考えた。単価と掛け合わせて、

1 年間の更新単価を約 1.7 億円と算出した。 

その結果、道路の更新投資は2011年～2060年までの50年間で約83億円の投資が必要となり、

人口１人当たり約 25 万円の負担となる。 
 

図表 2-5-1 道路更新投資額 
 道路　更新費用
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2-6 設備・備品 

2-6-1 基礎データについて 

各施設と一体的で利用され施設が機能する上で不可欠な設備・備品である、医療機器、ごみ焼

却炉などの廃棄物処理関係の設備、消防関連設備・備品、斎場の炉などは、整備費用が高く、更

新頻度も高いため、公共施設の更新費用の算定に組み込んだ。 
なお、公設福祉医療センター六花の医療機器およびリハビリ機器については、購入価格 500 千

円以上の物品について更新費用算定に組み込んでいる。また、施設と一体的なものではないが、

消防車やごみ収集車などの特殊車両も高額であるため、更新費用算定に組み込んだ。 
 

2-6-2 耐用年数の設定 

各設備の耐用年数は宮代町から提示されたデータに従って設定している。ただし、医療センタ

ー六花の「ＣＲ装置システム」「食器・鍋・釜」については現地では更新頻度が１年とされていた

が、病院建設業界関係者へのヒアリングにより得られた一般的な頻度である５年と設定している。 
また、耐用年数のデータが無かったものについては、同様の設備・備品の耐用年数として算定

している。 
 

2-6-3 施設更新のための整備単価の設定 

設備・備品の購入単価は、整備時の購入価格を再調達価格として設定している。 
購入価格のデータが無かったものについては、同様の設備・備品と同程度の金額として算定し

ている。 
なお、一部事務組合の設備・備品については、施設の更新検討で設定した宮代町の負担率を掛

けて整備単価としている。 
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2-6-4 設備・備品の更新投資推計 

設備・備品の更新投資は 2011 年～2060 年までの 50 年間で約 45 億円となる。これは、公共施

設全体での更新投資額 240 億円の 18.8％を占める額となり、今後の設備更新計画において無視す

ることができない割合を占めることが判明した。 
設備・備品は機能維持のためには建築やインフラに比べて短期での更新が必要となるため、更

新投資は比較的平準化したものとなっている。 
 

図表 2-6-1 設備・備品更新投資額 
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2-7 公共施設・設備全体の合算と評価 

公共施設（建築物）、上水道、下水道、橋梁、道路、設備・備品の全ての更新費用を合算すると、

施設の更新投資は 2011 年～2060 年までの 50 年間で 652 億円の投資が必要となり、人口１人当

たり約 195 万円の負担となる。 
今後 20～50 年間の年平均更新投資額は以下のとおりである。 

平均更新投資額 金額 人口１人当たり 

今後 20 年間の平均更新投資額 11.7 億円 34.9 千円／人 

今後 30 年間の平均更新投資額 12.1 億円 36.3 千円／人 

今後 40 年間の平均更新投資額 13.9 億円 41.7 千円／人 

今後 50 年間の平均更新投資額 13.0 億円 39.0 千円／人 

 
今後、必要な更新投資の割合をみると、インフラに関わる部分の更新投資負担が５割を超えて

いることが分かる。 
   図表 2-7-1 用途別の投資額割合 

分類 投資金額割合 

公共施設（建築物） 37.1% 

上水道施設 18.6%

下水道施設 20.5%

橋梁施設 4.3%

道路施設 12.7%

56.1% 

設備・備品 6.9% 

 

図表 2-7-2 用途別更新投資額 
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このうち、普通建設事業費に含まれる公共施設（建築物）、道路、橋りょう相当分の今後 20～
50 年間の年平均更新投資額は以下のとおりである。（下水道は特別会計、上水道・医療機器は普

通会計衛生費で支出するのでこの計算からは除外している） 
 
図表 2-7-3 平均更新投資額 

平均更新投資額 金額 人口１人当たり 

今後 20 年間の平均更新投資額 8.6 億円 25.8 千円／人 

今後 30 年間の平均更新投資額 8.4 億円 25.2 千円／人 

今後 40 年間の平均更新投資額 8.1 億円 24.2 千円／人 

今後 50 年間の平均更新投資額 7.6 億円 22.6 千円／人 

 
これは、最近３カ年（平成 18 年度～21 年度の決算額）の平均普通建設事業費 463,206 千円に

対して、約 1.6 倍から約 1.9 倍の額である。 
普通建設事業費は、施設の更新費用だけでなく、新設・維持補修の費用も含まれている。これ

らを従来通り維持しようとすると、数十年間にわたって、現在の普通建設事業費の 2.6~2.9 倍の

水準を確保しなければならないことになる。今後、少子高齢化による歳入の減少や、医療・福祉

関連費用の増加を考えると、これらの予算が確保できると考えるのは楽観的すぎる。町の将来ビ

ジョンに基づいた戦略的な歳入歳出の管理が必要になる。 
 
（参考）神奈川県秦野市の同種データ H22/8「秦野市の公共施設再配置に関する方針案」 

平均更新投資額 金額 人口１人当たり 

今後 20 年間の平均更新投資額 17.6 億円 10.4 千円／人 

今後 30 年間の平均更新投資額 19.0 億円 11.1 千円／人 

今後 40 年間の平均更新投資額 22.9 億円 13.4 千円／人 

直近 5 カ年平均普通建設事業費 44.7 億円と比較した数値は 0.4～0.5 倍である。 

 
図は、公共施設に関する比較データであり、横軸が人口一人当たり延べ床面積、縦軸が築 30

年以上経過した施設の延べ床面積比率である。プロットされている点は、藤沢市、習志野市、秦

野市など首都圏の人口 10 万人以上の市区である。宮代町は、一人あたり延べ床面積が非常に大き

い。人口が少ないこともあるが、人口密度はさほど小さくないことを考えると、過大規模になっ

ていると言える。反面、老朽化は進んでいない。これは都市化の進展が緩やかだったことを意味

し、更新投資も多少は猶予期間があることを意味する。ただし、猶予されているだけで将来の負

担が減るわけではないので、時間のあるうちに計画を立てる必要がある。 
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図表 2-7-4 人口一人あたり公共施設延床面積と建築後 30 年以上経過延床面積比率比較 
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３章 宮代町の社会分析 

  
第３章では、社会的な側面から歳入増加策と歳出抑制策の検討を試みる。 
 
3-1 宮代町の現況 

 将来にわたって歳入を増加していく（少なくとも現状を維持していく）には、定住人口を増や

して住民税収入を増やすことと、産業振興により法人税収入を増やすことが重要である。そこで、

人口動態、流出入人口、産業に着目して現況分析を試みた。 
なお、比較対象自治体としては、宮代町に近接する伊奈町、白岡町、杉戸町を主とし、そのほ

か、都心から時間距離が１時間圏内で同様の人口規模である埼玉県三芳町、千葉県酒々井町、神

奈川県大磯町についても参考としてデータを比較した。 
 

 
3-1-1 人口推移 

宮代町の人口は 1998 年をピークに減少

傾向にある。国立社会保障・人口問題研究

所の調査によると、今後も人口減少は続き、

2035 年には 2010 年（推計値）から約 22％
少ない 26,506 人になると予測されている。

日本全体および６町と比較すると（図表

3-1-2）、宮代町では他都市よりも速い速度

で人口減少が進むことが分かる。 
 

図表 3-1-1 宮代町と比較６町の人口 

 総数 男 女 

宮代町 33,440 16,889 16,551 
伊奈町 42,375 21,536 20,839 

白岡町 50,073 ― ― 
杉戸町 47,608 23,959 23,659 
三芳町 37,764 19,006 18,758 
酒々井町 21,329 10,785 10,544 
大磯町 32,785 15,966 16,819 

※2010 年 4 月 1 日現在（大磯町は 2010 年 1
月 1 日現在） 
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3-1-2 宮代町のコーホート分析 

 
人 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
年齢層による人口増減の傾向を明らか

にするため、年齢層 5 歳別の人口コーホ

ート増減を分析した（図表 3-1-3。比較

年代は 2005 年 4 月 1 日と 2010 年 4 月 1
日）。その結果、宮代町の人口動態として、

次のような特徴が明らかになった。 
 
【子供世代】5～9 才世代の増加が見られ

る 
【大学生期】日本工業大学があるため大

量の流入があるが、卒業後の一次就職期

図表 3-1-2 宮代町、全国、比較６町の将来推計人口 

 

図 3-1-3 宮代町の人口ｺｰﾎｰﾄ増減図（人） 

（平成 22 年-平成 17 年） 

人 
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には激減する 
【子育て世代以降】子育て世代を含めて一貫して流出入は水面下であり増加していない 
 
 通常、子育て世代と子供世代は連動して増減すると想定されるが、宮代町では子育て世代が減

っているにもかかわらず子供世代が増えているという特徴がある。 
 
3-1-3 他町との比較 

宮代町の人口動態の特徴を、他町と比較した（図表 3-1-4 杉戸町、図表 3-1-5 三芳町、図表 3-1-6
酒々井町、図表 3-1-7 大磯町）。 
杉戸町、三芳町、大磯町では、一次就職期に宮代町と同様に人口が流出しているものの、子育

て世代は流入しており、それと同時に幼児人口の増加もみられる。 

一方、酒々井町では宮代町とほぼ同様の傾向がみられたが、子供世代の増加は宮代町ほど顕著

ではない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-1-4 杉戸町の人口ｺｰﾎｰﾄ増減図（人）

（平成 22 年-平成 17 年）

図 3-1-5 三芳町の人口ｺｰﾎｰﾄ増減図（人）

（平成 22 年-平成 17 年）

図 3-1-6 酒々井町の人口ｺｰﾎｰﾄ増減図（人） 図 3-1-7 大磯町の人口ｺｰﾎｰﾄ増減図（人）
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3-1-4 人口の流出入 

2005～2009 年の転出入人口と転出入元先ごとの人口を図表 3-1-8 に示す。この表で見るよう

に、対象とした 5 年間は転入が減少傾向にあり、各年とも流出超過であることが分かった。 
また、転出入の動きが大きい市町村は毎年上位５位が同じであった。県内では春日部市、杉戸

町、さいたま市、幸手市、久喜市、越谷市との転出入が多かった。 
これらのことから、春日部市など県内近隣都市との関係が深く、東京都心との関係は薄いと言

えそうである。 

 
 
 
 
 
 
 

図表 3-1-8 転出入元先分析 
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3-1-5 従業通学の流出入 

（１）従業元先分析  

2005 年（国勢調査）の従業元先ごとの人口を図表 3-1-9 に示す。 
この図で見るように、宮代町に常住する従業者 16,486 人のうち、約 73％に相当する 11,990

人が町外に働きに出ており、その 62％が県内で従業していた。一方、町外から 3,263 人が宮代町

に働きに来ており、その 84％が県内在住者であった。その結果、8,727 人の流出超過であった。

先ほどの人口流出入と同じく、春日部市など県内近隣都市との関係が深く、東京都心との関係は

薄い傾向がうかがえる。 
以上のことから、宮代町は、県内近隣都市の従業者に対し住宅供給の役割を担っていると言え

る。 

図表 3-1-9 従業元先分析（2005 年国勢調査） 
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（２）通学元先分析 

2005 年（国勢調査）の通学元先ごとの人口を図表 3-1-10 に示す。 
この図で見るように、宮代町に常住する通学者 2,985 人のうち、約 54％に相当する 1,621 人が

町外に通学しており、その 62％が県内に通学していた。一方、町外から 2,656 人が宮代町に通学

しており、その 53％が県内在住者であった。その結果、1,035 人の流入超過であった。日本工業

大学への通学者が多いためと考えられる。先ほどの人口流出入、従業者流出入と同じく、春日部

市など県内近隣都市との関係が深く、東京都心との関係は薄い傾向がうかがえる。 
しかし、通学者の流入ポテンシャルが高いということは、日本工業大学の学生が一人暮らしを

する場として宮代町を選んでいないということも示唆する。大学生が定住するのは数年間と期間

限定ではあるものの、学生の定住人口を増加させる地域資源として、日本工業大学を有効活用し

ていくことも必要であろう。 
 

図表 3-1-10 通学元先分析（15 歳以上）（2005 年国勢調査） 
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3-1-6 他町との比較 

（１）従業員および通学者の流出入比較 

2005 年（国勢調査）の宮代町と比較６町の従業員および通学者の流出入を比較したところ（図

表 3-1-11）、日本工業大学がある宮代町は他町に比べて通学者の流入ポテンシャルは高いものの、

従業者の流入ポテンシャルは低いことが分かった。薬科大学があり、高校数も比較的多い伊奈町

も宮代町と同様に通学者の流入ポテンシャルは高い。

図表 3-1-11 従業者・通学者流出入の６町比較（2005 年国勢調査） 
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（２）高齢化率 

宮代町の高齢化率（65 歳以上の人口割合）は平成 22 年 3 月時点で 24.2％であり、日本全体お

よび近接する伊奈町、白岡町、杉戸町、また、人口規模などが類似する三芳町、酒々井町よりも

高い。 
 
（３）町丁目ごとの人口動態 

2006 年から 2010 年にかけての人口動態を、町丁目単位で分析した。 
 
①全体人口 

まず全体人口の動態を見る。百間１丁目や和戸３丁目では人口が 20％以上増加しているが、

逆に百間２丁目では 20％以上減少している（図表 3-1-13、図表 3-1-14）。 
しかしながら、町丁目を人口増減率の低い方から順に並べ替えてみると、増減率が数十％の

地区は少なく、全体としてみると地区ごと人口増減に顕著な差がないことが分かった（図表

3-1-15）。これは、町の宅地開発や住宅誘導政策が強力に行われてこなかったことの反映であ

ると言えよう。 

図表 3-1-12 高齢化率 

（平成 22 年 3 月時点） 
自治体名 高齢化率 
全国 22.7％ 
宮代町 24.2％ 
伊奈町 16.7% 
白岡町 20.5％ 
杉戸町 21.5％ 
三芳町 20.9% 

酒々井町 21.7% 
大磯町 26.0% 

 

図表 3-1-13 町丁目ごとの人口増減 

■10％以上増 
■５～10％増 
■０～５％増 
■０～５％減 
■５～10％減 
■10％以上減 
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図表 3-1-14 増減率が大きい地点 

増加率が大きい 10 地点 減少率が大きい 10 地点 

百間１丁目 30.8％ 78 人 百間２丁目 ▲22.9％ ▲61 人

和戸３丁目 24.0％ 111 人 百間４丁目 ▲11.2％ ▲57 人

笠原１丁目 13.3％ 22 人 字宮東 ▲8.3％ ▲65 人

字川端 12.7％ 27 人 本田２丁目 ▲8.0％ ▲34 人

大字西粂原 8.0％ 70 人 学園台３丁目 ▲7.9％ ▲28 人

川端３丁目 4.3％ 38 人 本田４丁目 ▲7.8％ ▲34 人

百間５丁目 4.1％ 21 人 大字和戸 ▲7.7％ ▲161 人

字中島 3.4％ 54 人 和戸４丁目 ▲7.0％ ▲63 人

川端２丁目 3.0％ 25 人 学園台２丁目 ▲7.0％ ▲38 人

本田５丁目 2.4％ 20 人 宮代１丁目 ▲6.9％ ▲53 人

図表 3-1-15 町丁目ごとの増減率 
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②年少人口（～14 歳） 
次に年少人口（～14 歳）に着目し、町丁目単位での現況分析を試みた。 
年少人口の増減を図表 3-1-16 および図表 3-1-17 に、総人口に占める年少人口の比率を図表

3-1-18 および図表 3-1-19 に示す。これらから、笠原１丁目は年少人口比率が際立って高く、

年少人口の増加数も多いことが分かった。ここは独特の教育方針で知られる笠原小学校の学区

であり、地元不動産業者へのヒアリング

でも「笠原小学校の学区での居住を希望

する人は多い」という主旨のコメントを

得られていることから、子供を笠原小学

校に通わせたい世帯の移住が増えてい

ることを反映していると考えられる。 
また、西粂原、和戸３丁目、百間１丁

目、須賀においても年少人口が増加して

いる。これら地点では人口増加率も高か

った。 
一方、年少人口が減少した地域は北部、

川端などに広がっている。また、東武線

沿線の３駅周辺の既成市街地では、子供

の減少数が比較的多かった。同地に長く

居住している世帯が多く、人員の年齢が

上がる一方、子育て世代の移住が進んで

いないものと考えられる。 

図表 3-1-17 年少人口増減幅が大きい上位・下位 10 地点 

（2006 年度と 2010 年度を比較） 

年少人口が増加した 10 地点 年少人口が減少した 10 地点 

町丁目 増減 人口比率 町丁目 増減 人口比率

大字西粂原 35 人 14.1％ 大字和戸 ▲57 人 6.0％
和戸３丁目 31 人 15.9％ 大字国納 ▲36 人 11.3％
笠原１丁目 20 人 25.7％ 宮代１丁目 ▲34 人 11.2％
百間１丁目 28 人 11.2％ 東姫宮１丁目 ▲24 人 13.7％
大字須賀 16 人 11.9％ 川端１丁目 ▲23 人 9.7％
百間５丁目 12 人 13.4％ 川端３丁目 ▲23 人 13.3％
宮代２丁目 12 人 13.6％ 中央２丁目 ▲21 人 11.9％
本田５丁目 10 人 12.5％ 百間４丁目 ▲20 人 11.3％
字川端 ９人 7.9％ 和戸１丁目 ▲19 人 12.0％
東姫宮２丁目 ９人 11.3％ 本田４丁目 ▲18 人 6.5％

図表 3-1-16 町丁目ごとの年少人口増減

（2006 年度と 2010 年度を比較）

■30 人以上増 
■20～30 人増 
■10～20 人増 
■10～20 人減 
■20～30 人減 
■30 人以上減 
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図表 3-1-19 年少人口比率の上位・下位 10 地点 

（2010 年） 

年少人口比率が高い 10 地点 年少人口比率が低い 10 地点 

町丁目 比率 人口 町丁目 比率 人口 

笠原１丁目 25.7％ 48 人 本田３丁目 3.5％ ４人

百間６丁目 16.6％ 79 人 学園台２丁目 5.8％ 29 人

和戸２丁目 16.1％ 68 人 大字和戸 6.0％ 115 人

和戸３丁目 15.9％ 91 人 百間３丁目 6.4％ 21 人

和戸５丁目 15.3％ 108 人 本田４丁目 6.5％ 26 人

字姫宮 14.9％ 115 人 学園台３丁目 7.4％ 24 人

大字西粂原 14.1％ 133 人 宮代台３丁目 7.5％ 63 人

東姫宮１丁目 13.7％ 158 人 学園台１丁目 7.6％ 42 人

字西原 13.6％ 120 人 宮代台１丁目 7.7％ 57 人

宮代２丁目 13.6％ 55 人 字川端 7.9％ 19 人

図表 3-1-18 町丁目ごとの年少人口比率

（2010 年）

■20％以上 
■15％以上～20％未満 
■10％以上～15％未満 
■10％未満 
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③生産年齢人口（15～64 歳） 
次に生産年齢人口（15～64 歳）に着目し、町丁目単位での現況分析を試みた。 
生産年齢人口の増減を図表 3-1-20 および図表 3-1-21 に示す。生産年齢人口は全体的に減少

しており、増加していたのは６地

点のみであった。 
一方、減少が著しかったのは東

武動物公園駅より北側の既成市

街地や、町の北部、川端の既成市

街地であり、これらは年少人口減

少地点とほぼ一致していた。 

図表 3-1-21 生産年齢人口の増減幅が大きい上位・下位 10 地点

（2006 年度と 2010 年度を比較） 

生産年齢人口比率の増減幅が

大きい 10 地点 

生産年齢人口比率の増減幅が 

小さい 10 地点 

町丁目 人口 町丁目 人口 

和戸３丁目 67 人 大字和戸 ▲181 人

百間１丁目 43 人 和戸４丁目 ▲128 人

川端３丁目 9 人 宮代台１丁目 ▲123 人

和戸２丁目 9 人 宮代台３丁目 ▲118 人

笠原１丁目 5 人 大字須賀 ▲110 人

百間５丁目 1 人 宮代台２丁目 ▲110 人

東姫宮２丁目 ▲105 人

東姫宮１丁目 ▲97 人

字西原 ▲93 人

※増加したのは６地点のみ 

学園台

図表 3-1-20 町丁目ごとの生産年齢人口増減

（2006 年度と 2010 年度を比較） 

 ■60 人以上増 
■30 人以上 60 人未満増 
■10 人以上 30 人未満増 
■10 人以上 30 人未満減 
■30 人以上 60 人未満減 
■60 人以上 90 人未満減 
■90 人以上 120 人未満減

■120 人以上減 
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④老年人口（65 歳～） 
次に老年年齢人口（65 歳～）に着目し、町丁目単位での現況分析を試みた。 
全体人口に占める老年人口の比率

を図表 3-1-22 および図表 3-1-23 に示

す。 
老年人口比率が高い地点は、既成市

街地や東武動物公園駅より北部に多

かった。これら地点は、年少人口と生

産年齢人口が減少している地点とほ

ぼ一致していた。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 3-1-22 町丁目ごとの老年人口比率

(2010 年)

■30％以上 
■25％以上 30％未満 
■20％以上 25％未満 
 20％未満 

図表 3-1-23 老年人口比率の上位・下位 10 地点 

（2010 年） 

老年人口比率が高い 10 地点 老年人口比率が低い 10 地点 

町丁目 比率 人口 町丁目 比率 人口 

宮代台２丁目 39.9％ 214 人 笠原１丁目 3.7％ 7 人 

学園台２丁目 37.7％ 189 人 和戸３丁目 14.3％ 82 人 

学園台３丁目 36.6％ 119 人 和戸２丁目 15.6％ 66 人 

宮代台３丁目 33.3％ 280 人 字中 15.8％ 93 人 

百間３丁目 32.5％ 107 人 川端４丁目 16.0％ 85 人 

学園台１丁目 32.1％ 178 人 笠原２丁目 17.5％ 52 人 

宮代台１丁目 30.4％ 226 人 川端３丁目 17.7％ 163 人 

百間２丁目 30.1％ 62 人 本田５丁目 18.5％ 155 人 

宮代３丁目 29.6％ 162 人 本田２丁目 19.0％ 74 人 

東姫宮２丁目 28.1％ 273 人 川端１丁目 20.3％ 182 人 
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図表 3-1-24 年代別将来推計人口 

全国（1000 人） 宮代町 
 

2010 年 2032 年 増減率 2010 年 2032 年 増減率 

全体 127,176 110,679 ▲13％ 33,885 26,506 ▲22％ 
年少 16,479 10,512 ▲36％ 3,485 1,752 ▲50％ 

生産年齢 81,285 62,919 ▲23％ 22,226 14,814 ▲33％ 
老年 29,412 37,249 ＋27％ 5,149 3,592 ▲70％ 

後期老年 14,222 22,352 ＋57％ 3,024 6,347 ＋110％ 
（国立社会保障・人口問題研究所の統計を基に作成） 

（４）年代別将来推計人口 

宮代町と全国の将来推計人口を年齢別に年少（～14 歳）、生産年齢（15～64 歳）、老年（65 歳

～）、後期老年（75 歳～）の４層に分けてみると（図表 3-1-24）、宮代町では他都市に比べ後期老

年人口の増加率が高く、生産年齢人口と年少人口の減少率も高いことが分かる。このことから、

将来的に高齢者の福祉や医療に関する行政負担は増大するにもかかわらず、それを現役で支える

生産年齢人口も、将来を担う年少人口も減少し、いずれ行政サービスに支障が出る恐れがあると

言える。 
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図表 3-1-25 １世帯当たり人員の推移 

 全国 宮代町 

1990 年 2.99 － 
1995 年 2.82 － 
2000 年 2.67 2.90 
2005 年 2.56 2.75 

（国勢調査、宮代町住民基本台帳） 

3-1-7 住環境（宅地面積、地価、世帯人員、２世帯同居、西口整備、道仏など） 

（１）１世帯当たり人員 

宮代町の 1 世帯当たり人員は減少傾向にあるものの、全国平均よりも多い（図表 3-1-25）。 
一方、宮代町のアンケート調査（『次世代育成支援行動計画後期計画』2010/4）によると、祖

父母との同居状況は、「祖父同居」または「祖母同居」の割合が、就学前児童世帯で 16～22％、

就学児童世帯は 18～27％である。夫婦と子

供、祖父母、あるいは祖父、祖母からなる

世帯の全国平均は６％（2005 年国勢調査）

であり、宮代町では３世代同居世帯比率が

全国平均の約３倍以上と高いことが分かる。 
これらのことから、３世代同居が多いこ

とが、１世帯当たり人員を引き上げる一因

になっていると考えられる。 
 
（２）世帯構成 

宮代町では全一般世帯数の 61％
が核家族であるが、その比率は近隣

の杉戸町、白岡町に比べ低い（図表

3-1-26）。先ほど述べたように三世代

同居が多いことが一因と考えられる。 
 
（３）住宅供給 

宮代町では 1979 年に埼玉県住宅

供給公社により２階建て団地が建て

られた後、マンション建築は 1991
～97 年に集中しており、1998 年以降は竣工物件が出ていない。これに対し、近隣の杉戸町、白

岡町では、宮代町とは逆に 1990 年代以降に活発にマンションが竣工されている。三芳町は 1970
年代からマンション竣工が継続している（図表 3-1-27）。 

竣工年と分譲時坪単価の関係をみると、宮代町ではバブル期に高単価物件（坪 150 千円以上）

が計画され、1992 年に 198 万円／坪の最高値を記録したが、そのわずか５年後の 1997 年には

88 万円／坪と一気に半額以下に下落している。 

以上のことから、低価格帯のマンションであっても需要は少なく、デベロッパーはマンション

供給市場として宮代町をとらえていないことが伺える。つまり、マンションを購入しようとする

層は、より都心に近い、もしくはより買物などに便利な地域を選択すると考えられるため、宮代

町では「駅前にマンションを建設する」といった従来型の住宅供給とは異なるコンセプトが必要

であろう。

図表 3-1-26 世帯の構成 

  宮代町 杉戸町 白岡町 

一般世帯数 13,000 15,768 16,099

うち核家族

7,930

（61％）

10,876 

（69％） 

11,482

（71％）

うち単独世帯

3,497

（27％）

2,618 

（17％） 

2,398

（15％）

高齢者夫婦世帯 1,121 1,274 1,352

６５歳以上の高

齢者単身者世帯 570 651 620

（2005 年国勢調査）
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もちろん、現在、道仏地区で進んでいる「幸手都市計画事業道仏土地区画整理事業」2による住

宅供給能力押し上げへの期待は小さくない。 

 しかしながら、市街化調整区域の開発行為に対する宮代町の規制は近隣自治体より厳しく、宮

代町に地縁のない世帯が町外から移住することが難しい状況にある3。町内不動産業者へのヒアリ

ングでも、「規制の緩い近隣自治体では住宅が増え、住宅価格も低下したが、宮代町では同様の動

きがなかった」という趣旨の意見が聞かれた。 
 これらのことから、将来推計人口の減少速度を緩め、生産年齢人口、とりわけ子育て世代を呼

び込むには、

道仏地区での

区画整理事業

を加味したと

しても宅地供

給力は十分で

はなく、非地

縁者の町外か

らの移住を可

能にするよう

な施策整備、

新しいコンセ

プトに基づい

た宅地供給策

が必要であろ

う。 
 
（４）地価 

宮代町の地価は 2007 年 7 月時点で 69,200 円／㎡であり、酒々井町より高いものの近隣の白岡

町や杉戸町、伊奈町より安価である（図表 3-1-28）。 
 
 
 

                                                  
2 東武動物公園駅、姫宮駅の中間に位置する道仏地区は、両駅から約１km と徒歩圏にあり、通勤・通学に便

利な立地にある。ここで現在、対象面積約 32.7ha、計画人口約 2,600 人、中低層住居系の土地利用計画を基本と

する「幸手都市計画事業道仏土地区画整理事業」が進んでいる。2015 年に完成する計画であり、完成すれば宅地

供給力は一気に向上する。人口増加につなげるためには、町内移住ではなく、他都市からの移住を呼び込むこと

が重要である。 
3 市街化調整区域内であっても、市町村長の申し出により県が指定をした区域内や（都市計画法第34条 11号）、

市街化調整区域に住んでいる人の親族（同 12 号）であれば、条例により宅地開発を可能とすることができる。宮

代町が現在、12 号のみを適用していることが、非地縁者の町外からの移住を難しくしていると考えられる。杉戸

町や幸手市など近隣自治体では、11 号を適用して宅地開発を進め、人口増加につなげた例もある。 

 

図表 3-1-27 マンションの築年数と分譲時坪単価（万円） 
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 図表 3-1-28 宮代町と近隣町の地価 

 住宅地平均地価（百円／㎡）

（2007 年 7 月現在） 
新規住宅着工件数

（2006 年度） 

宮代町 692 236 

白岡町 979 472 
杉戸町 727 335 
伊奈町 922 978 
酒々井町 551 175 
大磯町 1623 223 

 
3-1-8 産業 

（１）産業の現況 

宮代町の事業者数は

近隣の杉戸町、白岡町

とほぼ同程度であるが、

従業者数はほぼ半数で

ある。１事業所当たり

の事業者数は 6.3 人と

2 町に比較して少なく、

事業所規模が小さいこ

とが分かる。 
工業、商業において

も同様の傾向が見られ

る。特に商業の年間販

売額は少ない。 
また、第一次産業の

従事者はゼロであり、

兼業農家が多いことが伺える（図表 3-1-29）。  
 

 

 

図表 3-1-29 産業の現況 

  宮代町 杉戸町 白岡町 

事業者数 1,187 1,502 1,498

従業者数 7,470 14,843 12,920

1 事業所当たりの従業者数 6.3 9.9 8.6

産業別従事者（第１次産業） 0 27 7

産業別従事者（第２次産業） 1,507 3,689 3,155

産業別従事者（第３次産業） 5,963 11,127 9,758

工業（事業所数） 32 81 59

工業（製造品出荷額等） 1,028,616 3,196,360 3,334,912

商業（事業所数） 234 348 322

商業（年間商業販売額） 14,367 101,147 103,709

（出典）1〜5 総務省統計局「事業所・企業統計調査報告書 2006 年 10 月」 6,7

経済産業省「商業統計表 2007 年 6 月」 8.9  工業データは、県統計課 HP「工業統

計調査 2007 年 12 月」埼玉県 HP より） 
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（２）農業 

耕地面積、農業産出額ともに杉戸町、白岡町

のほぼ 3 分の 2 から半分と少ない。先述したよ

うに第一次産業従事者はゼロであり、宮代町が

標榜する「農のある町」のイメージと現実との

ギャップがあることは否めない。ただし、ブド

ウ収穫量は 2 町を大きく引き離しており、比較

優位にある（図表 3-1-30、3-1-31）。 

 

（３）観光 

①東武動物公園 
宮代町を代表するレジャー施設の一つ。2010 年秋に企画されている宮代町主催、東武動物

公園・新しい村共催による婚活事業「ZOO っと一緒にいたい人『ZOO 婚』in 東武動物公園」

など、町の PR につながるような事業が企画されている（図表 3-1-32）。町の知名度アップ

や定住人口増加につながる活動拠点として、その存在意義は大きい。 

 

図表 3-1-31 2006 年農業産出額 

（千万円）

  宮代町 杉戸町 白岡町

米 54 149 73

野菜 19 46 33

果実 8 2 64

雑穀・豆類 1 1 1

芋類 1 1 1

（埼玉県 HP より）

図表 3-1-30 2007 年耕地面積 
（ha）

  宮代町 杉戸町 白岡町

 耕地面積 646 1,420 1,040

田耕地面積 473 1,200 664 

田本耕地面積 464 1,180 652 

畑耕地面積 173 211 373 

（ha あるいは t）

  宮代町 杉戸町 白岡町

ぶどう結果樹

面積 11 1 2

ぶどう収穫量 98 9 16

日本なし結果

樹面積 3 1 70

日本なし収穫

量 70 16 1,680

（埼玉県 HP より）

図表 3-1-32 東武動物公園の主なまちづくり関連イベント 2010 
ZOO っと一緒にいたい人、宮代町婚活事業「ZOO 婚」in 東武動物公園 
開園 30 周年記念「ふれあい動物の森」2011 年春オープン 
小さな生き物み～つけた！地元に生息する生き物をのんびり観察！！ 
目指せ世界の頂点（テッペン）！！ダンスコンテスト in 東武動物公園 
平日は“ママ友”だけでお出かけしましょう！平日限定「子育て応援ママプラン」
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②進修館 
宮代町には笠原小学校と進修館とい

う個性的な建造物がある。このうち、進

修館はコスプレの聖地として知られ、週

末には県外からも多くのコスプレイヤ

ーが集まってくる（図表 3-1-33）。 
現在のところ、対象はコスプレイヤー

だけであるが、その上流であるアニメシ

ナリオライターやアニメファンにまで

対象を広げることで、集客力向上や新産

業育成の可能性がある。 
 

③日本工業大学 
学生数約 4,700 名の日本初の工業大学。鉄道ファンにとって興味深い古典蒸気機関車 B6

型 2109 号機の動態保存や、工業技術博物館での日本の工業技術の歴史を一覧など、観光

拠点としてのポテンシャルも高い。 

図表 3-1-33 進修館 



                       宮代町公共施設・インフラ更新のあり方研究報告書 

 43

3-2 宮代町の強みと弱み（SWOT 分析） 

ここまで見てきた宮代町の社会的側面からの分析を基に、SWOT 分析を試みた（図表 3-2-1）。 
 

図表 3-2-1 SWOT 分析 

 

強み 弱み 

・田園風景・緑が多い 

・ゆったりしている 

・個性的な建造物（進修館、笠原小）

・地縁の強い人が多い 

・電車の駅は多い 

・地価が安い 

・都内にも通える 

・大学がある 

・コスプレ聖地（進修館） 

・商店が少ない 

・高齢化率が高い 

・道路が少ない 

・線路による分断 

・農家の高齢化・後継者不足 

・農作物のブランド力がない 

・開発への規制(都市計画法・農地法・

県条例） 

・ミニ開発 

機会 脅威 

・環境への関心 

・「農」のある生活ブーム 

・東武動物公園駅前開発 

・企業の CSR 活動 

・スカイツリーと沿線開発 

・アニメ文化とアニメブーム 

・人口減少 

・少子高齢化 

・都心回帰 

・周辺自治体の合併 

・東武鉄道関連施設の移転 

 

 

可能性 要対策 

・田園風景、ゆとりを残した住環境の

提供 

・個性的な子育て環境整備 

・地元への愛着を活かした街づくり 

・都市との協働 

・住宅地や農産物の宮代ブランド化 

・高齢者の住環境保全(買い物弱者対

策） 

・利便性の高い生活との両立 

・開発規制の緩和 

・新規住民（地縁のない若年層）の呼

び込み 

・地縁が無くても緑・田園に親しめる

環境 

活 
 

用 

改 
 

善 

解 
 

消 
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3-3 まとめ 

3-3-1 現状評価 

（１）「人口」からの評価 

・笠原小学校の学区など一部で子育て世代および年少人口が増えているものの、全体としては

必ずしも増加傾向にあるとは言えない。 
・北部、川端などの既成市街地は高齢化率が高く、全体人口および年少人口ともに減少してい

る。 
・既成市街地では土地が確保できないなどの理由から住宅開発が難しく、また、高齢世帯と子

育て世帯の住み替えも進んでいないと考えられる。 
・道仏地区で大規模な住宅開発が進んでいるが、全町的には宅地供給は十分ではない。 
・和戸など一部エリアでは、新しい住宅分譲が人口増加につながっているようであるが、これ

らはいずれも民間業者のミニ開発によるものである。そのため、真新しい住宅が虫食い状態

でエリア内に存在し、古い住宅と混在する景観には統一性がなく、「住みたい」と思わせる

だけの魅力やブランド力は十分ではない。 
・市街化調整区域が広い宮代町では、宅地の確保がただでさえ困難であるうえ、さらに都市計

画法第 34 条 12 号しか適用していないため、地縁者でなければ市街化調整区域に住宅を建て

ることはできない。このことが町外からの移住の妨げとなっている。 
・和戸など一部エリアでは、新しい住宅分譲が人口増加につながっているようである。 
・独特の教育方針を貫いている笠原小学校は親に人気が高い。同学区への移住を希望する人は

少なくないようだが、それら世帯への宅地供給は十分ではなく、貴重な機会を活かしきれて

いない。 
・規制、宅地供給の現状を見る限り、人口増加、とりわけ子育て世代の移住を実現できる可能

性は低いと言わざるをえない。 
・「農・自然」エリアと「住」エリア間の距離が遠い。「農・自然」の中に「住」があるという

より、「農・自然」と「住」が個別に存在するという印象であり、地域資源を有効活用でき

ていない。 
・古い住宅では広い庭でガーデニングしている様子もうかがえたが、新しい分譲住宅は敷地面

積が狭く、庭もなく、農・自然を感じられる空間を提供できていない。 
・独特の建築方式で建てられた笠原小学校は緑も多く、四角い教室では難しい感性豊かな教育

環境を提供できそうである。 
 

（２）産業からの評価 

・宮代町の農・自然環境は、他都市と差別化できるような特色がないが、都心から１時間圏内

にこれほどの農・自然を有していることは貴重な財産である。 
・「農のあるまちづくり」を標榜しながらも、農業生産高は近隣町に比較して少ない 
・ブドウ栽培は近隣町と比較して優位性が高い 
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・町外から宮代町に働きに来る人口より、町外に働きに出る人口が多い。 
・農・自然が産業振興に十分に生かされていない。新しい村は、開店直後は農産物目当ての客

であふれるが、売り切れた後は商品が補充されないため客足は途絶える。視察した日は快晴

だったにもかかわらず、広場で遊ぶ家族連れも子供たちもほとんどいなかった。 
・進修館には県外からもコスプレイヤーが集うが、近隣にレストランや喫茶店、ホテルなどの

施設がないため、経済効果は極めて限定的である。 
 
3-3-2 今後の方向性 

 以上より、町全体の将来計画としては、以下の点を指摘しうる。 
（１） ファミリー世代を流入させる仕組みは宅地供給不足を含めて十分ではない。近年部分的に

開発されている地区も、町の魅力を十分に反映したものではない。また、地価の全般的な

下落により、都心から１時間圏であること自体の利便性はさほど評価されなくなってきて

いる。したがって、利便性とコストを最優先する傾向の強い単身世帯や夫婦二人世帯への

訴求は困難である。 
（２） しかしながら、自然や農業、空間の広さなどのゆとりは貴重な資源であることは間違いな

い。一般的には宮代町の知名度は低く、これを高めることによって、ゆとりを志向するフ

ァミリー世代をさらに引きつけることは可能である。これらの層の町へのプラス評価要素

は少なくとも公共施設（建築物）ではなく、公共施設（建築物）の量的な維持・拡大を目

指す理由はない。 
（３） 今後は、ゆとりを維持するため、住宅は駅周辺を含む特定の土地へコンパクトへ集中させ

る他、農地と隣接する土地を農地と兼用する、公共施設と一体的に建築するなど、宮代方

式の供給が必要である。 
（４） また、人口動態、社会環境の変化とともに、各地域で必要とされる公共施設の機能が変化

していくことを忘れてはならない。公共施設の再配置に当たっては、住民ニーズに柔軟に

対応できるような施設とするとともに、再配置によって生み出される用地を、地域のブラ

ンド力や生活利便性の向上、持続的な発展に資する形で活用するべきである。 
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第４章 更新投資負担を減少させる提案 

4-1 更新投資の負担を減らす一般的方策 

第 2章で述べたとおり、今後は、更新投資分だけでも従前の普通建設事業費の予算を 2.5～2.8

倍しなければ対応できない。この状況は大なり小なり日本全国の自治体にあてはまることである。

本章では、こうした更新投資への対策として一般的に考えられる方策を整理する。また、後段で

は、宮代町の実情に即して一般的対策を展開したときに得られる効果を具体的に試算する。試算

にあたっては、もっとも効果を具体的に把握しやすい公共施設に焦点を絞る。 

 

更新投資は、バランスシートの左側の資産勘定が急増することである。民間企業であれば、主

力工場がいつ老朽化するかを事前に把握し設備投資計画を立てるのは当然だ。資金調達が付かな

ければ投資は行えず工場を閉じるしかない。企業としての生命も絶たれる。持続的な資産の維持

が企業経営の常識である。 

残念ながら、自治体の場合はそうでなない。老朽化に対する危機意識の欠如が、更新投資圧力

を深刻なものとし、このままでは地域経営が持続できないかもしれない瀬戸際にまで追い込んで

しまった。 

さて、この問題に対しては一般的にどのよう考えるべきであろうか。図表は、自治体の更新投

資問題に対する一般的な処方箋をバランスシートの形で表現したものである。 

 

図表 4-1-1 更新投資への対策のリスト 

資産の部 負債・純資産の部 

負債の増

加 

（６） 地方債 

（７） 民間資金 

資 産 の

減少 

（１） 施設仕分け（統廃合）  

（２） 多機能化（一施設複数機能、

スケルトン方式）  

（３） 長寿命化 

（４） 民間事業との複合 

（５） システム化（分散処理） 

純資産の

増加 

（８） 交付税、交付金、補助金 

（９） 税収増加（人口増加、企業

誘致） 

 

（１）施設仕分け（統廃合）      

まず、検討されるべきは、施設仕分け（統廃合）である。今後の人口減少を考えると、すべて

の施設を現状のままの規模で維持することは、一人あたりの規模を大きくすることである。財政

がひっ迫している状況で、一人あたりの規模を大きくすることが必要と考えるのは理由がない。

ちなみに、厚生労働省人口問題研究所の中位推計によると、宮代町の 50 年後の人口は現在より

26%減とされている。これは、公共施設延べ床面積を徐々に 26%減少させても、一人あたり延べ

床面積は減少しないことを意味する。 
施設仕分けを進める上で具体的に必要になるのは以下の二つのルールである。 
第１に、新たな公共施設は建設しないことである。老朽化した学校校舎の更新ができない状況
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で新たな公共施設を建設することは責任ある行政とは言えない。まず、既存施設のうち優先度の

高い施設に更新投資財源を振り向けるべきである。どうしても、新たな機能が必要な場合は、後

述する多機能化した施設や民間施設に入居するべきであろう。 
第２に、既存の公共施設の更新にも優先順位を付して、できるだけ投資負担を圧縮することで

ある。この方法として、以下に述べる多機能化、システム化、長寿命化、民間事業との複合が使

える。 
宮代町においても、上記のルールは基本的ルールとして採用すべきであろう。 

 
（２）多機能化 

従来、公共施設は、一つの施設が一つの機能を果たすように考えられてきた。また、多くの場

合は、それぞれの施設が別々の場所に立地されてきた。このことが、公共施設の延べ床面積の負

担を大きくしてきた。しかしながら、独立した施設は独立した施設としてそれぞれ門、駐車場、

玄関、ホール、階段、トイレ、給湯室などの共用施設を持たなければならない。公共施設の施設

としての存在が必要だとしても、それは機能本来の役割を果たすコア部分であり、これらの共用

部分ではない。今後は、一施設一機能の原則を撤廃し、施設の多機能化・共用化によって共用部

分を極力削減することが求められる。 
神奈川県秦野市の報告

書（右図表）では、コア

部分の面積を維持したと

しても、施設の複合化に

よって全体面積の 20%
を削減することが可能と

されている。また、複合

化のための拠点施設とし

ては規模が大きい学校施

設を充てることが提言さ

れている。 
学校の拠点化が可能で

あれば、少子化による廃

校ではなく、学校機能を

残しつつ公共施設の延べ

床面積を減らすという選択肢が得られることになる。 
宮代町においても同様の検討は必要である。学校の建替更新の際に、小学校・公民館・コミュ

ニティ図書館・保育園・児童クラブの機能を併せ持つ施設とする。既に宮代町では、公共施設の

複合化は行われており、笠原小学校内には福祉交流センター陽だまりサロン、すだちの家が併設

されている。 
小学校は地域コミュニティの核施設として機能することが多い。子どもからお年寄りまで地域

の人々が気軽に集まれる機能を集約することで地域コミュニティの活性化を促進できる。また、

図表 4-1-2 多機能化による効果例（秦野市） 
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LGS 施工の例 

小学校には駐輪場、駐車場などが完備されているため、町民が来場しやすいメリットがある。エ

ントランスやトイレなどのパブリックスペースを複数の入居施設で共有することで、それぞれを

個別に整備するよりも共用スペースを削減でき、設備の無駄をなくすことができる。公共施設の

整備費や維持管理費の削減に効果がある。 
一方、コミュニティ施設が集約されるので、利用者の移動距離が現状より長くなり利便性が損

なわれることが懸念されるため、計画策定に町民が参加して十分な意見交換と検討のもとに実施

することが望まれる。建築面では、機能の異なる施設を複合化するので、スパン割や利用者・ス

タッフが使いやすい動線計画、機能的な設備インフラ整備、避難や防煙など防災計画などの工夫

が求められる。 
中長期的な社会的要請の変化などにより、特定の機能の拡充/縮小が必要となった場合に、修繕

更新が困難になることが起こりえる。 
学校の校舎建て替え時に、コミュニティ機能との複合化を図った建物を整備する上で、複合化

の課題を解決し、メリットを最大限に得るための手法として、スケルトン・インフィル（ＳＩ）

の考え方に基づく施設整備を提案する。 
スケルトン・インフィル（ＳＩ）とは、建物の躯体（スケルトン）と内装や設備（インフィル）

とを一体化しない工法である。通常、建物の躯体は長寿命である一方で、内装や設備は老朽化や

機能劣化が早く、技術の進展や施設の使われ方の変化で短中期的に更新されるものである。SI の
発想は、躯体を長く使いながら必要に応じて最適な内装・設備の更新を繰り返し、建物自体の長

寿命化・有効活用を図る考え方である。 
 

（参考）スケルトン・インフィルの現状と課題 
日本ではスケルトン・インフィルの考え方は分譲住宅への導入を目指して、技術開発や制度検

討がなされてきた。分譲住宅への適用が目指されたのは、良好な住宅ストック形成のために、ラ

イフステージでのプラン変更の自由度が買い替えを差し控えストック性向を生むという期待が大

きかったことなどによる。スケルトン・インフィル住宅の典型例は大阪ガスが 1993 年に建設し

た実験住宅「NEXT21」であり、その後、当時の住都公団が KSI 住宅というスケルトン・インフ

ィル住宅を開発した。またゼネコン各社や大手デベロッパーもそれぞれで技術開発、商品開発を

行った。 
この流れを主導し、成果を総括したのが、当時の建設省が

着手した通称「マンション総プロ」（1997 年～2001 年）であ

る。この研究には建築生産や設計の研究者、ゼネコン、デベ

ロッパーなどが幅広く関わり、設計手法、生産技術、法制度、

供給体制など包括的な検討がなされたものであった。しかし

ながら、研究対象を分譲住宅に限定していたために、技術面

では水回りの自由度確保、法制度面では竣工時点が特定でき

ないことによる建築確認上の課題などの難しい課題が障害と

なり、スケルトン・インフル的な考えに基づく住宅分譲はなされたものの、通常の分譲住宅に比

して若干割高（１割程度と言われている）ことなどから、普及には至らなかった。  
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近年のオフィスビルあるいは集合住宅では、間仕切壁の撤去、変更が容易な乾式工法（予め工

場等で生産された部材を組み立て躯体に取り付ける）が普及しており、テナント入れ替え時やリ

フォーム時に、躯体を変更することなく内装や設備を更新する工事が行われている。これも広い

意味ではスケルトン・インフィルの考えに則っているとみなすことはできよう。最も普及してい

るインフィル（内装間仕切壁）の工法は、LGS（軽量鉄骨）による骨組を組み立て、不燃性のボ

ードを張り付ける方法である。また、外壁には ALC など耐火性とともに遮音性にも優れた材料

の利用が一般的になっている。これらは、解体撤去の際に、建物の躯体に損傷を与えることがほ

とんどなく、改修工事をスムーズにでき設計の自由度も高い。また、普及技術であるためコスト

が大幅に上がることはない。 
さらに、天井内の空調設備設置や、床下配管の設置などにおいても将来的な自由度を高めるた

めには、階高を高く設定することが有効である。既存の公立小中学校の教室は奥行き 7.2ｍ、間

口 9ｍ、階高 2.7ｍあるいは 3.0ｍのものが多いが、階高を 4.0ｍ（オフィスビルなみ）に上げる

ことで、複数の教室を連結して大部屋として利用する場合の空調設備設置なども可能となる。天

井は吊り天井として、室の広さに応じた天井高に設定する。 
当報告で提案している小学校を中心とした複合施設へのスケルトン・インフィルでの整備は、

分譲集合住宅での研究成果に則ったものよりも、既に一般技術として展開されている間仕切り壁

や乾式防火壁等の活用によることで、将来的な施設変更に十分対応できる建物になると考えられ

る。これまでの公立学校校舎ではこのような工法を採用した事例は多くない可能性があるが、将

来の公共投資を抑える上で効果のある工法と考えられる。 
 

（３）長寿命化 

次は、長寿命化である。 
最近は建築部材の延命化を図る技術も進歩しており、建設時から高耐久な材料や工法により建

てられた建物は、その趣旨を踏まえた適切な維持管理により、長寿命化を図ることが求められる。

もちろん、長寿命化自体のための改築投資が必要であり、投資負担増加と将来的な延命および維

持補修費用の減少を含めたライフサイクルコスト（LCC）ベースでの比較が必要であることは言

うまでもない。 
本研究では、更新投資額自体を推計しているため、長寿命化の効果は織り込まないが、後述の

とおり、建物自体に保存すべき価値があると認められる笠原小学校と進修館に関しては、特別調

査を行った結果、長寿命化を推奨するとの結論を得ている。 
 

（４）民間事業との複合 

公共施設やインフラ施設の余剰空間を利用して収入をあげる方策である。この分類には二つの

方法がある。 
第１は売却である。未利用の土地、廃合によって生じる土地を売却することによって収入を得

ることができる。その収入で他の更新施設の建設代金に充当することで全体の投資負担を減らす

ことができる。 
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第２は賃貸である。第１のパターン同様の土地もしくは建物を賃貸することで収入を得る。賃

貸の場合は、所有権が残り期間終了後は再度公共目的に利用できる利点がある。奈良県の県民子

弟の学生寮である養徳学舎は東京都文京区に立地するという不動産価値を生かして、余剰地（旧

テニスコート）を民間賃貸マンション用地として貸し付けることで、地代権利金と学舎の建て替

え費用を相殺し、実質的に無償で更新を実現している。 
  
（５）システム化（分散処理） 

公共施設と異なり、インフラは削減の知恵の出しにくい領域である。道路、橋りょう、上下水

道ともネットワークが重要であり、人口が減少しても単純に削減できるものではない。しかしな

がら、インフラの負担がまったく減らせないとなると、さらに公共施設削減への負担が大きくな

り対処し難い状況が生まれるだろう。できるだけ更新投資を減らすようなアイデアがインフラに

おいても求められている。 
地域全体を一つのシステムとしてみて個別最適から全体最適への発想の転換である。 
地域を一つのシステムとしてみると、隅々にまで同じ方法でサービスする必要はない。たとえ

ば、下水道における集落排水や合併浄化槽のような分散処理の方法である。宮代町の一人当たり

の整備延長は 4.92m で、埼玉県全体の 3.39m を上回る結果となっている。また、地区別の接続

率によると、全体の接続率は約 80％となっているものの、地区によっては 50％を下回る地区も

散見される。人口密集地区は公共下水道、それ以外は集落排水や合併浄化槽で分担する発想も必

要である。 
下水道以外の上水道、道路、橋りょうも同様である。地震などの災害時の安全性を確保しつつ、

すべてを従前通りに更新しないという選択肢も考慮すべきである。 
 

（参考）民地活用型下水道（コンドミニアル下水道） 
インフラは更新投資を削減しにくいが、下水道のコスト削減に関する実証実験は種々行われて

いる。その一つとして、民地活用型下水

道（コンドミニアル下水道）が注目され

ている。 
従来の下水道では、各家屋の下水を各

家屋が設置する排水設備を通して公道の

下の公共下水道に排出するのが通常であ

る。これに対して民地活用型下水道では、

公共下水道を私有地に布設することでコ

ストの低減を図る方式である。効果とし

て埋設深を浅くできたり、効率的なルー

ト配置が可能となったりすることが挙げ

られているが、農村部とポンプ場を結ぶ

本管を農地の地下に敷設するようなこと

が可能になれば、より大きなコスト削減
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が可能となる可能性もある。 
         
以上の通り、インフラも聖域とせずに削減することは必要だが、インフラの更新投資の評価に

は、別途、ネットワークの実状調査が必要であり、今回の調査では効果は織り込まないことにす

る。 
 

（６）地方債 

 
（７）民間資金 

 
（８）交付税、交付金、補助金 

 
（９）税収増加（人口増加、企業誘致） 

 
 
以上の方策も、実際には検討すべきであることは言うまでもないが、今回の調査では織り込ん

でいない。（６）地方債は、健全性を損なわない適正水準までの発行は問題なくかつ不可避である

ため、次のステップでは具体的に織り込む必要がある。（７）民間資金は、個々のプロジェクトの

検討の際に極力導入すべきであり、かつ、相応の効果も期待できるが、あらかじめ想定しうるも

のではない。（８）交付税、交付金、補助金は、実現段階では最大限の支援を要望することは必要

であるが、本件検討は、従来通りの国の財政支援が不可能であろうという問題意識からスタート

しており、今回は前提として織り込んでいない。次のステップでは具体的に織り込む必要がある。

（９）税収増加（人口増加、企業誘致）についても、地域経営の観点からは当然に努力し成果を

出すべきものであるが、何らかの成果をあらかじめ織り込んで更新投資計画を立てるのはリスク

が大きすぎる。 
以上により、（６）～（９）に関しては、次に述べる試算には織り込んでいない。  
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4-2 宮代町における具体的な対策 

4-2-1 宮代町の公共施設・インフラ更新の在り方の基本ルール 

第 2 章で述べた通り、更新投資に対応するためには、最近３ヵ年の公共投資予算（普通建設事

業費）を大幅に上回る予算が必要となる。 
 
他方、歳入が短期的にも中長期的にも減少こそすれ伸びる見込みが薄く、福祉等他の分野の予

算を減らすことも厳しい状況では、「従来どおりの公共投資を行いながらさらに更新投資も実施す

る」ということは不可能である。 
このことから、以下のルールの設定が必要であると考える。 
 

① 新規の公共施設は建設しない。必要な場合は、下記の多機能化した中核コミュニティ施設や

民間施設に入居する。 

② 既存の公共施設は以下の考え方で再配置する。 

・ 他地域との比較や将来の人口予測等に鑑み、学校を含む施設の絶対量を圧縮する 

・ 更新する学校を、学校以外の周辺機能を集約する多機能の中核コミュニティ施設とする。 

・ 既存の公共施設の中で、物理的に可能で社会的に意味のある施設は改装により長寿命化

する。 

③ インフラについても聖域とせず大胆な見直しを行う。 

 
このルールは、必然的に施設統廃合を伴う。しかし、重要なのは施設ではなく機能である。多

機能化により、「できるだけ多くの機能を維持しながら投資負担を圧縮する」ことができる。逆に、

多機能施設の登場で、高齢者と児童とのふれあいや、子どものケアをしながら母親が社会参加で

きるなどの新しいチャンスが生まれる。施設への距離が遠くなる等の多少の利便性低下はあるが、

すべての施設を維持するために将来世代が負うかもしれない負担を考えれば、現世代が積極的に

許容すべきではないだろうか。 
 
上記の中で、中核コミュニティ施設をどこに設置するかは難しい問題である。しかしながら、

社会分析により、町内の特定の地区ごとに著しい人口増減の差が見られないことが確認された。

このことは、 
●今後も町の全域から公共施設需要が発生してくること（つまり、単純に住民ニーズに対応す

ると投資を分散させざるを得なくなる） 
●投資の圧縮のためには特定の場所への集中化が必要であるが、地区ごとの人口移動の偏在が

ないことから、どのように中核コミュニティ施設を設定しても、さほどアンバランスとはな

らないことを示唆している。こうした中核コミュニティ施設への集中は、社会分析で示され

た以下の二つの特徴によっても妥当なものと判断されよう。 

●自然や農業、空間の広さは貴重な資源であり、これらを維持することが必要である 

●宮代の魅力は公共施設（建築物）が評価されているのではなく、公共施設（建築物）の量的

維持拡大を目指す理由はない。 

 

試算にあたっては、統廃合を行わずに現状を維持したケースに対して、中核コミュニティ施設
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への一定程度の集約を行うＡ案、大胆に集約して更新投資負担を大幅に削減するＢ案を仮定して、

それぞれの更新投資負担額を試算した。算出方法は、第２章で試算した施設ごとの構造の違いを

反映した更新単価と延べ床面積の積を用いた。 
現状維持案は、現状通りの公共投資を維持し、かつ、現状の施設を全て同物理量で更新すると

する案である。施設は分散しているので中核コミュニティ施設は存在しない。小学校は４校（須

賀、東、百間、笠原）、中学校は３校（須賀、百間、前原）となる。更新投資金額は 242 億円と

非常に大きく、少なくとも現在世代の負担でまかえる水準ではないといえる。仮に、将来の負担

増でまかなうとすると、そもそも少子化、人口減少の下で一人あたりの規模を拡大することの説

明責任が厳しく問われるであろう。 
 

4-2-2 学校施設の在り方 

前記ルールにしたがい、市民利用施設の大半は、学校の建てかえや大規模改修の際に設けられ

る中核コミュニティ施設に機能を集約することにする。そこで問題となるのは、まず、学校の適

正数、次いで、その他施設の在り方である。 
宮代町の公共施設（建築物）のうち、面積割合で 40.7％を占める教育施設を統廃合して、施設

数を削減することは、将来的な維持管理費、更新投資の削減への寄与度が大きい。2032 年には年

少人口は 3,485 名から 1,752 名へと５割ほど減少することが予想されている（図表 3-1-24）。人

口減少予測を前提にすると、児童一人あたりの面積を維持しつつ小学校・中学校数を削減するこ

とを想定する必要がある。 
宮代町の小学校、中学校は現状においても校舎面積にゆとりがあると評価される。埼玉県の小

学校１校あたりの平均児童数 483 人に比べ宮代町は 396 人と約 18％少なくなっている。中学校

１校当たりの平均生徒数では埼玉県平均 439 人に比べ 276 人と約 37％少ない。単純に考えれば、

小学校の校舎面積は18％ほど余裕があり、中学校の校舎面積は37％ほど余裕があることになる。

なお、３章で人口に関する比較をした白岡町（行政区域面積 24.88 平方ｋｍ）は、小学校が６校・

481 人／校、中学校が４校・369 人／校、杉戸町（同 30.0 平方ｋｍ）では小学校が６校・446 人

／校、中学校が３校・438 人／校となっており、宮代町は１校あたりの生徒数がかなり少ない。 
現在宮代町には小学校が４校、中学校が３校あるが、将来の少子化と面積比較から小学校は２

～３校、中学校は１校でも、一人あたりの面積を、現在の周辺地域と同等水準を維持することは

可能と考えられる。2023 年の小・中学生数を図表 3-1-24 に沿って現在の５割減と想定した場合、

小学校３校の場合の１校あたりの児童数は 266 人、中学校１校の生徒数は 393 人となる。小学校

は、1 クラス３０人化が検討されているが、その場合でも学習環境を整備できると考えられる。 
学校数を削減する場合、削減しても町内の生徒・児童の通学が可能でなければならない。町の

面積が 15.95 平方キロと広大ではなく、東西２km、南北８km とコンパクトであること、町の南

北方向については東武伊勢崎線が貫いており、町の南部、中部、北部に駅があり公共交通機関が

利用しやすいことを考えると、小学校は町の南部、中部、北部で１校ずつとして、中学校は登下

校に鉄道を利用することを認めれば、１～２校とすることは可能であろう。 
小学校については、町の南部に１校（百間小）、町の中央に２校（東小、笠原小）、北部に１校

（須賀小）と配置されている。このうち、中央部の東小、笠原小のいずれかを廃校とし校区を統

合する必要が生じる。 
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中学校については、13 年後の 2023 年には施設の更新時期を迎えることから統廃合に合わせて

施設の更新を図ることが妥当である。２校とするＡ案の場合は、北部の須賀中と南部の前原中ま

たは百間中の組み合わせが妥当である。ただし、前原中は地理的に離れており、百間中は住宅街

の中心部で周辺道路も狭く中核コミュニティ施設には適さない。そこで、百間小、ふれあいセン

ターなどを機能統合してそこに新たに中学校を建設する案とした。前原中と百間中は売却するの

が基本線である。１校とするＢ案の場合は、須賀中も統廃合の対象とし、新たに中部に中学校を

建設する。場所は電車通学の許可を前提に駅から利便性の高い東小とすることが妥当であろう。

この場合は、東小自体は廃校とし笠原小と校区を統合する。また、敷地にゆとりのある笠原小を

残した上で、敷地内に新設中学校を設ける案も想定できる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 -現在の宮代町の学区・学校分布図 
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4-2-3 その他の施設の在り方 

宮代町、久喜市、蓮田市、幸手市、白岡町、杉戸町は「田園都市づくり協議会」を結成し、平

成１０年から公共施設の相互利用をしている。宮代町では、総合運動公園（ぐるる宮代）、いきが

い活動センター、ふれ愛センターみやしろ、進修館、図書館、はらっパーク宮代が対象施設とな

っている。また、春日部市、杉戸町、白岡町、蓮田市と「東部中央都市連絡協議会」を通じて広

域連携を図っている。さらに、宮代町では、２０１０年９月、利用者の住所別料金差を廃止した。

これらを活かして広域利用を促進することで、重複投資を避ける検討は必須と考えられる。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■総合運動公園（ぐるる宮代）  

ぐるる宮代から約３km のところに久喜市総合運動公園（体育館２棟、屋外プール、グラウン

ド）、約４km のところに幸手市民文化体育館（アリーナ２ほか）がある。かなり大規模な施設で

あり更新投資負担は大きい。Ａ案では維持としたが、Ｂ案では廃止（更新せず）と評価した。 
 

■いきがい活動センター 

国から町に譲渡された体育館であり、町では生きがいづくりを目的として施設を整備・運営し

ている。体育館として維持する必要性は薄く、Ａ案、Ｂ案ともに廃止（更新せず）と評価した。 
 

久喜市総合運動公園 

アスカル幸手

ウィング・ハット春日部 

蓮田市総合市民体育館 

庄和体育館 

ぐるる宮代

白岡町勤労体育センター

宮代町周辺の屋内体育施設
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■はらっパーク宮代 

都市公園であり補助金も導入していることから、両案とも維持とした。しかしながら、敷地面

積が 64,421 ㎡あり、管理棟等を除いて建物が建てられていないことから、町として増加させた

いファミリー層向けの住宅開発用地等としてのポテンシャルはあり、将来的には売却、宅地化の

検討も必要と考える。 
 

■図書館  

一般的な公立図書館としては充実しており、Ａ案では維持とした。しかし、電子書籍の普及が

話題となっているように、これからの書籍のあり方が大きく変化する可能性がある。図書館の役

割も貸出サービスに限らず、地域ならではの資料の収集・保存・活用やレファレンス業務等を通

じた起業家支援などの変化がみられる。図書館は 1993 年竣工で建替・更新時期は 2043 年と先で

はあるが、これからの図書館のあり方の変化によっては、独立施設ではなく規模を小型化して中

核コミュニティ施設の一部とする方法をＢ案とした。 
 
■ふれ愛センター宮代 

現状のままでは、独立施設として維持することは困難である。また、温浴施設など同様の機能

を有する民間施設も整備されている。したがって、Ａ、Ｂ案とも機能を見直して、いずれかの中

核コミュニティ施設に統合する方向で検討する。 
 
■保育所 
 すでに六花と複合化しているみやしろ保育園に加えて国納保育園も、更新時にはＡ、Ｂ案とも

いずれかの中核コミュニティ施設に統合する方向で検討する。 
 
■郷土資料館 
周辺に歴史的建造物を集約して文化ゾーンを形成しているが、認知度が高いとはみられず、利

用者の増加の目処が立たない。Ａ、Ｂ案ともいずれかの中核コミュニティ施設に統合する方向で

検討する。 
 
■六花 

 町の貴重な医療機能であり、誘致の経緯もあるので現状維持をＡ案とする。一方、実際には町

内に民間病院も立地し、近隣市の大病院での診察も受けられる中、長期にわたって建物のみなら

ず医療機器も維持し続けることは容易ではないので、一般診療を更新しない案をＢ案とする。こ

の場合図書館跡に移転することを前提にする。 
 
■保健センター 

 Ａ案では個別更新としているが、本来、小規模かつ独立性を要しない施設であり、Ｂ案ではい

ずれかの中核コミュニティ施設に統合する方向で検討する。 
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■公民館（和戸、川端、百間） 
 公民館も小規模かつ独立性を要しない施設であり、Ａ、Ｂ案ともいずれかの中核コミュ

ニティ施設に統合する方向で検討するが、Ａ案では中核コミュニティ施設からの距離の遠

い川端は独立して更新するものとする。 
 
■ゴミ処理、斎場、消防 

ごみ処理、斎場、消防は、それぞれ久喜宮代衛生組合、広域利根斎場組合、久喜地区消

防組合の三つの一部事務組合で実施されている。これらは、事務組合が施設を所有しつつ、

構成市町村が人口などに応じて負担割合を設けている。両案ともこの仕組みを維持すると

仮定した。 
 

図表 4-2-3-1 施設別の更新単価と現状維持としたときの更新投資額（５０年以内） 

施設名称 更新単価（千円） 延床面積(m2) 更新費用（千円） 

ぐるる宮代 289 2,818 814,278

国納保育園 209 1,129 235,909

和戸公民館  139 437 60,701

須賀小学校 242 5,586 1,351,691

須賀中学校  209 6,501 1,358,625

進修館  295 2,955 871,749

役場  289 9,366 2,711,269

新しい村 153 1,912 292,493

笠原小学校  242 5,586 1,351,691

図書館  289 2,818 814,278

六花  293 7,334 2,148,862

みやしろ保育園  209 1,517 316,969

保健センター 250 1,453 363,429

福祉作業所  203 374 75,744

東小学校 209 4,946 1,033,775

川端公民館  139 712 98,990

百間中学校 209 7,176 1,499,734

百間小学校  209 6,267 1,309,807

百間公民館 139 862 119,818

前原中学校 209 6,840 1,429,483

郷土資料館  245 1,186 290,624

はらっぱーく  245 399 97,738

いきがい活動センター  289 1,729 499,586

ふれ愛センター 284 1,425 404,399



                       宮代町公共施設・インフラ更新のあり方研究

報告書 

 58

集会所 139 11,021 1,531,877

ゴミ処理、斎場、消防   20,215 1,291,457

その他   8,867 1,789,046

合計   121,427 24,164,021

上記試算では、各施設は耐用年数到来ごとに更新すると仮定している。したがって、木造等耐用年数が短い施設

に関しては、50 年間で 1,2 回更新が必要となる。その効果が、延べ床面積と更新投資額双方に反映している。 

 

4-2-4 再編案と更新投資金額 

 

 本節では、施設統廃合の更新投資額の削減効果を試算する。統廃合を含む更新投資額は、

本来は、統合後の施設の基本的諸元を定めた上で試算すべきであるが、今回は、大まかな

目安を得ることを目的として、図表 4-2-3-1 の施設の内、更新しない施設に関してこれを

カウントしない方法を取る。中核コミュニティ施設は、従前の施設と同構造・同規模とす

る。周辺施設を中核施設に機能を移転しても中核施設自体の面積は増えず、周辺施設分面

積・更新投資額が減少する。 

 

まず、町では、既に、集会所の地域移管と一部の小規模施設を更新しないことを決定し

ている。集会所は、地区住民の判断で維持が必要な場合は住民負担で更新するとともに、

一施設あたり 500 万円の補助金を支給することになっている。これを、現状削減予定案と

する。 

次いで、Ａ案は、中核コミュニティ施設を須賀小中、東小、百間小、旧笠原小（小学校

としては廃止）の４箇所に設置し、周辺公共施設の機能を吸収する案である。この案では、

小学校は３校（須賀、東、百間）、中学校は２校（須賀、旧百間小跡地）となる。 

 さらに、Ｂ案は、東小に新しい中学校を建設し、これを含む中核コミュニティ施設を須

賀小、統合中、百間小、笠原小に設置し、周辺公共施設の機能を吸収するとともに、図書

館、ぐるる、はらっパークなど大型施設も更新しないとする究極の案である。小学校は３

校（須賀、笠原、百間）、中学校は１校（統合中（旧東小））となる。また、中学校が１校

となるため電車通学を認める必要が生じる。 

現状削減予定だけでは、4.5%減にとどまり効果は限られている。Ａ案では、中核施設への

集約効果が奏功して 23.3%減が可能となる。さらに、すべての施設を中核施設に集約した

Ｂ案では 39.1%減となる。Ａ，Ｂ両案とも、中核施設への移動時間が長くなるが、もとも

と町域が小さいことから、利便性が著しく低下するとはいえないと考える。もちろん、高

齢者等のサービスとしてコミュニティバスを運行させる等の補完措置は必要であろう。 
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以下が施設ごとの再編案および更新投資金額である。 

  現状削減予定 A 案 B 案 

  

集会所を地域移管（補助金

上限 5百万円）など 

中核コミュニティ施設を須賀

小中、東小、百間小、旧笠原

小（小学校としては廃止）の

４箇所に設置し、周辺公共施

設の機能を吸収する。 

東小を廃止、中学校を１校に統合し、東小

あとに統合中学校新設。中核コミュニティ

施設を須賀小、統合中、百間小、笠原小の

４箇所に設置し、周辺公共施設の機能を吸

収する。 

小学校 

４校（須賀、東、百間、笠

原） 

３校（須賀、東、百間） ３校（須賀、笠原、百間） 

中学校 ３校（須賀、百間、前原） ２校（須賀、旧百間小） １校（統合中（旧東小）） 

ぐるる宮代 個別更新 広域対応施設として存続 広域対応。将来的には廃止、民間売却。 

国納保育園 個別更新 中核施設に一体化 中核施設に一体化 

和戸公民館  個別更新 中核施設に一体化 中核施設に一体化 

須賀小学校 個別更新 中核施設化 中核施設化 

須賀中学校  個別更新 須賀小と一体的に中核施設化 廃止。東小あとの統合中に移管。 

進修館  個別更新 長寿命化 長寿命化 

役場  個別更新 個別更新 個別更新 

新しい村 個別更新 個別更新 個別更新 

笠原小学校  個別更新 個別更新 長寿命化し中核施設化。 

図書館  個別更新 個別更新 図書館を中核施設に一体化。六花を移転。

六花  個別更新 個別更新 中核施設に一体化（一般診療の廃止） 

みやしろ保育園  個別更新 個別更新 中核施設に一体化 

保健センター 個別更新 個別更新 中核施設に一体化 

福祉作業所  個別更新 個別更新 中核施設に一体化 

東小学校 個別更新 中核施設化 廃止。統合中学校を建設。 

川端公民館  個別更新 個別更新 中核施設に一体化 

百間中学校 個別更新 土地売却。百間小あとの統合

中に一体化。 

東小あとの統合中に移管。 

百間小学校  個別更新 中核施設化 中核施設化 

百間公民館 個別更新 中核施設（東小）に一体化 中核施設（統合中）に一体化 

前原中学校 個別更新 土地売却。百間小地の統合中

に一体化。 

廃校。東小地の統合中に移管。 

郷土資料館  個別更新 中核施設に一体化 中核施設に一体化 

はらっぱーく  個別更新 個別更新 広域対応。将来的には民間売却も視野。 

いき活動  個別更新 中核施設に一体化 中核施設に一体化 

ふれ愛センター  個別更新 中核施設に一体化 中核施設に一体化 

集会所 地域移管（補助金は残る） 地域移管（補助金は残る） 地域移管（補助金は残る） 

ゴミ処理、斎場、

消防 

更新 更新 更新 

その他 原則全部更新 原則全部更新 原則全部更新 

合計 23,067,143 18,526,890 14,708,618.03 

現状維持からの削

減率 
4.5% 23.3% 39.1%

（注）上記試算では統合施設はもともとの学校施設規模で建て替える（実際には規模を拡張する必要があるので

負担は増加する）、長寿命化施設は 50 年以内の複数の改修・大規模修繕により単純更新と同じ負担が生じ

る（実際にはライフサイクロコストが減少するので負担は減少する）との前提を置いている。黄色部分だけをそ

れぞれ合計した金額が下段の合計金額である。 
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 本報告書は、これらのいずれかを推奨するものではない。基本的には、財政負担と利

便性はトレードオフ関係にあり、その優先順位を判断できるのは町および町民でしかない。

本報告者は、ともすれば部分的、主観的に陥りがちな公共施設の在り方の議論にあたって、

総合的、客観的な議論ができるような材料の提供を目指すものである。 
なお、活用にあたっては、以下の点に留意されたい。 
（１） Ａ案、Ｂ案以外にも多数の選択肢が考えられる。 
（２） 試算は大まかな目安を得るために統廃合施設の更新費を除外するという簡単な方

法で更新投資金額のみを算出している。施設が減少すれば維持修繕費や機器更新

費にもプラスの効果が発生する。町の職員が減員になれば人件費も削減される（配

置転換であれば変わらない）。また、民間の創意工夫や市民ボランティアによる運

営参加など広い意味でのＰＰＰによって、費用を圧縮することも可能である。実

際には、こうした効果も織り込んで考える必要がある。 
（３） 試算は中核コミュニティ施設の仕様を定めていない。スケルトン方式、かつ、エ

コ仕様などの仕様の追加は投資額の増加要因となる。 
（４） インフラの更新投資は試算上織り込んでいない。今後は、インフラの更新投資圧

縮を検討した上で、具体的な試算を行っていく必要がある。 
（５） 施設廃止後に民間活用する場合の土地売却や、民間ビジネスを前提とした土地・

建物の賃貸収入、命名権や広告収入は織り込んでいない。できるだけ他の支出に

影響を与えないためにも、生み出した財源を更新投資に振り向けていくことが必

要である。 
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4-3 実行組織の提案 

 最後は、公共施設の在り方の検討と実施をどのような体制で行うかに関する提案を行う。 
 
4-3-1 庁内公共施設マネージメントの一元化 

宮代町は小規模自治体であり、本来は、スピーディな意思決定ができる組織であると考

える。公共施設マネージメントは、一元的に考えなければ効果の出ない領域であり、庁内

の担当部署の一元化が必要と考える。これは、必ずしも専任部署の設置を意味するもので

はなく、むしろ、町長をトップとして施設を所管する部署のトップが参加する地域マネー

ジメント会議を創設し、認識を共有する仕組みの方が実効性をもたらすものと考える。 
 
4-3-2 第三者による公共施設マネージメント委員会の設置 

 庁内の検討だけでは、他地域の事例を踏まえた客観的な判断が困難である。庁内体制を

ガバナンスする意味で、第三者による公共施設マネージメント委員会を設置し、方針や計

画の立案、実行の管理を行うことが有効であろう。 
 
4-3-3 町民ワークショップの推進 

 最終的に公共施設のマネージメント主体は住民でなければならない。公共施設の老朽化

は一般的には予測されているものの、数字による客観的な影響の程度を住民が知っている

わけではない。住民自らが認識を持ち、提案し、行動するための前提として町民のワーク

ショップの開催が必要であろう。 
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第５章 資料編 

 本章は、研究にあたって収集した各種の情報を資料として掲載した。 
 
5-1 社会分析を受けた開発の方向性 

 宮代町の人口増減や現地調査、不動産デベロッパーの評価などから、宮代町の強みや弱

みなど様々なことが指摘された。特に多かった指摘は、居住の都心回帰が進む中で、宮代

町は東京通勤圏としての安価な住宅供給地という優位性をあまり発揮できない状況にある。

一方で、宮代町の住宅地としてのブランド力、知名度が低いことから、住宅デベロッパー

からは新規の開発を敬遠する傾向が強く、結果として低廉で狭小な宅地開発、ミニ開発の

みが行われており、「農のあるまち」や緑豊かな環境を活かしたゆとりある住宅供給が行わ

れていない。 
 本調査において、人口の増加につながる開発のあり方や宅地開発に関係する規制（計画

調整区域に関する県条例）の緩和なども検討したが、ここでは、公共施設の再配置に合わ

せた公有地の活用を起爆剤にしたコンパクトシティづくりについて提案したい。 
 
ベストなシナリオ：町が主導して現有の公共施設や土地を最大限活用して町が目指す街づ

くりの姿を示す。これにより宮代町に対するデベロッパー等からの評価（知名度、ブラン

ド認知）が上がり、良質な住宅が提供されるようになる。これまでは単なる安値住宅しか

ニーズがなかったが、提供される住宅の質が高まったことで居住者層も広がる。居住者の

増加により商業が活性化され、既存居住者の利便性もあがる。駅前のコンパクトな開発に

より人口は増加するが、社会資本の新設需要は抑制される。 
 シナリオを構成する要素 
要素① 郊外の再構築(拠点集中+再田園化) 
要素② 次世代に残せる高品質な建物ストックの形成 
要素③ 適切な建物・土地利用のコントロール 

 
対策① 特徴ある街づくり 
対策② まちなか居住の促進 
対策③ 空き家・空き地のコントロール 

 
対策① 特徴ある街づくり 
 本調査の専門家による市場分析によると、宮代町はデベロッパーや住宅購入対象者から

の知名度が低いことが供給量、供給住宅の品質を押し下げる要因となっている。これに都

市計画上の規制が相まって、古くから住む住民と新規住民の居住環境の質に差を生んでい

るとも考えられる。 
宮代町の魅力である田園風景や一部の特徴的な建築物などを活かした特徴ある街づくりを

誘導することで、知名度の向上や地域ブランドの向上を目指す。 

 中密

度 

高密度 

高クオリテ

高密度 

高利便性 

低密度 

高クオリティ 

中密

度 

東武線３駅周辺
に人口（新規開
発）を集中させ、
その他地域は開
発抑制、再田園
かを図り宅地の
品質を高める 
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例えば…田園風景を活かしたテーマ性のある街づくり 
（事例）セレブレーション（米・フロリダ州） 
古き良き時代のアメリカの街を目指して作られたニュータウン。▽コミュニティ▽教育

▽健康▽技術（IT、情報通信）▽愛着を抱かせる場所（Sense of Place）の５つを街づくり

の礎として開発を行っている。郊外へのスプロールとそれによるコミュニティの崩壊への

反省から、各住戸の区画は一般的なアメリカの郊外型住宅に比べると狭く配置され、近隣

とのコミュニケーションを促すように作られている。 
街の中心部にある郵便局や行政機能（役所ではなく、住宅所有者や事業者が作る複数の

団体がマネジメントをしている）、映画館などは世界的に著名な建築家・設計事務所が設計

を手がけ、街のランドマークとなっている。街中や共同住宅の至る所にベンチや噴水、散

歩道などが配置され、住民同士の交流・憩いの場として機能している。歩いて暮らせるよ

うさまざまな機能を混在させた土地利用がされており、地域内の移動用には無料で電動カ

ート（利用・乗り捨て自由）が貸し出されている。 
街のマネジメントは、不動産所有者を中心とした組織と、事業者を中心とした組織が担

っている。フロリダ州は、こういった団体が自治体の代わりに行政的役割を担うことを認

める法律を持っており、州内で百数十の団体が認定されている。州の認定を受けると、担

っている公的機能に応じた予算措置を受けることができる。 

 
（写真：左・街の中心部を流れる小川と共同住宅、中央上・ダウンタウン中心にある噴水、右上・郵便局と行政施設、中央下・病

院、右下・伝統的なスタイルの住宅） 

 
（宮代町への応用） 

宮代町には、東武動物公園駅付近に、象設計集団による進修館と笠原小という非常に特

徴的な建物があり、またこれらの建築物は他の公共施設や新しい村にも近く、徒歩での移

動もできる範囲内にある。これらの資源を活かし、緑、教育、コミュニティ、ゆとり等を

キーワードとしたテーマ性のある街づくりを実施できる可能性は高い。 
民間事業者に一定のテーマ性を持った街づくりを進めてもらうため、地区計画や景観ガ

イドライン、建築協定などによる規制誘導が必要である。また、公共施設跡地活用や区画

整理による保留地分譲等の際にも、緑や農など町の街づくり方針にあった誘導施策を検討

するのが望ましい。これらの施策を展開することで「宮代町」「東武動物公園駅」の知名度・
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ブランドの向上を図ることができる。 
 

 
 
 
対策② まちなか居住の促進 
 近年、若年子育て層への支援や、高齢者の生活利便性向上、行政コストの低減を図るた

めにまちなか居住、市内中心部への高齢者の住み替え支援、所有住宅の転貸支援などを行

う自治体、事業者が各地で増加している。宮代町は、都市計画的な制約から駅周辺以外の

大規模開発によるスプロールは起こりにくい環境であることから、行政の規制・誘導によ

りコンパクトシティ化を進める素地があると考えられる。 
 
「まちなか居住」を考えるに当たっての視点

A.誰がまちなかに住むのか 
・既成市街地の現居住者 
・郊外の農業エリア等に住んでいた高齢者  
・リタイア層 （町外居住者） 
・若年層（学生、マイホーム購入層） 
B.どのような家に住むのか 
・戸建て住宅（個別開発／集約開発）  
・低層マンション（個別開発／集約開発） 
・中高層マンション（個別開発／集約開発） 
・コーポラティブ住宅等 
 
 C.必要な機能は何か 
・介護・福祉サービス 
・買い物ニーズへの対応（食料品、日用品） 
・教育・子育て・保育サービス 
・文化・娯楽・趣味 
D.どのような手法を使うか 
・都市計画 
・税・補助金 

・マネジメント（個別／集約型） 
・ソフト面での支援のみ

（写真、左・進修館、中央・笠原小、右・新しい村） 
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（宮代町への応用） 
  
 東武線沿線の町東側は交通の利便性が比較的高い。特に、東武動物公園駅は特急停車駅であり、

同駅始発電車も多く、都心への通勤を考えても利便性は高い。行政施設も複数存在しており、現

役世代にとっても、定年後の世代にとってもまちなか居住を進めるのに適したエリアと考えられ

る。その一方で、「まちなか」である各駅の周辺において、商業や業務機能の集積、居住の高密度

化は図られておらず、新規の居住希望者にへの住宅供給は進んでいない。新規に供給される宅地

は、主に農業者が耕作を放棄した田畑を反歩単位で開発したものが多く見受けられた。 
 また、現在駅前の既成市街地には高齢者の姿が目立っている。これらのことから、宮代町では

既成市街地に住む高齢者の住み替え支援を実施して居住の共同化・高密度化、利便性向上を進め

ながら宅地を集約し、空いた敷地を利用して質の高い住宅供給を進めるための方策を考えるのが

有用であると考えられる。 
 公共施設の再編などで生み出される用地をまちなか居住や「農のあるまちづくり」に資する開

発を進めるための種地として位置づけ、売却や開発に際して規制・誘導、開発インセンティブの

付与などを検討することが必要である。 
 
対策③ 空き家・空き地の利用効率化 
 近年、上述のまちなか居住の推進と同様に、転入者や若年世帯に対して空き家・空き地の斡旋

を行う事業を展開する自治体・団体が増えている。 
 
空き家・空き地の効率利用を進めるための方策例 
・マッチング＝空き家バンク、ツアー 
・他の政策との連携＝定住促進 
・集約化＝小規模連鎖型区画整理 
・誘導＝都市計画、保有税・解体補助 
・管理手法＝信託化、エリアマネジメント 
 
（宮代町への応用） 
 宮代町内は、既成市街地に老朽化した戸建て

住宅、学生向けと思われる賃貸アパートが多い。

この傾向は、ヒアリング調査でも表れており、

町内の不動産供給の状況について「アパートが

多すぎる」という声が上がる一方で、「（若年フ

ァミリー層が住むような）物件がない」という声も多く聞かれた。近隣自治体に比べて宮代町の

空き家数・空き家率が高いのも、こういった実情を反映しているとみられる。 
 また、宮代町内の住宅の平均延べ床面積は、狭小な賃貸共同住宅の数が多いこともあり、近隣

の白岡、杉戸町に比べて平均10~15平方メートル小さい。過去５年ほどで供給された住宅に限定

しても、杉戸、白岡町では平均125平方メートルを超えているのに対し、宮代町では平均105平方

 宮代町 白岡町 杉戸町

空き家総数 1,730 1,520 1,450

空き家／住宅総数 13.2% 9.2% 9.0%

（出所）平成20年住宅・土地統計調査 
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メートルとなっている。 
 これらを踏まえて、新規住宅の供給だけでなく、現存する空き家・空き地（低稼働・未利用地）

の利用を効率化できる対策も合わせて展開する必要があると思われる。まず、特に今後人口の集

積を図りたいエリアについて、低未利用の不動産の状況を調査し、所有者の意向に沿って転貸な

どを行うマッチング事業を、不動産事業者等の協力を得ながら町が主体となって進めるのが有効

だろう。 
 
【モデル地区】 
東小学校、笠原小学校区は、東武動物公園駅から近いため、宮代町の中でも通勤などの便が特

によい。都市計画的にも高密度な土地利用が可能なため、コンパクト化を進める場合、集約的開

発を展開しやすい好適地である。 
一方、各種調査の結果、現在の駅前東口側（百間地区）は老朽化した木造戸建て住宅、木造ア

パートなどが多く、高齢者の割合や 75 歳以上の高齢者の割合も非常に高い

ことがわかった。百間１丁目は田畑の一部を造成して分譲されたミニ開発

に若年ファミリー世帯の増加がみられるものの、全体の人口は減少傾向に

ある。また、スーパーマーケットや日用品を取り扱う商店が少なく、駅前

の商店街では多くが店を閉めているか駐輪場を営んでおり、近隣居住者の

生活ニーズを満たすのは難しい。大型店舗やチェーン店舗は、国道が通る

杉戸町や春日部市等に行かなければないのが現状である。ヒアリングでは、

「買い物難民」化した高齢者の存在も指摘された。特急停車駅至近であり

ながら、地域の生活利便性が低いことがネックとなって住宅地としてのポテンシャルが活かしき

れていない。人口増加を目指す場合、駅前東口地区の土地利用を効率化する工夫が求められる。 
現在、東武動物公園駅東口では、宮代・杉戸両町民有志による土地区画整理事業が検討されて

いる。この事業では、駅前広場の再整備と道路拡幅による宮代町－杉戸町間のアクセス向上、商

業の活性化などが検討されている。同時に、西口地区でも宮代町と都市再生機構、東武鉄道によ

る開発構想が進んでいる。これらの開発を起爆剤として、生活利便性を向上させると同時に駅周

辺のまちなか居住を促進する。特に、現在老朽化や

高齢化をしている地域を周辺の施設を活用しつつ

地域の生活ニーズに応えることが求められる。 
 
小中学校の再配置と余剰地の活用検討 

東小と笠原小は他の２校と比べ児童数が少なく、

両校を合わせた児童数は百間小とほぼ同数で推移

している。笠原小の敷地面積は 28,080 ㎡あり、両

校を統合したとしても、著しく教育環境を損なうこ

とはないと考えられる。両校の学区は、線路によっ

て分断されているものの、面積は他の小学校区に比

べて狭く、東武動物公園駅の東西自由通路や同駅北

65歳以上の割合（％）

百間１丁目 20.5 

百間２丁目 30.1 

百間３丁目 32.5 

百間４丁目 25.2 

百間５丁目 22.0 

百間６丁目 20.8 
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側の踏切、同南側のアンダーパスなどを利用すれば、十分に通学が可能な距離となっている。こ

うしたことから、東小と笠原小を統合し、統合新校を現笠原小敷地に置いた場合を想定し、東小

敷地の活用策と百間地区の土地利用について考える。 
 
①用途転換（住宅と生活利便施設の整備） 
 東小の敷地面積は、13,025 ㎡で、用途地域は第二種中高層住居専用地域（建ぺい率 60％／容積

率 200％）である。東武動物公園駅からは徒歩７～８分の距離にあり、道仏地区の土地区画整理

事業によって整備された「ピアシティ宮代」「スーパーカスミ」からも 500 メートルほどと近く、

町内において非常に利便性の高い場所にある。西口開発や東口の区画整理事業により駅周辺の商

業施設・店舗誘致が進めば、生活利便性はますます高まる。一方、現状では高齢者が「買い物難

民」化してしまっていると言われている。近い将来、この地域での福祉・高齢者生活支援のニー

ズが高まることを想定し、これらの機能を東小跡地に導入することも検討する。 
 施設の整備に当たっては、駅や川に近く、既成市街地において貴重な一団の敷地であることか

ら、地区計画や整備計画、景観ガイドラインを定めるなどして街のシンボルとなるような良好な

住宅整備を誘導する。 
 加えて、日本工業大の学生の定住促進のため、家賃の優遇や支払い支援策などを組み込んだ高

齢者への生活サポート事業、ルームシェア事業などを実施する。 
 また、大学生だけでなく、I・J ターン希望者など向けに、空き家の紹介・マッチング等を実施

し、稼働率を向上させる。町内の郊外部に自宅を所有し、より利便性の高いエリアに住み替えを

希望する高齢者の支援や、その所有不動産の転貸支援、農地保全なども必要となるだろう。 
 同時に、東小敷地の一部を種地として活用し、百間地区の空き地・空き家を集約するための等

価交換や連鎖型土地区画整理事業などを進め、駅前に新たにまとまった宅地を造成することなど

も検討する。こういった事業を円滑に推進するために、空き地や空き家に対して法定外税として

「保有税」を課すことや、空き家の解体費用、空き地集約の為の移転費用への補助なども検討す

る。 
 
②統合中学校の設置 
 大幅な公共施設削減を行うＢ案では、現在３校ある中学校を１校に統合すると仮定している。

北部や南部の生徒が通学しやすくするためには、徒歩・自転車に加え、電車通学も認めるものと

する。 
 中学校３校を統合した場合、各学年の学級数は７または８程度となり、全学年では 21～24 学

級、特別教室等も合わせると約 30 教室が必要となる。東小敷地はやや手狭ではあるものの、プー

ルを設置しないなどの工夫も合わせることで、十分に学習環境を確保することは可能だろう。 
 この案では、施設の更新費用を大幅に抑制できるだけでなく、前原中、百間中、須賀中の跡地

を住宅開発の種地として利用することも可能になる。 
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5-2 定住人口増加、産業振興のためのアイデア 

 
（１）定住人口増加のためのアイデア提案 

①住宅供給（既存物件活用型） 

1 
子育て世帯に対する一定期間の家賃補助、既存物件を活用した住宅斡旋＆補助によ

る定住支援（参考事例：兵庫県神河町「空き家見学ツアー」参照） 

2 
リバースモーゲージなどによる高齢者世帯の住替支援と、それにより空いた住宅や

農地の子育て世帯向け賃貸斡旋事業 

3 
高齢者世帯への下宿型同居を大学生に斡旋。まずは日本工業大学の学生との社会実

験から始める（参考事例：フランス・パリ「Le PariSolidaire」参照） 

4 上記の場合、学生の家賃負担、より広い住宅に住み替える際の行政支援 

5 姫宮等にある老朽化団地の再生・活用（下の表参照） 

（参考）宮代町内の団地の設立年と世帯数 

1 宮代台 昭和 47 年～ 約 800 世帯

2 学園台 昭和 51 年～ 約 500 世帯

3 姫宮南団地 昭和 51 年～ 約 210 世帯

4 姫宮北団地 昭和 52 年～ 約 210 世帯

5 桃山台 昭和 55年～計画 
昭和 59年～分譲 約 340 世帯

6 和戸地区 昭和 50 年代～ 約 1000 世帯
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②住宅供給（新規開発型） 

1 
地区計画やガイドラインで、ゆとりある住宅（最小面積 200 ㎡以上など）、菜園付き

住宅、庭・樹木・生垣のある住宅整備を奨励する 

2 
上記の事例において、緑地・菜園部分の不動産取得税補助や、固定資産税・都市計

画税を時限的に減免する 

3 
都市計画や用途地域の見直し、高さ制限、景観規制等とリンクした規制誘導による

計画的なまちづくり 

4 PPP プロジェクトによる宮代型農住ミックス住宅の理想型を模索 

5 
自然エネルギー活用住宅、古民家風住宅、平屋住宅、象設計による集合住宅など、

宮代にしかない特徴あるコンセプト住宅を開発する 

区画整理事業の住宅等整備にあたっては、民間事業者からプロポーザル提案を受け付けるな

どして地権者との調整に関わっていく必要があると考える。 

 

（２）産業振興に関するアイデア 

①宮代町ブランド確立 
宮代町の強み、優位性を再確認し、強みをさらに強化することで地域ポテンシャルを高めるこ

とが重要である。町や住民の評価と外部評価、イメージは違うものなので、よくリサーチした上

で計画をたてる必要があろう。特に、今後外からの転入者を増やす、観光交流人口を増やす必要

があるならば、徹底的に外部目線で地域の魅力を向上させていくことが得策であると考える。 
 

1 
民間企業、日本工業大学学生、町民などによる「PPP 型地域プロモーションセクシ

ョン」による戦略的なセールスプロモーション 

2 
東武動物公園の来場者、進修館のコスプレイヤー、日本工業大学の学生など「訪問

者」に対する宮代町ブランドの伝達 

3 「駅」からの情報発信。風景写真展示や観光案内、町中に案内サイン等も設置する

4 「宮代」の名称を積極的に活用する。訓読みがわからないという声もある 

5 メイン通りの愛称公募（例えば、宮代東武アニマルストリートなど） 

6 道仏住宅の販売時などに東武線～東急田園都市線などで宮代町の宣伝を打つ 

7 
観光情報、町の魅力、宮代町特有の建築物（進修館、笠原小学校）など、ホームペ

ージ内に町外者向け情報を拡充 

8 町産品の統一ブランドを地域事業者が連携して確立（アニメと農の融合など） 

9 
「コスプレの町・宮代」の象徴となる宮代キャラクターを作成・展開する（東武鉄

道のキャラクター「姫宮なな」など） 

 



                       宮代町公共施設・インフラ更新のあり方研究報告書 

 71

②観光 

1 
年 1 回のコスプレサミット開催。会場は進修館。PPP 型実行委員会が企画・運営す

る（参考事例：「世界コスプレサミット」参照） 

2 
進修館における仮面舞踏会＆晩餐会の開催。中世風コスプレで宮代産野菜と埼玉県

産食物のフルコースを食し、宿泊するなど 
3 公共施設の壁面を利用して育てたブドウを使い、進修館でワインづくり体験 

4 
古民家の活用。観光客向け宿泊施設、コスプレ・撮影、新規就農希望者を向け中長

期宿泊施設など（大分県「里親農家研修制度」、岡山県「地域帰農塾」等） 
5 象設計集団建築ワークショップ・建築ツアーの開催 

 

③新産業・事業 

1 
余剰公共施設や空き家を活用し、宮代町の食材を使ったカフェを増設。町外訪問者

の滞在場所となり、滞在時間を延ばす 

2 
笠原小学校の空き教室を活用し、緑の中でアニメ制作を学ぶ「宮代塾」開校。アニ

メ業界を目指す若者や関係者に育ちの場と創作の場を提供（「富良野塾」など） 

3 
PPP 型コスプレ・アニメコミッションの創設 

例）コスプレイヤーの滞在コーディネート、コスプレ関連商品を扱う店舗誘致（衣装、かつら、

カラーコンタクト、カメラ、小物など）、町内撮影コーディネート 

4 
農業組合法人と建築工房が協力して、建築（大工）と農業の両面から若年層を訓練

（滋賀県「どっぽ村」参照 http://doppo.jpn.org/ ） 

5 
農作物育成ゲーム※などと連動した農業支援事業。コスプレにかけて「アイドル農

村育成ゲーム」など 

6 
東武動物公園との連携強化。動物の町民オーナー募集、施設修繕・保全への町民協

力、プチ募金制度などで、地域とのつながりを醸成 
7 まちなかに SL を走らせる 

8 
コスプレ関連産業の製作者、企業などを国内外から誘致し、コスプレ産業を宮代町

のブランドの１つとして振興する 

9 休耕地でぶどうを栽培し、町の特産品を強化する 

※「農力村」「畑っぴ」「おやさい」（ゲーム上で野菜や果物、穀物を育成すると、ホン

モノの野菜などが届く） 
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④子育て支援 

1 
既存公共施設を活用し、放課後自由に創作活動ができるスタジオなど中高生に放課

後の居場所を提供 

2 

住民による「子育て応援レストラン」企画・運営。地産地消、旬産旬食、食育をコ

ンセプトとし、食の宮代ブランドも浸透（参考事例：北九州市「コミュニティ・レ

ストラン「PIKO・POKO」参照」 

3 
「イクメン居酒屋」の開催。オーナーは全国から募集・養成し、新規住民を呼び込

む機会にもする 

4 
子育て支援スペースとしての古民家の活用（参考事例：東京都世田谷区「共生の家」

参照） 

 

⑤高齢者支援 

1 
大学生による「買い物助け隊」推進。参加する大学生には格安でアパート貸出（東

京都板橋区・高島平団地など） 

2 
高齢者世帯への下宿型同居を大学生に斡旋。まずは日本工業大学の学生との社会実

験から始める（参考事例：フランス・パリ「Le PariSolidaire」参照）再掲 

3 上記の場合、学生の家賃負担、より広い住宅に住み替える際の行政支援（再掲） 

4 
リタイア世代、大学生などによる高齢者向け「ちょっとした生活支援サービス」。（東

京都目黒区・中延商店街の「コンシェルジェ」など） 

5 上記の場合、サービス提供者に対する地域クーポンの発行、家賃への充当など 

6 
郊外に暮らす高齢者に街中（駅や社会サービス拠点の近く）に住みかえてもらう代

わりに、その高齢者が所有する住宅の転貸を行政があっせんする 

 

⑥その他 

1 
「象設計集団建築の町・みやしろ」をアピール。建築物、公園空間、カフェや公園

のベンチなど象設計集団の作品を増やす 

2 シビックプライドを醸成する 

3 
日本工業大学の資産やノウハウを町づくりに活かす。学生のアイデア活用、学生・

市民との交流、共同事業、実験的店舗の運営など 

4 日本工業大学と象設計集団のコラボレーション講義やワークショップの開催 

5 
宮代町婚活事業「ZOO 婚」in 東武動物公園で出会い、結婚した夫婦に対する宮代町

移住後数年間の住宅手当支給、税制優遇など 

6 
公共施設の空きスペースや空き家を活用し、独身生活と農が楽しめる「アグリ宮代

シェアハウス」事業の展開。事業者にはシェアハウスへの改造費補助など 

7 地域経営を考える PPP 型の活動組織を立ち上げる。町は当面の活動資金の補助など

8 大小の市民ファンド創設 
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（参考） 駅前に子育て世代の人口を集めるアプローチの参考事例 

世田谷区と鉄道会社（京王・小田急電鉄）が連携した子育てステーション 
 
区民が地域を問わずに利用できる多機能型子育て支援拠点施設として、利便性と公共性の高い

駅近くに５箇所に設置。（三軒茶屋、梅ヶ丘、桜新町、成城学園前、千歳烏山） 
運営は特定非営利活動法人 NPO。子育て中の保護者の人たちには嬉しい施設となっている。 
駅近くに設置ということから、高齢者の利用もある。 
＜４つのサービス＞ 
①子育て中の親子が気軽に立ち寄り、交流できる「おでかけひろば」 
②どんな理由にも関わらず利用できる一時預かり施設「お子さんの一時預かりほっとステイ」 
③働いている保護者の子育て支援をする「保育所」※病後児保育のあるステーションもあり。 
④18 歳未満の発達障害、その疑いのある子どもの専門相談ができる「発達相談」 

 
成城学園前の子育てステーションの様子〔小田急ライフアソシエ〕 

 
 

 

 

 
 
 
おでかけひろば（世田谷区委託事業）小田急ムック成城園（認証保育園）ほっとステイ（一時預

かり） 
 

＜参考＞ 
＊子育てステーション世田谷の運営 

特定非営利活動法人 NPO 昭和 （昭和女子大学） 
 ＊子育てステーション烏山の運営 

株式会社京王子育てサポート」 
（京王電鉄 100％出資子会社） 

 
■宮代町への応用 

宮代町には東武伊勢崎線「東武動物公園」「姫宮」「和戸」の３つの駅がある。 
その駅周辺に、世田谷区の子育てステーションのような 
機能をもつ施設を東武電鉄と連携して設置する。 
人口増加地区の東武動物公園駅が候補となる。 
この時、区の公共施設統廃合と合わせて検討する。 
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（４）沿線の魅力を住民が伝える クチコミ情報サイト 

ペンシルと京王電鉄、京王沿線コミュニティサイト「街はぴ」をオープン （多摩市）   

（2007.05.05 全国まちおこし不動産情報より） 

インターネットのコンサルティングを手掛ける株式会社ペンシル（福岡県福岡市、覚田義明社

長）は、京王電鉄株式会社（東京都多摩市、加藤奐社長）と共同で、京王沿線コミュニティサイ

ト「街はぴ」（http://www.happy-town.net/）を制作し、4 月 25 日（水）にサイトをオープンし

たと発表した。 
「街はぴ」は、京王線・井の頭線利用客へ向け、駅の周辺情報やイベント情報など“街の口コ

ミ情報”を発信する沿線住民参加型のコミュニティサイト。現在京王線 52 駅と井の頭線 17 駅、

全 69 駅と総合トップの合計 70 サイトで構成されている。 
同サイトでは、沿線を利用する駅周辺の情報に詳しい“街はぴライター”（18 歳～60 歳、現在

40 名程度）が沿線の情報を発信する「街はぴライター記事」や、沿線にゆかりのあるプロのライ

ターから発信される「スペシャルライター記事」、趣味や共通の属性でコミュニティを作れる「街

こみゅ」、その他「各駅のイベント情報」、「ランドマーク」等のコンテンツを提供する。 
また、会員登録によってマイページを持つことができ、最寄りの駅から下車駅や経由駅を入力

するだけで、ご利用区間のオススメ情報を表示する「よりみちナビ」や、お気に入りの「街はぴ

ライター」や「スペシャルライター」を「お気に入りライター」として登録することもできると

言う。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

←トップページ 
 
↓ライター紹介ページ
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街はぴライターの自己紹介（人気ランキング１～３位） 

 
■宮代町への応用 
宮代町民や東部伊勢崎沿線の利用者からライターを募集しにコミュニティサイトを開設する。 
宮代町の魅力を住民目線でアピールしてもらう。「いま何してる？」という問いかけに答えるよ

うに１４０字以内で投稿するミニブログ「ツイッター」を使用し、施策や活動をＰＲする自治体

が増えているが、宮代町職員もツィッターを活用する。 
 

京王線沿線に３５年住んでいますけど、降りたことのない駅がまだまだ半分以上です。知らない

駅を降りて、美味しいもの、珍しいもの、特別のもの、可愛いもの、キレイナものなど、発見し

ていきたいです。 
生まれも育ちも千歳烏山。勤め先は笹塚で、行きつけの美容院は吉祥寺。もひとつおまけに結婚

前に働いていたのは中河原という骨の髄まで京王線な私は、思春期の息子と娘を相手に日々格闘

するシングルマザー。どんなに忙しくても、楽しい時間は必ず作るっ！と自分にかけ声掛けなが

ら、あちこち出かけてます。 
学生時代から今に至るまで、ずっと京王線 LOVER♪京王線沿線の街の、ちょっと素敵なものものを掬

い上げて、つらりつらりと書き綴っていこうと思っています。 
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その他の参考事例 

●定住人口増加対策に関する参考事例 

 

子育て世代の住宅購入

に助成金 

 

（埼玉県美里町） 

 埼玉県美里町は、町内に初めて住宅を購入する子育て世代向けに「ファーストマイホー

ム応援制度」を創設した。町外から転入する場合なら３年間で最大３６万円の助成金を交

付する。 

 同町では、１９９７年ごろをピークに人口が減少し始めた。そこで人口構成を分析した

ところ、近隣市町村より２０～４０代の年齢層が少ない状況を確認。このままでは周辺自

治体より速いペースで人口減少が進む恐れがあるため、若い世代の人口流入を促す施策を

実施することにした。 

 助成金の交付対象となるのは、申請者が３９歳以下であるか、１８歳以下の子を持つ世

帯。７月１日以降に生涯で初めて住宅の売買・請負契約を結び、１０年以上の住宅ローン

を設定するなどの要件を満たす必要がある。 

 当初は町外からの転入だけを対象にすることも検討したが、人口流出を防ぐ必要もある

ため、町内住民には半額の最大１８万円を交付することにした。（2010/5） 

新築３０戸借り上げ、町

外の子育て世帯募集 

 

（宮城県色麻町） 

宮城県色麻町は、定住促進対策の一環として、メゾネットタイプの新築３ＬＤＫ３０戸を

借り上げ、小学生以下の子どもがいる町外の子育て世帯を対象に、入居者を募集する。関

連条例が議会で可決された。宮城県内の市町村では初めての試み。 

 町総合振興課によると、０７年度から新設の公営住宅約２０戸に入居した世帯の半数以

上は町内からの転居で、子育て世帯も予想より少なかった。今回、伊藤拓哉町長らが熊本

県玉東町を視察した結果を参考に、民間事業者が建設する住宅を借り上げ、公営住宅法の

しばりを受けずに入居資格に条件を付ける方針を決めた。 

 専用面積７０平方メートル以上の３ＬＤＫ３０戸を１戸当たり月額６万円以下で３０

年間借り上げ、最終的には無償譲渡してもらう計画で、建設する民間事業者の募集を開始。

来年４月の入居を目指し、１月にも希望者を募る。家賃は、子どもが中学生までの間が月

額３万５０００円、高校生の場合が同４万５０００円で、これ以上になると同５万円とな

る。 

 総合振興課は「事業者は家賃収入が確実に見込め、町は維持管理を任せられるメリット

がある」としている。借り上げ料と家賃の差は税収増などでカバーしたい考え（2009/9）。

「田舎暮らしお試し住

宅」貸し出し 

 

（静岡県浜松市） 

 

 

 浜松市は、市内の中山間地域にある旧教職員住宅を「田舎暮らしお試し住宅」として貸

し出す。利用者に「まずはお試し滞在」（地域自治振興課）してもらい、定住へ移行して

もらうことを狙う。 

 市はこれまでも中山間地への定住推進策として、空き家のあっせんなどを特定非営利活

動法人（ＮＰＯ法人）とともに進めていた。ただ、「定住のため空き家を借りるには決心

がいる。手軽な滞在先があれば」という声があったことから、空いている市の施設を貸し

出すことにした。 

 貸し出すのは旧教職員住宅の２室。２ＤＫのバス・トイレ付きで、テレビ、冷蔵庫、洗

濯機も完備している。利用は１カ月単位で更新も可能。月額１万３４４０円の費用には、

ＮＰＯ法人からの生活、就職、地域情報の提供や相談サービスも含まれている。 

 地域自治振興課は「地域を知って、定住につなげてもらうことが目的。田舎に住んでみ

たけれどイメージと違うといったミスマッチを防ぐこともできる」としている。（2009/9）

市営団地に子育て世代

を募集 

 

（仙台市） 

 仙台市は、子育て世代の経済的な負担軽減と高齢化が進む市営住宅団地の活性化を図る

ため、子育て世帯を対象とした入居募集を通常の募集と別枠で行うことを決めた。来年１

月６～１６日に募集する。 

 対象は、年収などで通常の入居資格を満たしているほか、申し込み時点で０歳から７歳

未満の未就学児がいる世帯。募集戸数は５０戸。 

 市によると、３０ある市営団地の入居者のうち、６５歳以上の比率は約２４％。６団地

では４０％を超えるという。高齢入居者数は、今後も増加の一途をたどる見込みだ。 

 市は「通常公募では高齢者が多いため、（子育て世帯を対象とすることで）政策的にバ

ランスを取りたい」（市営住宅課）としている。子育て世代募集は、今後も継続的に行う

方針。（2009/12） 
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●定住人口増加対策に関する参考事例 

定住促進へ家賃補助 

 

（東京都渋谷区） 

 渋谷区は、若い世代の定住を促進しようと、２０１０年度から家賃の一部補助を始める。

結婚や出産を機に、家賃の安い区外に人が流出するのを食い止め、現役世代を増やすのが

狙い。同年度予算案に助成金などとして５０００万円を計上した。 

 対象となるのは、(1)単身世帯(2)夫婦または一人親世帯(3)子育て世帯－で、それぞれ

３万円、４万円、５万円の補助金が支給される。所得制限があり、それぞれ年収が４００

万円、５００万円、６００万円以下であることのほか、区内に２年以上居住し、住民税な

どの滞納がないことが条件となる。 

 来年度は１００件を募集し、最長で１０年間補助を続ける。年収が増えて所得制限を超

えた場合の補助の打ち切りや年齢制限については、募集開始までに決める方針だ。 

 区の統計によると、２０代の人口は１０年前に比べ約８０００人減少した。区では、単

身世帯の平均家賃は月１２万～１３万円ほどと想定し、高額な家賃が若者流出の一因にな

っていると分析。「手取りの月収が２０万円として、（家賃を引いた後に）１０万円残れ

ば」（桑原敏武区長）生活が維持できるとして、助成を決めた。（2010/2） 

2010/3/31 

移住起業者に独自支援 

 

（島根県美郷町） 

島根県美郷町は、町外から移住する起業者に１世帯当たり月２万円を３年間、独自に支給

する。人口増加と定住、起業の促進が狙い。４月から本格的に開始する。２０１０年度の

事業費は２４０万円。町産業振興課によると、支給対象となるのは、原則として０４年１

０月の合併以降に町内に移住してきた起業者で、兼業している人は対象とならない。また、

住民登録時に６０歳以下で、年収３００万円未満であることも条件。 

 合併以前からの居住者についても、０４年１０月以降に新たに起業した人に１世帯当た

り月１万円を支給する。 

 支給対象となる業種は問わず、農業や手芸品販売、民泊提供者やネットビジネスなど、

あらゆる種類を想定している。 

2010/4/7 

定住促進へ住宅新築に

補助 

 

（宮城県大衡村） 

宮城県大衡村は２０１０年度、村内に一戸建て住宅やアパートを新築した場合に補助金を

支給する事業を始めた。セントラル自動車本社工場の１１年１月の本格稼働に伴い、多く

の企業の従業員や家族が村へ移住することをにらみ、定住促進策の一環として実施する。

 村への転入者が一戸建て住宅を新築した場合、８０万円を助成。村内の建築業者を利用

すれば５０万円加算される仕組み。新築アパートの場合は所有者に対し、１部屋（４０平

方メートル）当たり２０万円、２５０万円を上限に補助する。対象者に年齢制限は設けな

い。いずれも、４月から１５年３月末までの５年間に着工するのが条件。１０年度予算に

８１０万円を計上した。 

 村では「若者に限らず、幅広い年齢層の人に村に移り住んでもらう起爆剤にしたい」（都

市整備課）としている。 

2010/4/14 

若者世帯の土地・建物取

得に１００万円補助 

 

（静岡県伊豆市） 

 伊豆市は２０１０年度から、市内に土地と建物を取得する若者世帯に対し、１世帯当た

り１００万円を上限に補助する事業を始めた。定住促進策の一環で、１０年度一般会計当

初予算に事業費１０００万円を計上した。 

 夫婦いずれかが４０歳以下の世帯が、新規に土地を購入し、延べ床面積１００平方メー

トル以上の住宅を新築または建て売りや中古で購入する場合が対象。補助金交付後１０年

以上継続して補助対象の住宅に夫婦で住み、同市に住民登録することなどが条件となる。

相続、贈与など取得対価を伴わないケースは対象外。４月から１２年末までに家屋登記を

済ませたものについて、申請を受け付ける。 

 同市は０９年６月に「人口減少危機宣言」を出し、人口減少を３万５０００人で食い止

めるための施策に取り組んでいる。市企画財政課の担当者は「１００万円という金額には、

魅力を感じてもらえるのでは」と、効果に期待している。（ 
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●定住人口増加対策に関する参考事例 

2010/4/28 

子育て、若者世帯に格安

家賃 

 

（兵庫県多可町） 

兵庫県多可町は、若者世帯の定住促進を目的に、特別賃貸町営住宅を格安の家賃で供給す

る「子育て・若者世帯向けの公的優良住宅供給事業」を２０１０年度から開始する。申し

込み受け付けは５月１～１７日。 

 特別賃貸町営住宅は、家賃は民間業者並みだが、比較的間取りが広く、中堅所得者を対

象としている。対象住宅は中村町団地（４ＤＫ、３ＬＤＫ）計２戸、中三原団地（３ＬＤ

Ｋ）１戸。月額所得が１５万８００１円以上４８万７０００円以下で、申し込み時点で１

３歳未満の子ども（中学校就学前）を同居・扶養している世帯か、年齢合計が７０歳未満

の夫婦世帯が申し込める。町内外在住は問わないが、地域のコミュニティー活動に積極的

に参加できることが条件。入居期間は５年間だが、契約満了時に１９歳未満の子どもを同

居扶養している場合に限り、最長１０年を限度に更新できる。 

 入居者負担額は所得に応じて変わるが、中村町団地（通常家賃８万８５００円）が４万

３６００～６万８０００円、中三原団地（同９万６７００円）が３万２５００～５万６０

０円で、通常家賃との差額は町が負担する。 

2010/5/12 

若者世帯の持ち家取得

支援 

 

（兵庫県加西市） 

加西市は、若者の定住促進のため、市内で住宅を新築したり購入したりする世帯への補助

事業を開始した。市は２００７年度から３年間、新婚世帯に対し賃貸住宅の家賃補助（月

額１万２０００円）を実施していたが、若い世帯の定住にさらに結び付きが強い持ち家取

得を支援することにした。 

 対象となるのは、年内に住宅取得する予定があり、夫婦のどちらかが３５歳以下（来年

１月１日時点）の世帯。固定資産税の納付が条件で所得制限はない。 

 補助額は、土地込みで新築物件を購入する（３親等以内からの購入は除く）場合、市外

からの転入世帯は５０万円、既に市内に在住している世帯は２５万円。また、築後１０年

以内の住宅を購入する場合、市外からの世帯は２５万円、市内在住世帯は１２万５０００

円。今年度の事業費は２２５万円だが、申込者が予算枠を超えたときは、補正も検討する

方針。 

2010/5/14 

定住促進住宅の入居者

を募集 

 

（兵庫県佐用町） 

兵庫県佐用町は、独立行政法人雇用・能力開発機構から購入した雇用促進住宅・佐用宿舎

を定住促進住宅とし、入居者の募集を始めた。 

 同宿舎は鉄筋コンクリート５階建て２棟（６０戸）で築１６年が経過している。町は昨

年３月末、同宿舎を約４８００万円で購入。昨年８月の台風９号の被災者らも一時入居し

ている。 

 空き部屋１４戸（３ＤＫ）の家賃は月額２万～３万６０００円で、新婚、子育て世帯な

どは低減制度の適用が可能。町は「町外の若い世代に定住してもらい、町外への人口流出

を防ぐことができれば」（商工観光課）と期待している。 

2010/6/2 

空き家見学ツアー 

 

（兵庫県神河町） 

兵庫県神河町は、田舎暮らしを希望する都市部居住者を対象に、町内の空き家物件を見て

回る「空き家見学ツアー」を６月２７日に実施する。ツアーは今回が初めてで、年２回の

実施を予定している。 

 ツアーの参加費（昼食代、保険代など）は大人２０００円、子ども１５００円。５月上

旬から６月中旬まで先着で４０人を募集している。当日は、ＪＲ姫路駅からバスに乗車し、

町に登録されている空き家約１０軒を見て回る。 

 少子高齢化に伴い、町内の空き家は増加傾向にあり、２００９年度で約１２０軒が確認

されている。このため、町は０６年度から「空き家バンク」を開設し、町のホームページ

上で登録物件の情報を公開している。同バンクには現在、空き家約２０軒、購入希望者約

１００人が登録されており、０８年度に１２軒、０９年度に８軒が成約したという。（ 

2010/6/18 

町外子育て世帯向け借

り上げ住宅 

 

（宮城県色麻町） 

宮城県色麻町は２０１０年度、定住促進策として、町外の子育て世帯を対象とした「地域

活性化住宅事業」を始めた。町有地に民間事業者が建設した住宅を町が借り上げる方式で、

住宅の初期投資や維持管理費が不要など、財政上のメリットがある。 

 また、公営住宅法の制限を受けないため、入居資格や家賃の独自設定が可能。町による

と、こうした取り組みは宮城県内の自治体では初めてという。 

 住宅は、町が公募で選定した事業者が前年度中に建設。全３０戸で、４月には全世帯が

入居した。全部屋７０平方メートル以上の３ＬＤＫメゾネットタイプ。町は業者から１戸

当たり月額６万円以下で３０年間借り上げる。入居資格は小学生以下の子どもがいる世帯

に限定し、家賃は月額３万５０００円と低く抑えた。 

 ただし、子どもが中学生になったら４万円に上げるなど、子どもの成長に応じて家賃を

変更する。今年度の予算額は２１６０万円。 
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●定住人口増加対策に関する参考事例 

2010/7/12 

子育て世帯に戸建て住

宅 

 

（秋田県男鹿市） 

男鹿市は、子育て支援による定住促進対策として、小学生以下の子どもを持つ世帯に、戸

建て住宅を建設して提供する事業を始める。１５年間賃貸入居すれば建物は無償譲渡し、

土地のみを買い取ってもらう仕組み。今年度２棟、来年度５棟を建設する計画で、近く公

募を始め、９月議会に関連予算を計上する方針。公共住宅建築による経済活性化につなげ

るのも狙いで、渡部幸男市長は「子どもの多い家族が優先なので、『子宝住宅』と考えて

もらいたい」と話している。 

 対象は市外に住んでいる家族で、小学生以下の子どもがいる世帯。同市内の住宅団地に

約２００平方メートルの土地２区画を用意し、それぞれ２階建て住宅（延べ面積約１００

平方メートル）を建設する。入居者には市営住宅条例による賃貸契約で入居してもらうが、

１５年後に建物は無償で譲渡、土地はその時の実勢価格で購入するのが条件。 

 子どもの年齢や年収に制限などは設けないが、市企画政策課は「小学生以下の子どもが

多い世帯から優先し、その後の経済的な支払い見通しなども考慮して審査する」としてい

る。 

  

定住促進で子どもにも

補助 

 

（福岡県宗像市） 

宗像市は、市外居住者が転入して中古住宅などを購入する際に補助を行う制度を導入す

る。家族に子どもがいる場合などには通常の補助に上乗せする。関連予算約２０００万円

を６月定例市議会に提案する。可決されれば８月１日から実施する予定。定住促進策の一

環であるとともに、防犯上の不安や住環境の悪化が指摘されている空き家などを減少させ

るのが狙い。 

 住宅補助の対象は、所得税の住宅控除がない(1)築２０年以上の一戸建て(2)築２５年以

上のマンション―など。住宅購入に伴う補助金は２０万円。転入した家族に中学生以下の

子どもがいれば１人につき２０万円。３人目以降は３０万円を補助する。さらに、住宅の

改装を市内の業者に発注し、その代金が３０万円以上を超える場合は２０万円を限度に補

助。住宅購入の際に住宅ローンを組んだ場合にも、元金の２％、２０万円を限度に補助す

る。 

 中学生以下の子どもが３人いる家族が転入し、中古住宅をローンを組んで購入。その際

に住宅の改装を行う場合は、計１３０万円の補助が受けられることになる。定住化推進室

は「今後、中古住宅のデータベースを作成して、情報を提供していきたい」としている。

2010/2/3 

保育園・幼稚園、２人目

以降無料に 

 

（愛知県半田市） 

半田市は、2010 年度から保育園または幼稚園へ同時期に兄弟姉妹が通う場合、2人目以降

の保育料を無料にすることを決めた。榊原純夫市長の公約の一つで、財源は計 4300 万円。

 市によると、保育園に関してはこれまで、同時期に通う兄弟姉妹が２人だと１人分を半

額にしていたほか、3人以上の場合は 3人目以降の人数分を免除していた。今回の拡充に

よって 2人目以降の人数分を無料とする。従来の考え方を踏襲し、所得税額が４万円以上

の世帯は保育料が安い４歳以上児から、4 万円未満の世帯は高い 3歳未満児から適用。例

えば、2歳、3 歳、4歳の子が通園している場合、所得税額 4万円以上の世帯なら 4 歳児

と３歳児、それ未満なら 2 歳児と 3歳児の保育料が無料となる。 

 また市立幼稚園についても、同時期に通う兄弟姉妹の2人目以降から年間一律9万6000

円の保育料を無料とし、私立の場合は同額を補助する。市の試算では、対象となる保育園

児は約 400 人で 3500 万円、幼稚園児は約 90 人で 800 万円となる見込み。 

先駆的なエコヴィレッ

ジ「ヴィレッジホーム

ズ」 

 

（アメリカ・デービス） 

 1981 年にカリフォルニア州デービス市に建設された環境共生型住宅地。 

 開発面積 68 エーカー（27.5ha）の緑豊かな敷地には、個性的なエコハウスが 225 戸、

住民が集まるコミュニティ施設、オーガニックレストラン、保育園、公園、そして果樹園、

ぶどう畑、菜園、コミュニティーガーデンがあり、住民が利用できる「コモンエリア」が

４割を占めていることも特徴的である。太陽光エネルギーを利用し、各家庭の温水も大陽

光パネルでつくられている。 

 ここの住民は、町の大学や企業で働く人たち。農産物はあくまでも自分たちが必要な分

を栽培するのが基本で、95％の自給率を誇るという。作業自体は大変だが、農のある暮ら

しを通してコミュニティが形成され、住民同士が暮らしをサポートし合う効果があるとい

う。３０年経った現在でも、世界から注目されているエコヴィレッジの先駆的事例である。
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●産業振興 

世界コスプレサミット

（ World Cosplay 

Summit,WCS） 

 

（名古屋市） 

WCS は、2003 年から名古屋大須で開催されている世界各国から参加する数十万人の動員

を誇る名古屋発の世界イベント。世界コスプレサミット実行委員会が主催。外務省・国土

交通省より後援を受けている。 

日本の「漫画・アニメ」を介して「日本発の若者文化による国際交流の創造」に寄与す

ることを目的としている。 

世界コスプレチャンピオンシップ：2005 年から開始。各国の代表者が舞台でパフォー

マンスを行い、グランドチャンピオンを決めるコンテスト。衣装の完成度だけでなく、演

技・演出なども含めて採点される。 

審査員には漫画家や声優、歌手などの有名人。（いがらしゆみこ、永井豪、タレントの

中川翔子がコスプレ親善大使。（2007 年任命） 

また大須商店街でコスプレパレードも実施。各国代表と一般のコスプレイヤーと一緒に

行う。シンポジウムも開催。 

http://www.tv-aichi.co.jp/wcs/ 

 世界各国で漫画･アニメをきっかけに日本に憧れをもっている若者が増加していること

を日本国内に紹介しようと、テレビ愛知が 2003 年に「MANGA は世界の共通語」という番

組を制作・放送したのがきっかけ。海外のコスプレーヤーを日本に招待し交流を図った。

年々規模が拡大している。  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

世界コスプレサミットの実績 ※世界コスプレサミットホームページより

１）海外からの参加国・参加者・来場者・パレードの実績
開催年 参加国 参加者 来場者 パレード
2003年 3 5
2004年 4 8 100
2005年 7 9 3000 9
2006年 9 20 5000 120
2007年 12 28 10000 150
2008年 13 28 12000 300
2009年 15 30 12000 500

２）海外での開催地の動員数 （千人）
開催地 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年

ブラジル 0 0.5 3 10 1
ドイツ 20 20 30 20 15

スペイン 45 45 45 67 60
フランス 45 60 80 120 164
イタリア 0 40 40 20 60
メキシコ 0 0 40 30 20

シンガポール 0 8 10 10 18
タイ 0 2 1.5 10 20

アメリカ 35 0 0 20 18

日本 3 5 10 12 12

世界コスプレサミット実績の推移
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●産業振興 

ゆずオーナー制度 

 

（栃木県茂木市） 

 産業が斜陽化し、高齢化・過疎化する地域を再生する手段として、農家の屋敷内のゆず

に目をつけ、ゆずの生産とイベント・特産品による地域おこしをスタート。平成 5 年「ゆ

ずの里かおり村」を設立。ゆずのオーナー制度（年会費１万円）による都市農村交流を実

現。初年度 98 人であったゆずの木のオーナーは、現在は 600 名を超え、集落には 1万本

のゆずが植えられ、年間 2 万人の観光客が訪れている。 

遊休農地を花畑に 

 

（岡山県） 

遊休農地を花畑にしてイベントを開催したり、種からバイオエネルギーを製造したりす

る取り組みに補助している。補助対象は、市町村や農協、特定非営利活動法人（ＮＰＯ法

人）といった団体。2005年度の農林業センサスによると、県内農地に占める耕作放棄地

の割合は16.7％で、全国平均の9.7％を上回っている。 

０円リゾート構想によ

る都市農村交流 

 

（山口県阿東市） 

 無駄な投資をせずに料金もとらない「０円リゾート構想」を掲げ、異業種・地域外の視

点を取り入れた新しい企画により従来閉鎖的であった農業経営の現場を一般に開放して

「教育の場」などとして多くの都市住民を集めるなど、地域の人々と協調し、サービス

提供と一体化した農産品販売を実現した。船方総合農場の交流ビジネスの基本は「生産

現場を魅せる」ことであり「農業のある風景を守る」ことである。  

 異業種・地域外の人々の意見・ノウハウの利活用・吸収、地域の人々との協調を図る

しくみとして1985年に「交流の里研究会」を設置。農業者に加え、ジャーナリスト、銀

行マン、デザイナー、建築設計士、研究者、商店経営者、教育関係者等が参画。 

 

●子育て支援 

コミュニティ・レストラ

ン PIKO・POKO 

 

（北九州市） 

レストランのコンセプトは、①子連れのための気軽に外食ができる場所づくり②食事を通

して親同士の情報交換③地域・行政・親・子育てネットワークをつなげる橋渡し役となる

こと。 

18 坪の敷地面積のうち 10 坪がフローリングの遊びスペースあり。子どもにはキッズラ

ンチ、月齢別の離乳食、大人にはゆっくりできるようにミニコーススタイル。子育て講座、

親子イベントなども開催。 

地域の生協、大学、障害者共同作業所とも連携。大学生のフィールドワークの場として

受け入れている。 

http://maps.kosodate-fureai.jp/entry/2075.php 

放課後に中高生が集う 

ゆう杉並 

 

（東京都杉並区） 

中・高校生のための児童館。中高校生の居場所づくりは全国的に増えて来ているが、ゆう

杉並は平成９年に開設された先進的な事例。愛称「ゆう」は公募の中から、特に中・高校

生から多く寄せられたものを採用した。中・高校生にとって魅力ある施設をめざし、広い

体育室や完全防音のスタジオなどを備えるとともに、利用者自身の声を生かすため、中・

高校生運営委員会設置により自主企画事業への積極的な支援を行っている。放課後にカッ

プラーメンを食べながら友達と自由に話をしていたり、バンド活動、スポーツなどに勤し

む中高校生が多く利用し活気溢れる施設では、声優教室、ネイルアート、ダンス、バイク

パーツ解体・組み立て、ゲーム大会などユニークな講座やイベントも開催されている。 
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●高齢者支援 

大東文化大学 

「みらいネット高島平 

 

（東京都板橋区） 

都営団地の大規模団地に近接する大東文化大学の環境創造学部環境創造フォーラム運

営委員会が実施している団地再生の取り組み。大学の教員・学生と住民有志が協力して世

代間・住民間交流、環境共生、公共性のある活動などを行っている。 
 団地内居住者の高齢化や入居率の低下による団地のスラム化を防ぐため、学生・留学生

の入居促進を進めて地域活動に参加してもらう。活動の内容としては、憩い・交流の場「カ

フェサンク」で公開講座（語学、文化等）を行ってもらうほか、団地内パトロール、食用

廃油回収、情報発信などを実施している。 学生が入居している住戸は、大学が一括借り

上げし、入居希望の学生を募集している。部屋の広さに応じて独居～複数名でのルームシ

ェア形式で入居希望者を集めている。学生は、実施したボランティアの活動実績に応じて

地域通貨「サンク」を受け取る。この地域通貨は家賃の５～１０％にも充当できるという。

（http://www.daito.ac.jp/takap/02project/project.html） 

高齢者と若者のルーム

シェア Le PariSolidaire 

 

（フランス・パリ） 

2003 年にヨーロッパをおそった猛暑により独居老人の熱中症による死亡が多発したこと

を受けて 2004 年に設立された団体。パリ市内に居住する独居高齢者（ただし 50 歳以上で

介護不要で特に健康上の問題のない人）と、パリ市内に住みたいが経済的な理由などで居

住するのが難しい若者（18～30 歳）をマッチングする非営利組織。 

 居住スペースに余裕があり、ルームシェアを希望する独居高齢者が同団体に連絡をと

る。すると、同団体の職員が高齢者の居住実態（若者に使わせることができる個室がある

か間取り等の確認）、同居者に望む条件（食事を一緒にするか、どの程度の時間一緒に過

ごし、何をして欲しいか等）、健康状態の確認などを行い、高齢者の情報を登録する。一

方の若者は、所定の書式に従って学業・職業や共同生活を望む理由、経済状況、対応可能

な条件等を記したプロフィールを同団体に提出する。 

 同団体は、高齢者の条件にあった若者がいた場合、面接で適性を確認し、マッチング

する。基本的に、居住スペースは無償で提供する。食費も高齢者が負担しているケースが

あるという。その代償として、若者は調理や家事の提供、時間の共有する義務を負う。契

約は１年間で、契約満了後、継続するかどうかを両者が決める。同団体が、アフターケア

も行っている。 

中延商店街「街のコンシ

ェルジェ」 

 

（東京都品川区） 

 NPO が商店街の空き店舗を利用してサービスの拠点となる「街中サロン」を設置し、生

活に不便を感じている高齢者の生活支援を行ってくれるボランティアを仲介している。サ

ービスを利用したい人（半径 700ｍ以内にすむ 50 歳以上の人）は、街中サロンに利用登

録。年会費は 1000 円で、さらにサービスを受けるためにクーポンの綴りを購入する。一

方のボランティア（コンシェルジェ）も年会費 1000 円を支払ってサロンに登録する。 

 サロンでは、高齢者の希望に合わせてコンシェルジェを選び、派遣する。サービスを受

けた人はコンシェルジェに対し１時間当たり 800 円相当（送迎サービスの場合 30 分 800

円）のクーポンを支払う。このクーポンは、街中サロンで月に一度精算できる（800 円分

に対して中延商店街の商品券 500 円分に交換）。 

 サービスの内容は、買い物代行、家事から、電球の交換、趣味や語学の教室などさまざ

まなものが行われている。サロンは憩いの場や「楽習教室」の場も提供している。地域を

限定することで「顔の見えるサービス」にし、サービスの質を担保できるようにしている。

（（http://www.jirei-giac.jp/top_main.php?id=98）） 

高齢者の住み替え支援

制度 

 

（富山市） 

 市の中心部以外にすんでいる高齢者の住み替えを支援する制度。市が、中心部への住み

替えを希望している高齢者の住宅を借り上げ（最長５年）、若年ファミリー世帯に転貸す

る。制度の対象となるのは、「都心地区」（４３６ヘクタール）以外に居住している 60 歳

以上の単身高齢者か、夫婦のいずれかが 60 歳以上、または 60 歳以上のみで構成されてい

る世帯。転貸できる物件は、昭和 56 年以降に建てられた住宅で要件を満たすもの。 

 転貸先となる対象者は、世帯主が 60 歳未満で３人以上の世帯で、市内の都心地区以外

または市外に居住している世帯。 



                       宮代町公共施設・インフラ更新のあり方研究報告書 

 83

●高齢者支援 

（参考） 

高齢者住み替え支援制

度 

 

（国土交通省） 

豊かな住生活を実現するためには、住宅と世帯のミスマッチ（高齢者が広い住宅に少人数

で暮らし、子育て世帯が狭い住宅に暮らしている状況）を解消するとともに、高齢者が加

齢とともに身体機能が低下した場合でもできるだけ自立して暮らせる住宅に居住できる

ようにすることが重要である。 

 このため、高齢者等の持家を借上げて子育て世帯等に転貸する仕組みを構築し、良質な

住宅を市場で流通させ、永く大事に活用するとともに、高齢者等は賃料収入を元に高齢期

の生活に適した住宅等に住み替えることができ、子育て世帯等は低廉な家賃で子育てに適

した広い住宅に入居することができる社会を実現することを目指した制度。

（http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/sumikae/sumikae_top.htm）。

ふらっとステーション

ドリーム 

 

（横浜市戸塚区） 

誰もが安心して生き生きと暮らしていける地域づくりを目指して、横浜市の平成１８年

協働事業に「地域ぐるみ介護予防の仕組みづくり」として提案・採用され、これに基づい

て「ふらっとステーション・ドリーム」を開設。 

サロン活動を中心に、地域交流の場を提供。また、地域の人材発掘・養成及び広くボラ

ンティア・団塊の世代の活躍できる場の開拓を目指す「ボランティアバンク」も設置。 

 また、地域運営協議会の事務局として、「高齢化」「一人暮らし化」の問題にも取り組ん

でいる。 

 平成 19 年度までの実績延べ 12,000 人超。 

平成 20 年４月１日にＮＰＯ(特定非営利活動)法人となる。 

 住民アンケートでも、認知度、利用状況、今後の利用意向が高いという結果がでている。

http://www16.ocn.ne.jp/~furatto/ 

 
●まちづくり（条例／ガイドライン） 

 

市認定優良田園住宅建

設事業 

田園せきない まちづ

くり協定 

 

（北海道伊達市） 

 

「優良田園住宅」とは、農山村地域、都市の近郊その他の良好な自然的環境を形成し

ている地域にある一戸建て住宅のことを指す。多様な住環境の一環として、自然的環

境の豊かな地域でゆとりある生活を営むことを求める田園住宅に対するニーズの高ま

りを受け、平成１０年７月に「優良田園住宅の建設の促進に関する法律」が施行され

た。 

伊達市では、同法に基づく基本方針を平成１７年３月に策定。伊達ウェルシーラン

ド構想の一環として、市有地だった「西胆振農業センター」跡地を活用した民間開発

による建設事業を進めている。 

http://sekinai.kitano-slowlife.com/ 

 

 

神楽坂「まちづくり憲章

／協定」 

 

（東京都新宿区） 

 

 

地元の住民団体、NPO などと行政が協働体制をとったまちづくりを行っている。 

『伝統と現代がふれあう粋なまち-神楽坂-』をまちづくりの目標とし、下記の３つ

を基本方針として定めている。 

・商業と住宅の共存したまちづくり 

・伝統的情緒に彩られたまちづくり 

・楽しく散策できるまちづくり 

平成 3年 住民主体のまちづくり会が発足 

 平成 6年 「まちづくり憲章」を策定し区長へ報告 

 平成 9年 神楽坂通り沿道１～５丁目まちづくり協定締結 

＊新宿区事務事業評価「地域別市街整備の推進（神楽坂地区） 

http://www.city.shinjuku.lg.jp/content/000047737.pdf 

＊参考文献：まちづくりルール策定の取り組みの変遷と現況 

～神楽坂における動態的都市保全  

その１ http://ud.t.u-tokyo.ac.jp/book/2010aij/7077.pdf 

その２ http://ud.t.u-tokyo.ac.jp/book/2010aij/7078.pdf 
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●まちづくり（条例／ガイドライン） 

 

神戸まちづくり協定 

 

（神戸市） 

 

 

まちづくり協定は、地域住民が当該地区の問題点の解決及びまちづくりの目標実現

のために地域住民間のルールとして締結されるものである。神戸市では、まちづくり

条例により、地区計画決定する前段階としてまちづくり協定を位置づけている。（昭和

56 年制定、平成元年改正） 

各地区のまちづくり協議会が、まちの将来像や方針などをまとめ、そのうち特にル

ールとして決め、必要な事項について市長との間で結ぶ。この協定が締結されると、

住民等と市が協力してその内容を守っていくことになる。 

締結までの流れ、締結されているまちづくり協定の一覧、まちづくりに関するルー

ル制度の比較表（建築協定、地区計画、まちづくり協定）などは下記を参照。 

http://www.city.kobe.lg.jp/life/town/create/jc2m01.html 

 
●まちづくり（住民参加） 

まちづくり（住民参加） 

「共生のいえ」と住民参

加プロジェクト 

 

（東京都世田谷区） 

「地域共生のいえ」とは、世田谷区内の家等のオーナーの意思により、自己所有の建

物の一部あるいは全部を地域の公益的かつ非営利なまちづくり活動の場として、地域

の絆を育み開放性のある活用がなされている私有の建物のこと。区の外郭団体である

財団法人世田谷トラストまちづくりが開設・運営の支援事業を行なっている。子ども

の居場所、子育てを支援の場、高齢者や障がい者の暮らしを支える場、地域まちづく

りの啓発・支援や交流を広げる場としての活用されている。築１６０年の木造住宅を

乳幼児と親の居場所として開放している「古民家ママス」などでは、新住民にも利用

が広がっており、地域との交流の場を提供している。この他、財団では「地域共生の

まち」づくりを目指し、私有緑地のオープンガーデン化をはかる「小さな森の制度」

「市民緑地制度」も実施している。 

藤沢地域経営会議 

 

 

（神奈川県藤沢市） 

 広い意味での公民連携を進める上では、市民自ら地域における公共サービスのあり

方を考え、方法を決定していくための仕組みが必要である。今年度新たに導入された

地域経営会議はその可能性を秘めた画期的な仕組みである。 

 もともと、藤沢市では、地区市民集会からくらし・まちづくり会議へと、市民参加

の市政を進めてきた経験がある。これをさらに発展させた仕組みが、地域経営会議で

ある。地域経営会議は、地域住民による地域自治の意思決定機関となるものである。

そのため、権限と予算を各地区に移譲する。各種地域団体からの推薦と公募により選

出された委員で構成し、市長が委嘱し、任期は2年（無報酬）である。実施にあたって

予算が必要となる場合は、市民センター・公民館を通して予算要求できることになっ

ている。 

 特に、予算・権限を持つことは非常に重要である。単純に好きなように使えるとい

うことでなく、移譲された権限をもとにその地域で必要とされる公共サービスの優先

順位を議論し、多数の住民の同意を得るようにしなければならない。権限は責任と表

裏一体なのである。  

 以上の通り、同制度は、公共サービスの意思決定単位を小さくし、かつ、市民が参

加しやすいようにする効果を持っているものといえる。 

 

●公共施設の転用 

上勝町営複合住宅 

（徳島県上勝町） 

徳島県上勝町は、旧福原小学校の校舎の内装を改装し、U・Iターン者のための賃貸事

務所 5室（１階）、町営住宅８室（２階、３階）として活用した。内装は地元産の杉を

利用している。校庭は駐車場として活用 

ヘルスケアタウンにし

おおい 

（東京都品川区） 

ヘルスケアタウンにしおおい」とは、小学校跡地につくられた複合施設。要介護高齢

者の方の住まいの高齢者向け優良賃貸住宅「ケアホーム西大井」、元気な高齢者の介護

予防拠点「西大井いきいきセンター」、認可保育園「キッズタウンにしおおい」からな

り、高齢者・園児の世代を超えた交流と、地域とつながりのある暮らしをめざすもの。

小学校の面影が残る空間だが、耐震補強工事をした際にベランドをつくるなどし、快

適な住居環境に変わっている。 
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●公共施設の転用 

 

虹ヶ丘コミュニティル

ーム 

 

（川崎市麻生区） 

 

 

 

児童数が減少した小学校の一部を地域のコミュニティ施設にした事例。元々公共施設

がない市境で住民から施設設置の要望があがっていた地域に、平成 10 年に空き教室

（３教室分）を改造した市のモデル事業としてスタートした。活動室、調理室、音楽

室、自習室、ラウンジなどで構成されている。自治会メンバーが中心となって管理・

運営していたが、その後 NPO 法人を立ち上げた。朝 9時から夜 9時まで、子育て中の

人から年配の人たちまで幅広い層が利用している。サークル活動や会議、会食会、自

主学習などの利用者は多い。管理上小学校とは別の入口を設置しているが、地域の大

人が小学校の敷地に出入りする姿は安心感を与え、また交流を生むきっかけをつくり

地域力の向上に貢献している。 

 

http://web-k.jp/nijicom/index.html#<http://web-k.jp/nijicom/index.html> 

http://www.city.kawasaki.jp/25/25tiiki/home/kyoudou/hearing/5_nizi.html（運営

委員会時代のもの。運営の課題がわかる） 

中学校改築ＰＦＩ事業 

（香川県まんのう町） 

香川県まんのう町は、中学校、図書館、体育館をＰＦＩ事業で整備するのと併せ、

町が保有する「公の施設」の保守点検と、ＩＴ・ＯＡ機器の更新、電子私書箱（ｅポ

スト）、臨時職員の雇用などの業務を民活方式で実施する。ＰＦＩ法に基づき事業を実

施するが、ＰＰＰ（公民連携）に近いスキームを検討。中学校の改築と併せ行政改革

につながる提案を広く民間に求め、選定した特別目的会社（ＳＰＣ）にさまざまな業

務を委託する考え。 

ＰＦＩ事業に先駆けて同町は、所有する本庁舎や各支所、老人福祉センター、火葬

場、給食調理場、体育館など６５カ所の「公の施設」の保守点検業務の一括委託先を

大成サービスに決定。３年間は委託契約が自動更新される予定だが、３年後からは中

学校改築ＰＦＩ事業で選定したＳＰＣに一括委託する。 

 中学校改築ＰＦＩ事業では、既存の町立満濃中学校を建て替えて、中学校、体育館、

図書館を整備する。単なる整備事業に終わらせず、行政改革につながる提案を民間か

ら広く求め、選定したＳＰＣにさまざまな業務を委託する計画である。平成 22 年 10

月 4 日に募集要項を公表した。 

廃校舎を活用した生ハ

ム工場 

（秋田県大館市） 

秋田県大館市は、平成２０年４月、統合で空き校舎となった山田小学校の校舎を活

用して生ハム製造工場を誘致した。平成２１年１０月に白神フーズ株式会社と賃貸借

契約を結び「旧 山田小学校」の校舎部分を生ハム製造工場として活用することにな

った。 

白神フーズ株式会社は、地元出身の実業家とレストラン経営者が設立した会社。製

造された生ハムは、秋田市や東京・赤坂のスペイン料理店「グランビア」の看板メニ

ューとなっているほか、全国の百貨店やインターネットでも販売。 

体育館部分は校舎と切り離し、地域住民のスポーツ活動の拠点として地域に貸出。

廃校となった小学校を

オークションで売却 

（北海道新冠町） 

北海道新冠町は、平成 21 年 4月に Yahoo！の『官公庁オークション』（自治体が所

有する財産の売却に限定されたオークション）に、廃校となった小学校４校を出品し

た。結果的に３校には入札がなかったものの、旧太陽小学校が大阪市の健康関連サー

ビス業「御隆倶楽部」に 3000 万円で落札。同社は、廃校舎を美術館として再利用し、

所蔵する絵画コレクション約 200 点を展示する計画である。 

廃校となった小学校を

売却し、高齢者対応 

型住宅等の複合施設を

整備 

（東京都国分寺市） 

東京都国分寺市は、旧第四小学校の校舎を平成16年11 月に解体し、旧第四小学校跡

地を平成19 年度中に売却することを決定した。売却にあたっては「国分寺市まちづく

り条例」の趣旨に基づき、土地利用計画、地区計画を策定した。対象地域は市内に残

された自然環境、歴史的遺産に恵まれた地域であり、面積約１haと市街地内にある希

少なまとまった土地である。地区計画に基づき、市および対象地域周辺に不足してい

る機能を積極的に取り入れた、民間主導による事業提案を公募により求めた。「土地

利用計画」「事業計画」および「土地譲受申出価格」の提案を求め、計画内容及び価

格等を総合的に審査し、土地を売却する事業者を選定した。土地の最低売却価格は27

億円。選定された事業者は扶桑エクセル（株）グループで、高齢者対応型住宅、認定

こども園、クリニック等の複合施設を整備する計画。 
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●公共施設の転用 

プラットフォームスク

エア 

（東京都千代田区） 

東京都千代田区が展開している千代田区 SOHO まちづくり構想の趣旨をふまえ、公共

施設（千代田区中小企業センター）を SOHO 拠点施設としてコンバージョンした。 

 旧中小企業センターは地元の中小企業が利用できる会議室や展示室として、貸し出

し利用が行なわれていたが、産業構造の変化にともない稼働率約 25％と停滞してい

た。また、1981 年竣工の同ビルは設備などの更新時期も迎えていた。そこで地域再生

の新たな方策をさぐるために設置された千代田 SOHO まちづくり推進検討委員会から

提言された「中小ビル連携による地域産業の活性化と地域コミュニティの再生」の趣

旨のもと、運営・管理を一括してできる民間事業者の募集が開始され、現在ちよだプ

ラットフォームスクウェアを運営するプラットフォームサービス株式会社が選定され

た。 

 現在は SOHO 支援施設として貸しオフィス、会議室として再生され、（財）まちみら

い千代田も同ビルに入居している。 
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5-3 専門家の第三者評価 

5-3-1 商業・業務系開発デベロッパーによる評価 

（１）宮代町の基礎データ 

埼玉県南埼玉郡宮代町 
 
・ 埼玉県の東北部に位置。東側は、

北葛飾郡杉戸町、南側は春日部

市、西側は南埼玉郡白岡町、北側

は久喜市に接する 
・ 北西から南東にかけた東西 2km、

南北 8km の細長い形 
・ 面積 15.95 平方キロメートル 
・ 人口約 35,000 人 
・ 東武伊勢崎線が町を縦断し、北か

ら和戸（わど）駅、東武動物公園

駅、姫宮（ひめみや）駅の 3 駅 
・ 東武動物公園駅は快速/急行停車 

宮代町 HP より

 
宮代町の人口推移は平成 15 年度に一度だけ転入超過になったもののほとんどの年度が三桁の

社会減を続けている。 
【単位：人】 

自然異動 社会異動 計 
年度 

出生 死亡 増減 転入等 転出等 増減 増減 

平成 12 年度 221 171 50 1,388 1,703 ▲315 ▲265

平成 13 年度 229 222 7 1,513 1,762 ▲249 ▲242

平成 14 年度 210 215  ▲5 1,309 1,606 ▲297 ▲302

平成 15 年度 217 202 15 1,597 1,491 106 121

平成 16 年度 215 232 ▲17 1,417 1,552 ▲135 ▲152

平成 17 年度 215 219  ▲4 1,455 1,531 ▲76 ▲80

平成 18 年度 212 263 ▲51 1,373 1,484 ▲111  ▲162

平成 19 年度 215 245 ▲30 1,252 1,504 ▲252  ▲282

平成 20 年度 190 262 ▲72 1,265 1,426 ▲161 ▲233

平成 21 年度 224 247 ▲23 1,220 1,287 ▲67  ▲90

出典：宮代町 HP 



                       宮代町公共施設・インフラ更新のあり方研究報告書 

 88

一方、宮代町と隣接し、同様に東武線沿線である３つの市町村における最近の人口推移を見て

みると次のようになっている。 
 
■春日部市 

【単位：人】 
自然異動 社会異動 計  

出生 死亡 増減 転入等 転出等 増減 増減 
平成 17 年 1,915 1,562 353 9,259 10,410 ▲1,151 ▲798
平成 18 年 1,798 1,516 282 8,726 9,941 ▲1,215 ▲947
平成 19 年 1,866 1,704 162 8,334 9,291 ▲957 ▲795
平成 20 年 1,877 1,700 177 8,350 9,143 ▲793 ▲616

出所：春日部市 HP データを筆者加工 
 
■久喜市 

【単位：人】 
自然異動 社会異動 計  

出生 死亡 増減 転入等 転出等 増減 増減 
平成 17 年 560 490 70 3,281 3,600 ▲319 ▲249
平成 18 年 525 452 73 3,326 3,870 ▲544 ▲471
平成 19 年 554 520 34 3,205 3,742 ▲537 ▲503
平成 20 年 480 501 ▲21 3,133 3,684 ▲551 ▲530

出所：久喜市 HP データを筆者加工 
 
■杉戸町 

【単位：人】 
自然異動 社会異動 計  

出生 死亡 増減 転入等 転出等 増減 増減 
平成 17 年 329 310 19 1,859 1,897 ▲38 ▲19
平成 18 年 319 313 6 1,887 1,772 115 121
平成 19 年 336 364 ▲28 1,843 1,779 64 36

出所：杉戸町 HP データを筆者加工 
 
春日部市や久喜市が宮代町と同様に社会減の状況にあるのに対し、東武線の同じ駅を利用する

杉戸町が社会減から社会増へ転じたように見られることは印象的である。 
 
そこで、宮代町と杉戸町を産業や社会インフラの面で比較してみると次のようになる。 
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 宮代町[みやしろまち]   杉戸町[すぎとまち]     

    
全国

順位 

県内 

順位 
   

全国

順位 

県内 

順位 

小売業・販売額（2006） 12,057 百万円 1096 54 35,479 百万円 680 42

小売業・事業所数（2006） 200 事業所 1002 46 283 事業所 838 40

小売業・従業員数（2006） 1,130 人 980 53 2,100 人 714 41

飲食店以外の小売店数

（2006） 
229 箇所 967 46 331 箇所 791 39

飲食店数（2006） 133 店 797 45 135 店 793 44

大型小売店数（2006） 1 店 1074 57 8 店 445 31

百貨店数（2006） 0 店 778 43 0 店 778 43

一般病院数(2006) 0 施設 1337 59 2 施設 700 41

一般診療所数(2006) 15 施設 890 46 19 施設 786 42

歯科診療所数(2006) 15 施設 691 46 17 施設 639 43

一万人あたりの医師数

(2006) 
4.33 人 1593 67 9.86 人 1069 37

一万人あたりの歯科医師

数(2006) 
4.91 人 988 49 4.5 人 1147 56

保育所数(2006-2007) 4 所 1063 46 6 所 863 37

幼稚園数(2006-2007) 4 園 693 42 6 園 518 32

小学校数(2006-2007) 4 校 1188 52 6 校 952 40

中学校数(2006-2007) 3 校 832 41 3 校 832 41

高等学校数(2006-2007) 1 校 787 37 3 校 411 18

工業・製造業事業所数

（2006） 
30 事業所 1185 67 75 事業所 757 48

工業・製造業従業者数

（2006） 
492 人 1329 68 1414 人 974 59

農業産出額・総計（2006） 89 千万円 1327 52 237 千万円 952 24

米産出額（2006） 54 千万円 785 26 149 千万円 379 10

野菜産出額（2006） 19 千万円 1200 54 46 千万円 847 37

果実産出額（2006） 8 千万円 713 23 2 千万円 1025 42

出所：patmap 都市情報（http://patmap.jp/CITY/）データをもとに筆者加工 
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製造業の事業所数や従業者数で杉戸町が優位にあるのは、産業団地があるから妥当に思われる

が、農業についても杉戸町の方が産出額は大きくなっている。また、総合病院（東埼玉総合病院）

を始め、医療サービス面でも宮代町に先行している。 
杉戸町の直近の人口データがなく、想像の域を出ないが、都内通勤者の居住地域の都心集中の

影響を受けた春日部市や久喜市、宮代町と比べ、産業立地がある杉戸町は人口の減少に対しては

ある程度の抵抗力があると言えるのではないだろうか。 
 
ここで、無印良品が「ムジ・ネット」により実施したアンケートを見てみたい。 
http://www.muji.net/ie/lifestyle/questionnaire/2_05a.html 
 
●回答総数：5,898 名 
●実施期間：2009 年 3 月 2 日（月）～2009 年 3 月 8 日（日） 
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宮代町も杉戸町も、東武動物公園駅を起点にすると急行利用で都心部まで 1 時間程度、土地代

も駅からの徒歩圏が 20～30 万円/坪程度であり、敷地 50 坪・建物 30 坪の庭付き戸建が 4,000 万

円までで手に入りそうである。すなわち、アンケート回答者のボリュームゾーンに合致する住宅

供給が立地と価格面では充分考えられるのである。ところが、現実には都心部と同じような小規

模な区画割りを行い、その敷地に目一杯建てるような開発が行われがちである。これは、農のあ

る暮らし方の訴求を否定しているわけではなく、そこにリスクをかけてまでやる開発業者がいな

いからである。そのようなテーマ性のある開発をしても利益率の上乗せができるわけではない。

むしろ、土地建物の総額が上がってしまうことで売れ残りリスクに直面する。リスクにビクビク

するより、「小さくても戸建」という安さを求めるユーザー層をターゲットにした方が、結果がわ

かりやすく、万一の売れ残りリスクも限定的なものに感じられるからである。 
 
良品計画のアンケートを見た際に考えておかなくてはならないのは、「4,500 万円の予算を持っ

ている人は通勤で 60 分かけてでも戸建で家庭菜園のある物件に興味がある。」のではなく、「農

園に興味のある人は通勤で 60 分かけても良いが予算は 3,500 万円まで。」と読み取るべきである

ことである。アンケート調査の回答者はおそらくは良品計画の商品のファンであり、住まいにつ

いても一般ユーザーよりコダワリは強いはずである。マーケットを考える際にはそのことを割り

引いて考える必要があるのではないだろうか。農や緑は付加価値であることは間違いないが、そ

れを理由にして町外から居住者を誘引できるほどには楽観できないはずである。 
 
ただ、ひとつの生活圏とでもいえそうな宮代町と杉戸町のうち、一方が社会増の傾向を示して

いることは、宮代町が今後の取り組み方次第では転入超過に転じるかもしれないという可能性を

感じることはできる。 
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（２）「農」による誘引 

宮代町に知名度があるとは思えないので、積極的に何らかの目的意識を持って住むエリアにし

ないと流入は期待できない。町は「農のあるまちづくり」を進めているが、一般的な知名度が広

く浸透しているとは言い切れない。今後の可能性を考えていくにあたり、緑住農一体型住宅地を

開発しようとしている茨城県つくば市の「『新田園都市・なかこん』［正式名称：中根・金田台（な

かね・こんだだい）特定土地区画整理事業（中根・金田台地区）］のまちづくり」を紹介する。

http://www.txsumitai.com/event/nakakon-houkoku.pdf 
 
①「なかこん」の概要 
【位置および地区の現況】 
・筑波研究学園都市の東方に位置し、つくば駅から 2ｋｍ～4ｋｍの距離。車で 10 分程度の位置。 
・つくば市の中でも、自然と緑にあふれた台地にあり、遠方に筑波山を望む場所。 
・地区内にある桜運動公園は、平成 18 年より萩本欽一さんが監督を務める茨城ゴールデンゴー

ルズの公式戦の会場。 
 
【事業概要】 
・地区面積は 189.9ha。（東西 1ｋｍ 南北 3ｋｍ） 
・地権者数 613 名（家屋数 102 戸） 
・ＵＲ都市機構が土地区画整理事業により、道路・公園などのインフラ整備を実施。 
・将来、2,500 戸、8,000 人が生活する街として地域にある自然環境などの資源を活かした整備

が進められている。 
 
【これまでの経緯】 
平成  6 年  7 月 地元代表、県知事、市長が開発に関して三者合意 

平成  6 年 11 月 地区決定 

平成 11 年  6 月 都市計画決定 

平成 15 年  7 月 事業再評価 

平成 15 年 10 月 「金田官衙（こんだかんが）：国指定史跡」を避けるための道路・公園の都市計

画変更決定 

平成 16 年  2 月 「金田官衙」文化財の国指定告示 

平成 16 年  5 月 事業計画認可 

平成 17 年  3 月 緑住農一体型住宅地の事業スキーム構築 

平成 17 年  8 月 つくばエクスプレス（TX）開業 

平成 18 年 11 月 地区全域を申出対象とした申出換地（国内初）を実施 

平成 19 年  4 月 地区内でのオオタカの営巣を確認（工事中断） 

平成 20 年  3 月 中根・金田台地区貴重動植物生態調査委員会設置 

平成 20 年 10 月 事業再評価（事業継続） 

平成 20 年 11 月 県道土浦大曽根線以北の造成工事ほか工事再開 
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平成 21 年  3 月 貴重動植物の保護方針策定 

平成 22 年  2 月 事業計画変更認可 

 

【土地利用計画】 

公共用地 地積（ha） 構成比率（％） 宅地 地積（ha） 構成比率（％）

道路 23.8 12.6 住宅用地 60.2 31.7

公園・緑地 16.0 8.4 公益施設用地 7.1 3.7

河川・水路 4.8 2.5 その他 78.0 41.1

計 44.6 23.5 計 145.3 76.5

 

【事業施行期間】 

平成 16 年 5 月 18 日～平成 31 年 3 月 31 日（清算期間 5年含む） 

※平成 23 年春、初期使用収益開始予定（県道土浦大曽根線以北の一部） 

 

【総事業費】 

約 265 億円 

 
②まちづくりの背景と動機 
地区内に駅を持たず（車で 10 分）、TX 沿線での大量供給に対する不安、マンションや商業施設

におけるリスク等を鑑みて、日本の伝統民家と農村集落に学んだ街づくりを志向した。 
 
③なかこんが目指す住宅地 
なかこんでは、連続した緑の空間（景観緑地）、果樹・菜園などが愉しめる空間が一つになった

住宅地（緑住農一体型住宅地）を目指す。都心では手に入れがたいゆとりある空間、良好で連続

した緑の空間(景観緑地)を備えた住宅地で、多様な利用が可能な果樹・菜園のある暮らしを提案。

スローライフ、ロハスといった世の中のニーズに対応した住宅地を提供していこうとしている。 
 
④緑住農一体型住宅地の種類 
緑住農一体型住宅地には、「緑住街区（景観緑地付の住宅地）」と「緑住農街区（緑住街区に裏

庭に果樹・菜園を加えた住宅地）」の２種類がある。 
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○緑住街区 
 

 
 
 
○緑住農街区 
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⑤権利形態について（緑地・果樹菜園付き住宅：定期借地の場合） 

 
道路沿いの景観緑地は公共性を加味した宅地評価にすることで固定資産税を減額するとともに

市が地上権を設定することで乱開発を防止しながら、固定資産税相当の借地料を地主に支払うこ

とで、地主は実質的に固定資産税支払いが免除される仕組み。 
また、住宅地そのものも旗竿敷地とすることにより、評価額を下げている。景観緑地は公共地

の扱いにすることによりケーブルの浅層埋設を可能にした電線地中化も実行。 
 
⑥借地条件等 
住宅地 1 区画の借地代は月額 5 万円を予定しているところだが、平成 18 年に開発構想のシン

ポジウムに参加したユーザーが現在においてもなお、開発を待ち望んできている状態。平成 22
年 6 月に NPO 法人美しい街住まい倶楽部（理事長：佐藤俊一さん）を土地活用支援者として決

定し、これから具体的な諸条件を地主とユーザーとの間で詰めていく予定である。 
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（３）宮代町の可能性 

「宮代町」は決して知名度のある自治体ではない。そのため、地名に馴染みがない大手住宅メ

ーカーなどは開発を躊躇するので、小規模敷地に限界まで建物を計画するパワービルダー系の開

発に限定されてしまうのが現状と思われる。都心部への通勤時間を考えると明らかに限界点であ

り、「どうしても土地付き戸建が欲しいが、とにかく安く。」の層がそのターゲットユーザーにな

ってしまい、供給側も総額を安くするために小割りした敷地環境の家を選択してしまうのだと思

われる。そのことは元々の地域住民とは異なった環境を形成し、新旧住民のバリアになってしま

うこともあるかもしれない。 
 
農業との共生にあこがれを抱き、身近に感じたいと思っている層はそれなりにいるはずで、宮

代町の立地条件と地域資源の将来に向けたポテンシャルは期待できるものである。そのような層

に宮代町は面白いところだと思うが、様々な形での投資をもってくるためにはこれから段階をか

けて、宮代町のブランドをもっと訴求する必要がある。まずは、畝売りや貸し農園から始めて、

親しみをもってもらった上で、週末に「土いじり」をやりに来ていたに過ぎない人たちが、いつ

の間にか移住を考える。土地を耕しながら培われていく人間関係を通じて農家を含めたコミュニ

ティが形成され、都心居住者が移住を考える。そのようなステップを経ての魅力づけをしていく

仕掛けが、重要なのだろうと感じる。また、その過程では、短期移住の場の提供も必要なメニュ

ーになるかもしれない。北海道伊達市は札幌から車で 2 時間以上かかるほどの立地にありながら、

道内外から移住者を集め、人口の社会増を果たすとともに、この経済環境下にありながら地価が

下がっていない稀有な自治体である。ここでは、企業の誘致から人の誘致へと思考を切り替え、

移住を考えている方が一定期間のお試し移住をすることができるようにと行政が取り組んでいる

のである。 
「なかこん」には、福井大の教授でもある酒井泉さんという強いリーダーシップを発揮した地

権者とそれと対峙する行政、黒子役の UR がそれぞれの役割を果たすことで、ようやく来春の一

部収益化を果たそうとしているが、このような複数の関係者が危機感を持って将来を考えること

が必須であると考える次第である。 
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5-3-2 住宅系デベロッパーによる評価 

（１）宮代町の住宅開発可能性 

①住宅開発事業者が宮代町を見る目 

●宮代町 HP の閉鎖性→「許認可リスクが高い」 
・宮代町の HP に、「住宅」「まちづくり」などのアクセスが見当たらず、各課のページにおい

ても、住宅建設にかかる建築確認、盛土・切土、区画形質変更などの開発行為にかかる条例

など、「宮代町で住宅をたてる、土地を買って建物をたてる」という場合のアクセスページを

みつけにくい。→住宅開発業者の目線からみると、「住宅開発が容易ではない行政区」とみな

される。 
・HP での建築制限または建築する場合に必要な条例の掲載をすることにより、「建築可能か否

かが明確な自治体」と思われることで、事業者が迅速な判断がしやすくなり、民間事業者の

資金やノウハウにより、住宅開発をすすめることが可能となる。 
・事業開発者は、土地の仕入れの判断をするときには、事業企画のための、概略プランとして、

「建築可能性」を判断し、概算レベルの事業収支作成のうえで、「購入価格」を算出する。土

地売却情報があったとしても、自治体の窓口にいって相談しないと「建築可能性」が判断で

きない自治体は事業実現リスクが高いと思う。なぜなら、自治体の窓口担当者が変更になっ

ただけで、建築できない、建築できる数量が減少するというリスクを伴うからである。 
 
●民間住宅開発事業者の事業エリアに、宮代町は除外されやすい。 
・埼玉の越谷を基盤とするポラスグループへのヒアリング（春日部駅での大規模宅地開発事業

者）、東京を基盤としながら首都圏供給戸数が多い、藤和不動産（春日部での超高層タワーマ

ンションの実績）など、住宅開発事業者の事業エリアは、春日部市までであり、宮代町は含

まれない。厳密にはポラスグループは、国道 16 号まで、藤和不動産は春日部駅徒歩 10 分程

度までやっていたこともあるが、現在は仕入れエリアからは除外している。 
・事業者の開発エリアは、鉄道駅の利便性の向上により、拡大する傾向があり、鉄道駅の快速

や急行が停車するようになったあと、5 年くらいのうちに、住宅供給が伸長する、人口世帯

数が増えるという可能性は否めない。しかしながら、このような外部要因があるにもかかわ

らず、HP の閉鎖性は、供給リスクを先行して負担することになる住宅開発事業者にとって

は、魅力的ではない。HP の閉鎖性は、外部性を生かそうという意欲のなさを感じる。 
・参考までに、隣接の杉戸町の HP にも、「まちづくり・住宅」というアイコンがあり、そこに

は、「開発指導要綱」がある。その要綱の内容は別として、アイコンある場合は、ヒアリング

できるきっかけがあり、ないよりはよい。直接的な関係はないかもしれないが、事実、平成

20 年 1 月分譲開始、平成 21 年 5 月完成の総戸数 59 戸のマンション（売主：オリックス不

動産、平均坪単価 140 万円、平均価格 3074 万円、平均面積 72.6 ㎡、最多価格帯 2600 万円）

や、平成 20 年 4 月分譲開始、平成 20 年 10 月完成の総戸数 155 戸のマンション（売主：新

日本建物、平均坪単価 127 万円、平均価格 3213 万円、平均面積 83.5 ㎡、最多価格帯 3400
万円）がマンション分譲事例として、杉戸高野台駅徒歩 1 分の立地に開発されている。 
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・また、東武東上線で埼玉県の同程度の人口世帯規模、山手線からのアクセス距離が約 1 時間

程度の「埼玉県小川町」の HP をみると、「まちづくり・住宅」とあり、各種条例の掲載や、

５つほどの地区計画がある。この小川町では、Yahoo 不動産の HP に、戸建て新築売り情報

として、まとまった宅地分譲物件があった。小川町は、池袋から 1 時間以上の場所であり、

都市部からの距離は宮代町よりも遠い。 
 
●宮代町 HP には、データ情報が少なく、マーケットリサーチがしにくい。 
・毎年一定の供給がされていない住宅市場で、新たに事業を行なう場合には、需要調査と訴求

力の有無を見極めるマーケット調査を行なう。 
・参考にする調査データは、住宅統計調査や着工統計、国勢調査、住民票調査、商業統計、乗

降客数などである。このようなデータが、宮代町の HP に抜粋されていると、調査も迅速に

すすむし、自治体職員が、そのデータに詳しい場合が多く、将来の市場として、民間事業者

に協力的な姿勢だと感じられる。 
・宮代町 HP で、住宅市場調査としてキャッチできたデータは、人口・世帯数、下水道普及率

くらいであった。下水道普及状況を閲覧すると、水洗化率が 90％を超えたのは、平成 15 年

であった。住宅開発事業がすすんでいるエリアは概ね 80％超えていることから考えると、宮

代町で 80％を超えたのは平成 13 年、同年偶然にも、宅地開発が大規模に行なわれたようだ

が、水洗化普及率は増加していないので、一般住民の目線の宮代町の住みやすさ目線は低い

かもしれない。都市ガスではなく、プロパンガスのエリアが多いかもしれない。沿線駅と比

較して、毎月の水道光熱費に割高感があるかもしれない。 
 
②宮代町の知名度と需要リスク 

・住宅購入は、「地縁」が重要である。沿線や近隣行政区に居住・通勤・通学・両親や親戚など

の身内がいるなど、その土地になんらかの「縁」がないと、購入に結びつきにくい。近隣行

政区は、春日部市、杉戸町だが、いずれの行政区も、東武伊勢崎線の駅名に、行政区の音が

入っているなか、宮代町にある鉄道駅は、３つだが、いずれも、行政区名が入っていない。

東武動物公園駅がある行政区が宮代町だと知っている人は沿線の人だけと思われ、宮代町の

知名度は低いと思われる。 
・知名度の低いエリアは、住宅市場では、「特に狭域」な市場だといい、需要が少なく、供給リ

スクが高いとされるため、景気がいいときですら要注意するエリアである。 
・春日部市でタワーマンション 144 戸を分譲した某社の顧客データ(約 2000 件程度)によると、

地元春日部市が約半分、宮代町はわずか数％程度であった。購入予算は 3000 万円までが圧

倒的に多かった。199 区画の宅地分譲をしていた某社へのヒアリングでも、顧客は春日部市

が多く、隣接宮代町からはほとんど来場していないということだった。購入予算としても、

3300 万円の商品はすぐに完売、その他 3000 万円台の商品も順調に売れていることから、戸

建てで 4000 万円までということだろう。春日部市は戸建て・マンションともに住宅市場が

ある。その予算に見合う商品が供給されているといえるが、宮代町では、顧客層がみえにく

い、最後は価格で売るという理屈から考えると、2500 万円程度の予算層、つまり「他では買
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えない層」をねらうことになる。 
・しかしながら一般的に、希望予算 2000 万円台が圧倒的に多いエリアでは、事業が成立しに

くいとされている。購入意思があっても、住宅ローン審査がとおりにくく、「買えない」顧客

が多いエリアだという理由から事業リスクが高まるのである。東武伊勢崎線の駅で、「春日部」

駅と「東武動物公園駅」は、わずか 2 駅程度の距離にもかかわらず、ここに、「エリアの人気」

「返済力」「購入力」の境目があるように感じる。 
・宮代町の場合には、ローン利用で購入する若手が参入しにくいかもしれない。オールキャッ

シュか、安い賃貸で参入する、または価格以外の要素へのこだわりからの参入ということだ

ろうか。 
・しかし、東武鉄道が本気になれば、春日部駅の次の開発として、「始発駅」である東武動物公

園駅前の開発をすすめる可能性もあったはずだが、すすんでいない事情は、前述の需要リス

クとあわせて、開発リスクなど宮代町にも原因があるはずである。 
・少なくとも現状の住宅マーケットにおいて、「宮代町で、複数の物件情報」があり、春日部や

杉戸など、周辺エリアとの比較ができる状況にはなく、沿線隣駅からの「地縁」ある顧客を

ひきつけるだけの要素がみあたらない。 
・一般的な住宅市場での、住宅開発可能性は需要リスクが高く、難易度が高いといえるため、

特徴的な個別な住宅開発を検討しなければならない。 
 
③住宅事業採算性 

・持家への住み替えの需要は、借家層から実現するが、東武動物公園駅の賃料は、坪賃料単価

が最も高いとされる 1 ルーム（約 20 ㎡）で坪賃料 5000 円未満である。都心部の約半分であ

る。（２LDK（約 50 ㎡）で坪 3500 円程度） 
・例えば、路線価並の坪 165 千円程度の土地売却情報がある場合、容積率 200％（170％消化）、

土地 500 坪として、事業者が建売する場合、1 戸約 30 坪の住宅を約 30 戸つくるとする、建

築費は 1 戸当たり約 1600 万円とする場合、売値は坪単価 80 万円、平均グロス約 2500 万円

程度とすると、所定の利益がとれないため、土地坪単価は路線価の 8 割～約半分と減額交渉

するか、事業をやらないかのいずれかになる。つまり、建売で成立しにくい立地では、土地

で利益をとらずに、建物でもうかればやる場合もあるが、需要リスクのある大規模宅地開発

やマンション事業は明らかに成立しないため、期わけによる小ロットでの事業をまずは 3 年

くらい継続することであろう。 
・そして成立要件としては、消費者つまり購入者が自ら住宅ローンを組んで建築費を負担する

形態である。土地購入費とインフラ含む宅地造成費までを事業者負担として、建築費を購入

者負担とする事業形態である。この事業は現状宅地並み路線価になっていないエリアでの事

業が主となると思われる。宅地並み路線価は、坪 132 千円～198 千円（宮代台、川端、学園

台 1 丁目、中央 2 丁目など）であり、坪あたり土地代が、これを下回ることが前提となる。

地元金融機関の提携ローンのあっせんも必要となるだろう。 
・また路線価図によると、宮代台、川端、学園台、中央という既存の宅地エリアの借地権割合

が 50％である。借地権者の権利が弱い、または借地にする場合、底地権者は負担は重く、収
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入は払えるだけのものしかもらえないという理屈からすると、借地を前提とした事業も実現

しにくいとされ、所有権に限定される事業形態となるのかもしれない。 
・所有権の場合、不動産の流動化が実施されないと実現しないので、借家市場をまずは整備し、

借家層の増加と同時並行的に、借家層から持家層への移転による増加をねらう流れが適切か

と思われる。 
・借家の数と質の現状把握をするための、データベース作成を推奨する。 
・借家の付加価値として、ライフスタイル（例：副業が見込める農業つきなど）のある借家を

プロモーションする。 
・市街化開発で失われるライフスタイルがあるまちとして、例えば「株式会社マイファーム」

との提携により、農地情報、菜園情報など、農のあるくらしを探している人向けの物件情報

の掲載や、有機農業を推奨する「全国有機農業推進協議会」のアイコンを宮代町 HP に掲載

したり、オーガニックや、ロハス、スローフード、マクロビオテック、リサイクルなど、市

街化開発や工業化、産業化で壊したものを再生しようとしているビジネスにかかわる人々を

ターゲットとしたまちづくりをプロモーションする。 
・また例えば、住宅費用の約半分程度の収入が宮代町での週末副業で見込める住宅事業をやる

とする。ファミリータイプの坪賃料を 4000 円として、1 人あたり最低 6 坪、3 人家族で 18
坪の賃料を相殺しようとすると、宮代有機農業という副業で 7 万円程度の収入となる。週末

は 4 回とすると、1 回あたり 2 万円弱となる。この事業はやりかたによっては、「賃料支払い

を副業による収入で相殺できる住まいのある宮代町」つまり、「賃料が実質ゼロになります」

という暮らしができて、長く住むことで、「手に職がつきます」というストーリーのある住ま

い提案にもつながる可能性もある。 
 
④住宅開発の推進インフラの整備提案 

以上より、一般的な住宅開発の可能性や借家層の確保はまず見いだせないが、自治体にと

って、「できることからやる」事項を次のとおり提案する。これらは、今後のまちづくりの実

現においては、社会システムとしてのインフラ整備につながる要素があるため、是非、ご検

討いただきたい。 
●住宅開発と制限にかかる現況の宮代町の HP の整備 

・「まちづくり」「住宅をたてる」「住宅を借りる」のような「住む」に関係するアイコンを作成

する。 
・埼玉県条例のリンクをはるだけでもいいし、埼玉県条例を PDF にして添付ファイルで掲載す

ることでもよい。「建築」「開発」など、目的別に添付ファイルで埼玉県条例の「抜粋」「完全」

版を掲載する。 
・事業者向けの＊＊㎡以上の開発の場合と、個人向けの開発の場合とで、フローチャートが異

なることがわかるとよい。 
・しかしながら、アイコン作成の前に、添付ファイルを掲載することとなる埼玉県条例の整理

やその他施行規則の整備などを行ない、自治体の対応窓口となる組織と整合しているか注意

が必要だ。
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●宅地可能性にかかる土地情報の共有バナーの推進 
・市場活性化の主旨として、期間限定として、民間のもつ不動産情報を無償で宮代町の HP に

掲載する。（参考：東京 23 区では月額掲載料数万円） 
・外部の開発業者が入らない場合は、地元の情報が閉鎖的なことが多く、地元不動産業者への

アクセスを躊躇する消費者も多い。自治体の HP に掲載することで、開かれている印象とな

り、アクセスしやすくなる。 
・地元不動産業者と工務店へは、概して既得権益があるため、情報公開や営業促進を拒む場合

がある。そのような閉鎖性を打破するためには、建築事例など、写真などを掲載することで、

消費者目線に近くなるため、適宜、地元民間事業者への宮代町 HP への掲載を促すように営

業をかけ、宮代町では自治体も業者も連携しているという印象をつくる。 
 
●「宮代町」の知名度をあげるための民間連携 
・「株式会社マイファーム」や「有機農業推進協議会」「ロハス」「オーガニック」などの情報サ

イトに農地や菜園情報、事業所などを掲載しライフスタイルビジネス系のなかでの知名度を

あげていく。 
・通行量のある道路や、鉄道駅の看板に「宮代町」という文字をいれる。 
 
●地区計画の制定 
・守りたい地区、制限をかけたい内容を明確にする。 
 
●社会サービスの情報公開 
・HP を利用者視点での検索可能画面に改定する。例えば、事業者向け、個人向け、用途別、

各課のページなど、他の自治体の HP を参考にして、目指す方向性の自治体と類似したもの

にする。 
 

（５）宮代町のいう「農のあるまちづくり」について 

HP でも目に入るものとして、すでに実践されている「農のあるまちづくり」が持続的なまち

づくりの要素となるかどうか検討する。 
 
①宮代の「農」とはなにか？ 

・宮代町の HP をみると、「新しい村」と「農のあるまちづくり」が目に入るが、「農」への関

心や興味のレベルも多様である現代において、内容がわかりにくい。特色がつかめない。自

治体の HP では特色がだせない可能性もあるため、特色がないとは断定できない。しかしな

がら、首都圏近郊の自治体では「農」のあるまちづくりはいくつもあるので、ゼロサムなな

か、「宮代の農」の特色は何かを明確にして、差別化をはかり、宮代ファンの満足度をあげて、

成熟度をあげることを目指す。 
・新しい村視察中に、○○小学校の看板の立つ田んぼがいくつかあった。宮代町に現在ある「農」

が、いわゆる小学生らによる稲作体験であることは明確で、体験できた子供たちにとっては、
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生涯の貴重な体験となるが、それらの事業が宮代町のまちづくりにどのような成果となるの

かは、わからなかった。子供の記憶に、「宮代町」という町の場所が克明にある場合は、大人

になって、I ターンのきっかけになるのであろうか。 
 
②埼玉県小川町「霜里農場」という参考事例 

・池袋から約 1 時間の東武東上線沿線の小川町駅、駅からバスで 10 分程度のところに、「霜里

農場」がある。霜里農場の代表者金子氏は、有機農業の先駆者であり、農水省の「農の匠」

に選定されている。 
・霜里農場では、化学肥料や農薬など、工業が作ったものに依存せず、身近にある資源を生か

して、食べ物だけでなく、エネルギーも自給する農業を目指している。 
・霜里農場代表の金子氏は、昭和 45 年に「ローマンクラブ」が発表した「成長の限界」という

レポートをきっかけとして、さらに昭和 48 年の石油ショックを経て、化石燃料に依存する工

業化社会は、公害問題をさけて通れない、国内にある草、森、水、土などの農的資源を徹底

的に生かして、食とエネルギーを自給する社会を選択した。金子氏は 40 年余りの間、有機農

業をやっている。 
・有機農業の４つのポイントは、①土づくり、②鳥や虫との共存、③種苗の自家採取、④生産

者と消費者の提携であり、これらにより、自給区をつくることを目的としている。 
・2007 年に有機農業推進法が可決成立、都道府県は民間と協力して、有機農業推進計画を策定

することになり、埼玉県では 2009 年 3 月までに、有機農業推進計画を策定し、民間との協

働で有機技術開発を進めるということ、有機農業の担い手づくりを行なうことが基本方針の

骨格となった。霜里農場は、2007 年に全国の４５の有機農業モデルタウンのひとつとなった。

金子氏は、それまで異端児としてやっていたところに、国の法律ができたことにより、さら

に、積極的に取り組んだ。一方、宮代町の有機農業に対する取り組みはどうだろうか？ 
・1971 年当初、金子氏が小川町で有機農業を開始したときは、金子氏一人だったが、現在では

約 29 戸の農家が有機農業を行ない、下里地区では、続々と有機農業に取り組み、30 戸を超

えようとしている。小川町の農地の約 5％が有機農業で営まれており、有機 JAS の実施率デ

ータは 0.17％だから、その数値をかなり上回る規模で有機農業が実施されていることになる。

消費者との提携も件数が増加している。 
・有機農業をはじめて 30 年目に、小川町の土地に合った品種の大豆にであう。天候が不順でも

収量がおちず、味がよい「おがわ青山在来」である。その大豆に出会って、地元の豆腐屋さ

ん、お醤油屋さん、パン屋さんが、再生可能な価格で買うなど、「大豆」をきっかけに、まち

おこしにつながることも学ぶ。さらに、麦を使って、地ビール屋さんが開業、霜里農場のお

米をつかってお酒をつくる酒蔵、霜里農場のお米をつかってできたお酒のラベルを、地元の

伝統工芸の和紙でつくるなど、地元で生産された素材が次々と加工され、産業となり、ファ

ンを増やしている。 
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③農業によるまちづくりの実現可能性 

・埼玉県小川町の農の匠である「霜里農場」の金子氏のような特色ある農業、有機農業の実践

者が宮代町にいないだろうか。霜里農場の研修生は約 100 名を超える、同じ埼玉県内であり、

農業関係者の横のつながりはあるはずである。種苗交換会などで交流がないだろうか。 
・宮代の土にあう作物を発見できているだろうか。その作物から、関連する加工事業がうまれ

る要素があるからである。 
・視察中、和戸のあたりに、ぶどう（巨峰）があったが、土壌にあった品種なのだろうか？い

つごろから、誰が、栽培を開始したのだろうか？ 
・あぐりパーク杉戸を視察したが、杉戸町認定のエコファーマーの掲示が多くあった。近傍の

産直と新しい村との比較をすると、特色が明らかに違っていたが、生産者は卸先として、二

つをどうみているのだろうか？ 
・NPO などが企画する親子による稲作体験など、企業の CSR 活動の一環での取り組みや、ア

レルギー体質など食になんらかの事情がある親子が参加する生物多様性をいかした稲作など

の農体験は多様なメニューがあり、一定の目的をもってそのターゲットを確保する NPO の

活動は、持続的な活動が多く横のつながりもできていくため、効果的であるが、そのような

活動を企画する NPO の人材は発掘できているだろうか？ 
・「新しい村」で、きゅうりを買った。ひとつの袋に、あきらかに品種の違うものがまざってい

た。しかし、混ざっているとは表記されていない。収穫日や品種が異なるものをひとつの袋

でいれるのは、消費者から信頼をなくすことだと思う。生産者と自治体は良好な関係を維持

しているのだろうか？消費者との連携、生産者どうしの連携、それらの有機的な人間関係も

有機農業の目指すところであり、信頼関係が基本である。宮代の農でも、有機的な人間関係

づくりがあるのだろうか？ 
 

（３）「住宅開発」と「農のあるまちづくり」への総合提案として、 

前述のとおり、一般的な住宅開発事業の難易度の高さと特徴がつかみにくい農のあるまちづく

りの現況をふまえて、一つのロードマップを提案する。 
 
①コンセプト「ライフスタイルビジネス」 
・有機農業（有機的な人のつながりがある産業という広義な意味）をベースとした「ライフス

タイルビジネス」の集約地としてのまちづくり 
・地域資源を生かして、地球資源に負担をかけず、連帯や提携のもとに、農を中心として、食

のみならず、暮らし方や生活全般を提案する産業＝ライフスタイルビジネスの起業など、首

都圏近郊という立地を生かして、生産と消費をつなげて、生産者として消費者として生計を

確保するライフスタイルの実現である。 
・隣接エリアまでが工業化された市街地という立地を生かして、リサイクル事業、もったいな

い運動事業を東京中心部、埼玉中心部をターゲットとして行なう。 
・ライフスタイルビジネスにより、「みやしろ」の知名度をあげる。 
・宮代町＝「東武動物公園」のあるまち、動物公園よりもそのライフスタイルビジネスの知名
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度があがることで、「東武宮代公園」と名称変更するくらいの「まちぐるみな公園施設と農の

あるライフスタイルビジネスの集約地」となることを目標とする。 
 
②人材や企業、事業用地の確保「民間のカラーで自治体のイメージカラーをつくる」 
●公共施設の活用 

ライフスタイルビジネスのオフィス、生産工房などへの転用 
 
●有機的農学校の開校 

有機的なつながりのある人材による農のてほどき、農を中心として有機農業、ライフスタ

イルビジネスの振興のための拠点としての「新しい村」の用途転用 
 
●既存のオーガニックや有機にかかわる民間企業との有機的提携 
  視察や講演、セミナーなどの勉強会により、起業の推奨 
 
●農地の有効活用ビジネス 

株式会社マイファームの情報サイトを生かして、宮代町の農地で、多様なスタイルの農の

ある暮らしが提案できることから、株式会社マイファームの HP を宮代町の HP に無 償提

供するなど、積極的に、同サイトに情報提供する。 
 
（参考 HP） 

株式会社 マイファーム http://www.myfarm.co.jp/ 
霜里農場(有機農業) http://www.shimosato-farm.com/ 
アバンティ（オーガニックコットン） http://www.avantijapan.co.jp/ 
オクタ（住宅リフォーム） http://www.okuta.com/ 
天然住宅 http://tennen.org/ 
全国有機農業推進協議会 http://www.yuki-hirogaru.net/index.html 
野口のタネ（埼玉の種苗） http://noguchiseed.com/ 
埼玉県小川町 http://www.town.ogawa.saitama.jp/ 
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5-3-3 清水義次氏の笠原小学校と進修館に対する所見 

 
2010 年 8 月 30 日 

 

宮代町 2 つの建物についての所見 

 
清水 義次4 

 
2010 年 8 月 5 日 10:00～12:00 笠原小学校と進修館を現地視察、目視による建物調査を行っ

た。また、宮代町より 2 つの建物の現存する図面類を送ってもらい、これをチェックした。更に、

宮代町より 2 つの建物の修繕履歴データを送ってもらい、これをチェックした。 
宮代町 2 つの建物についての所見は、以上の調査及び図面、修繕履歴データに基づき今後の建

物のあり方について述べるものである。 
 
笠原小学校と進修館（コミュニティセンター）は、ともに象設計集団が設計した、デザイン的

に特徴がある建物である。ともに建築後約 30 年経過した建物である。 
 
建築データベースで調べた 2 つの建物のデータは以下のとおりである。 
 

①宮代町コミュニティーセンター・進修館 

 

敷地面積 5,166 平方メートル  
建築面積 2,484 平方メートル  
延床面積 2,955 平方メートル  
建物用途 公民館  
構造 ＲＣ造 2 階建て  
収容人員／大ホール７００名，小ホール２００名，大ロビー１５０名，集会室４０名×３，

駐車台数２０台  
外装 コンクリート打放し，建具＝木製（光路まわりなど一部鉄製） 
設計者 Ｔｅａｍ Ｚｏｏ 象設計集団 
構造設計＝早稲田大学理工学研究所，家具設計＝方圓館，緞帳設計＝宇佐美圭司 
施工者 間組東京建築支店浦和営業所  
設備工事＝武蔵野工業，電気工事＝中村電設，舞台機構工事＝森平舞台機構，舞台照明工事

＝丸茂電気，舞台音響工事＝ヤマギワ 
                                                  
4 （株）アフタヌーンソサエティ代表取締役・東洋大学大学院客員教授。都市生活者の潜在意識の変化に根ざした

建築のプロデュース、プロジェクトマネジメント、都市・地域再生プロデュース、家守（やもり）事業プロデュ

ースを行っている。最近は現代版家守業の実践と啓蒙に注力し、千代田区立旧錬成中学校舎の再生プロジェクト

3331 Arts Chiyoda を運営する合同会社コマンド代表をつとめている。 
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着工年月 1979 年 3 月 竣工年月 1980 年 5 月 
工事費 887 百万円 平米単価 30 万円  

 

②宮代町立笠原小学校  

 

敷地面積 29,562 平方メートル  
建築面積 4,644 平方メートル  
延床面積 7,129 平方メートル  
建物用途 小学校（全体計画）  
構造 ＲＣ造 2 階建て  
外装 顔料入リコンクリート打放し，一部顔料入リコンクリートブロック，建具＝ラワンＯＳ

Ｖ和ニス，一部アルミサッシュ  
設計者 Ｔｅａｍ ＺＯＯ 象設計集団 
構造設計＝早稲田大学理工学研究所田中弥寿雄，設備設計＝岡本章 
施工者 佐藤工業  
着工年月 1980 年 12 月 竣工年月 1982 年 3 月  
工事費 1,058 百万円 平米単価 15 万円  

 
１．建物視察の印象と初期投資に対する所見 

 

建物本体（躯体）の状態は、進修館、笠原小学校ともに良好である。窓、ドアなどの狂いもほ

とんどなく、まだ相当年数使用できる建物であると感じられた。ＰＣパイル杭 300Φ（進修館）、

ＰＣパイル杭 400Φ、350Φ、300Φ（笠原小学校）の上に建物本体が建てられているため、建物

周囲の地盤沈下とは関係なく、躯体自体は平衡状態を保っているように見受けられた。 
 
2 つの建物ともに、建物の用途、使用年数等に応じた建物改修、改善工事を行うことで現在の

建物をそのまま使い続けることが基本であろう。それは次の 2 つの意味からである。 
１． コスト面の優位性（解体撤去、新築した場合との比較） 
２． 建物の文化的な価値（宮代町のランドマークとしての価値） 

 
２つの建物を解体撤去し、新築する場合と、用途と使用年数に応じた改修、改善工事を行い使

い続ける場合のコスト比較をすると、改修、改善工事を行うことの方が合理的だと考えられる。

（「宮代町コミュニティセンター・進修館及び宮代町立笠原小学校の改修工事費の検討」を参照し

てください）詳細な改修･改善工事費の見積は別途詳細な建物調査、コンクリート強度調査、耐震

調査･設計等に基づく見積作業が必要だが、２つの建物ともにリーズナブルなコストでの長寿命化

が十分可能だと考えられる。 
それは、建築後約 100 年経過したレンガ積み造の旧紡績工場を耐震改修しミュージアムにした

り、建築後約 80 年経過したＲＣ造の小学校を耐震改修しオフィスしたことなど、建築後年数の長
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い建物の長寿命化・有効活用を行った筆者の経験に基づくものである。 
 
また、この 2 つの建物の文化的な価値（宮代町のランドマークとしての価値）について、正し

く理解することが極めて重要である。多くの建築に関わる専門家の間では、このことは、当然過

ぎるくらい当然のことなのだが、なぜか市民の間では、建物のデザイン的な価値についてあまり

議論されることが少ない。象設計集団は、海外からの評価も高い設計集団である。象設計集団デ

ザインの２つの特徴ある公共建築が、歩いていける距離に建てられたことは奇跡的なことのよう

に思われる。特に進修館については、コミュニティセンターとして町民の方々にこれほど良く利

用され、愛されている建物はないといってもいいくらいだ。更に、コスプレファンの若者たちに

も聖地としてその名を知られるほどの存在でもある。 
 
笠原小学校は、学校を「小さな街」、教室を「すみか」として、ひとつの集落を形づくっている。

半屋外の外廊下や教室と教室の間の小さな広場などを通じて建物と自然とが有機的につながって

いる。猛暑の日に訪れたが、エアコンがない教室が涼しい。「裸足で過ごせる小学校」でもある。

子供のスケールで、子供の視線に合わせた設計がされている。子供二人が入り向い合っておしゃ

べりできる小屋、ソロバンの手すりなど、子どもたちが自由に、たのしく使える小空間があちこ

ちにある。柱にはいろはカルタの文句や動植物名、童謡などが平仮名で彫られている。建物の周

りの植栽が大きく成長し、建物と一体となって、ひとつのミクロ環境を形成している。この校舎

で学んだ卒業生たちにとっては、きっと思い出がいっぱい詰まっていることだろう。 
 
笠原小学校は、進修館とは用途が異なるが、まったく同レベルで評価すべき、価値ある文化財

である。専門家の間では、これぞ理想的な小学校の設計だと評価する人もたくさんいる。しかし、

日常的なメンテナンスが、進修館ほど行き届いていなのが、とても残念である。進修館だけでな

く、笠原小学校の真の価値を正しく認識すべきだと思う。２つの建物が徒歩で歩ける距離で呼応

しあって、宮代町のランドマークになっているのだから、２つとも改修し、いい状態で維持すべ

きだと考える。 
 

２．建物ライフサイクルコスト面からの所見 

 
2 つの建物ともに、建物の用途、使用年数等に応じた建物改修、改善工事を行うことで現在の

建物をそのまま使い続けることが基本であろうと前述したが、よく考えなければいけない点があ

る。それは、建物ライフサイクルコスト面から考える視点だ。 
 
特徴的なデザインの建物は、通例メンテナンスにお金がかかる（特に業者に依頼し維持すると）。

2 つの建物について、これまでどのような修繕・改修を行ってきたかの修繕・改修履歴を宮原町

に作成してもらった（別添資料を参照してください）。2 つの建物の修繕・改修履歴は、一目瞭然、

大きな違いがある。 
進修館の修繕・改修履歴は、実に小まめに、丁寧にこの建物が維持されてきたことを物語って
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いる。対比的に笠原小学校の修繕・履歴は、実に簡素なものだ。この違いが、２つの建物の現在

の状態にそのまま反映している。建築後年数が少し長い進修館の方が、より新しく見え、笠原小

学校のほうがずっと古びて見える。日常的に管理人が常駐しているかどうかの違いだろうが、差

があまりにも大きい。 
笠原小学校の場合、愛情を持って、このすばらしい建物を大事にケアする仕組みをつくり上げ

ることが急務である。 
 
イニシャルコスト面から考えたとき、2 つの建物を残すことが、解体撤去・新築のばあいより

も有利であると述べた。ライフサイクルコスト面から考えたとき、2 つの建物共にデザインに凝

った建物であるため、修繕・維持するのに普通の建物よりもお金がかかる可能性が大きい。この

コストをどう圧縮できるかという大きな課題が残る。 
 
そのためには、まず、大規模な改修・改善を行うときに、より長寿命化することができる実戦

的な戦略を立てることが肝心だ。2 つの建物の大規模な改修・改善を行うときの長寿命化のポイ

ントについては後述する。 
 
そして、2 つの建物を修繕・維持するボランティア組織をつくることを強く勧める。2 つの建物

ともにファンがいる。町民の方々ばかりでなく、外部のファンも大勢いる。子供たちに建物の修

繕・維持の仕方を教えると良い機会になるかもしれない。これらの人たちを組織し、1 年中 2 つ

の建物のペンキ塗りや、補修、植栽の手入れを行うことや、それらを教えることを計画すべきだ。

2 つの建物の見学ツアーも行うと、さらに効果的だ。 
 
アメリカの住宅は、良く修繕・維持された古い建物の価値が、きわめて高い。修繕・維持の仕

方で建物の価値が変わる。そのことを住宅所有者たちは皆良く知っていて、絶えずペンキ塗りを

したり、補修したりしている。2 つの建物を修繕・維持するボランティア組織をつくることで、

建物を愛する人たちを増やすばかりでなく、2 つの建物の修繕・維持コストが相当額下がるはず

だ。メンテナンスコストが下がって、建物の価値が上がり、そして進修館と笠原小学校とが宮代

町の長く続く名物になる。こんなにめでたいことは、めったにない。 
 
３．２つの建物大規模な改修・改善を行うときの長寿命化のポイント 

 

①水対策 

２つの建物を使い続ける上で、心がけておかなければならないことがいくつかある。 
もっとも大切なのは、建物の日常的なメンテナンス、特に“水対策”だ。水は建物の長寿命化

の大敵だ。枯葉などのごみを毎日掃除することが大切。特にバルコニーのごみは排水口を詰まら

せる。突発的なゲリラ豪雨が発生すると、あっというまに増水し、防水してある高さを超えてし

まい、水が建物内に侵入する。2 つの建物ともに外部空間の多い建物で、その周囲を緑が取り囲

んでいるため、絶えずゴミ掃除を行い、排水口、排水溝や雨樋を詰まらせないことが肝心だ。 
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現状は、進修館については、メンテナンス、清掃がとてもよい状態で行われていて、立派に建

物が維持管理されている。しかし、笠原小学校については、肝心の排水口や排水溝に枯葉や、土

が詰まり、そこに植物が繁茂してしまっているくらいひどい状態だ。雨樋が落ちてしまっている

箇所すらあった。早急に、これらのゴミや植物を除去したり、雨樋を補修することが必要だ。い

ったん水が建物に進入すると水の道ができてしまい、すぐに水が浸入しやすくなるからだ。 
 
維持管理状態が良い進修館についても、水対策上きわめて重大な問題がある。それは、植栽枡

（植物を植えるための土を入れる枡）からの漏水だ。１Ｆ広場側の天井に漏水箇所が多く見られ

る。漏水を起こした水の跡がいくつも残っている。詳細に調べたわけではないが、おそらく直上

の植栽枡部分からの漏水であろう。土が盛られていると、一見安全そうに見える。これが落とし

穴で、実は土はいつも大量の水分を含んでいる。大きな木がそこに育っているのだから、水分が

たっぷり含まれているはずだ。地盤沈下によって、植栽枡にひび割れが生じている可能性もある。

植栽枡は、水対策上もっとも危険な箇所のひとつなのだ。進修館の改修を行う際、植栽枡部分に

ついては、一旦土を撤去し、防水工事を行うことを勧める。また、建物の直上部分については、

植栽方法についても再検討すべきだと考える。 
笠原小学校の 2 階部分の土を入れた庭園・菜園も同様に危険箇所のひとつだ。改修の際、同様

の措置が必要である。 
 
笠原小学校の建物の外壁面の窓の多くは、木製の窓がついている。建物の外壁と窓との間はコ

ーキングで埋められているが、多くの箇所で経年劣化のためにコーキングがやせ細り、隙間がで

きてきている。進修館についても、一部同様な箇所が視植えられた。こうした隙間も水が浸入し

やすい危険箇所だ。暴風時などに、外壁面に水がかかり、それに風圧がかかると、たちまち水は

建物内部に、場合によっては隙間を伝って上にまで侵入する。改修の際、笠原小学校につちえは、

あらゆる箇所についてコーキングの打ち替えが必要だろう。 
 
今回は 2 つの建物の屋根の調査を行っていないが、屋根についても防水上詳しく調査する必要

がある。 
 
これらの水対策上危険だと思われる箇所については、2 つの建物共に、改修・改善工事を行う

際に、しっかりした対策を講じるべきである。 
 
②耐震調査、耐震設計 

2 つの建物を設計した設計家の方は耐震性は大丈夫とのコメントを述べているようだが、新耐

震制度施行前の建物であるため、暫定利用する場合を除き、建物の耐震調査、設計が必要である。 
ＲＣ2 階建ての建物で、2 つの建物共にしっかりした構造設計がなされていると思われ、施工も

しっかりした会社が行っている。耐震設計の仕方を工夫し、ローコストで、デザイン的に美しい

耐震設計をすべきである。 
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③地盤沈下対策 

2 つの建物ともに、沼地か、田んぼだったところを埋め立てた土地であるため、敷地全体が地

盤沈下している。建物本体については、杭の上に建てられているため、安定しているが、その周

囲の建物と連結されている部分が不同沈下している。ただし、近年は沈下量が少なくなってきて、

やや落ち着いている様子ではある。恒久利用する場合は、地盤改良の必要性を調査すべきである。

また、杭の上に建てられている建物部分に接する杭の上に建てられていない部分の縁の切り方お

よび接続方法を工夫する必要がある。 
 
④外部（コンクリート製）の傷み補修 

外部のコンクリート製手すり、階段などでボロボロのところが、特に笠原小学校で目立つ。外

装用のコンクリートモルタルの劣化が原因だと思われる。剥落の恐れもあるため、よく調査、改

修することが必要だ。 
 
⑤木製建具、手すりなどの塗装、鉄部、鉄製の建具、手すりのさびメンテナンス 

笠原小学校については、特に木製の建具、木製の手すりが多く使用されている。これらも絶え

ずペイントされていれば長持ちするが、はげたままで放置すると、そこからすぐ腐っていく。絶

えずちょっとはげたところをすぐにリタッチすることが必要だ。 
鉄部、鉄製の建具、鉄の手すりについてもまったく同じだ。みんなで毎日、建物を磨き、はげ

たところをリタッチし、ごみを取り除きということを飽きずに行うことが必要だ。これらのこと

は、手間がかかるが、やってみるとたのしい。こうした建物を愛し、これを手塩にかけて手入れ

することを継続すると、2 つの建物は後々まで続く宮代町の宝物になる。 
 
⑥家具類（進修館）の補修 

 進修館の家具類（造り付けの家具、個別の家具）は、建築の凝縮された表現のように感じ取ら

れ、とても貴重なものである。利用者の人たちは、貴重な家具類をニトリかイケアで買ってきた

何でもない家具のように使っている。この家具類のすばらしさについて、もっと啓蒙活動を行う

べきだ。貴重なものだと意識して使用すると、そっと腰掛けたりするので、より長持ちする。塗

装がはけたり、一部壊れたりしている家具類がいくつか見受けられたが、これらの補修を速やか

に行うことが大切だ。進修館の家具類は、建物の一部なのだから、もっと、もっと大事にしよう。 
 
⑦電気・空調・衛生設備について 

 電気・空調・衛生設備などの設備については、建物の躯体に比べてより耐久年数が短いものが

多い。これらについては、耐久年数に応じた定期点検、交換、オーバーホール、一部の部品交換

などを行うことが求められる。 

笠原小学校については、空調設備がない。しかし、周囲の緑や風通しをよく考慮した設計によ

り、夏涼しい。最近注目されている“微気候デザイン”がすでに整っている。教室に入ると、昔

の旧家の土間に入ったような涼しさを感じる。これは極めてまれな質の良い先進事例であるので、
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大事にして欲しい。 

笠原小学校の冬の寒さ対策については、改修の際、もっと安全で、ランニングコストも安く済

む、太陽熱利用などの方法を検討すべきだと考える。 

 

 
以上が、宮代町の 2 つの建物についての所見である。２つの建物はともに、改修し、これをし

っかりしたチームで維持していくことで、末永くまちの文化財、まちの名物となるものだと考え

る。 
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